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はじめに

この報告書は，東京都立大学都市研究所の共同研究の一環として，兼任研究員であ

る玉野和志を中心とした同大学社会科学研究科社会学専攻のメンバーによる調査研究

報告書である．ここでの報告は，2002年 7月から 9月にかけて行った市民活動団体に

たいする聞き取り調査の結果をまとめたものである．調査は横浜市青葉区および川崎

市宮前区に何らかの拠点をもっ市民活動団体を対象に行い，結果として 18の団体ない

し関係者から協力をえることができた．ご協力をいただいた団体および関係者の方々

には，ここに改めてお礼を申し上げたい．またいずれの方々にもきわめて懇切丁寧に

その活動内容についてご説明をいただき，そのすべてがわれわれには非常に興味深い

ものであった．それらは単にわれわれの研究上の関心だけではなく，実際に様々な市

民活動に従事する人々にとっても価値のあるものと判断し，不十分ながらもこのよう

なかたちでまとめることを考えた次第である．ただし残念ながら，ご協力をいただい

た 18団体のうち， 1つの団体については当事者の申し出によりこの報告書への掲載を

見送ることになった．このきわめて簡単な報告書が，何らかの参考に供されるとする

ならば，われわれとして望外の喜びである．

なお，実際に個々の団体に聞き取り調査を行い，その内容を報告としてまとめてく

れたのは，社会学専攻に属する大学院生の諸君である．ほとんどのメンバーが何らか

のインタビ、ュー調査の経験をもっていたとはいえ，思わぬ取り違いや誤解が含まれて

いるやもしれない．一応当事者の了解はいただいているとはいえ，全体の責任はあく

までこれを統括した玉野にあるので，ご指導 ・ご指摘をいただ、ければ幸いである．実

際の調査ならびに市民活動団体のリス トアップと整理にあたってくれた院生諸氏につ

いては，以下にその氏名を挙げることで労に報いたい．

石川良子，神長 唯，篠原直人，高木竜輔，中西泰子，福田友子，三橋弘次，柳信寛

また，いうまでもないことではあるが，調査の過程では実に多くの方々にお世話に

なった．ひとりひとりのお名前を挙げることはできないが，ここに改めて心より感謝

の意を表したい．

都立大学人文学部社会学科

助教授 玉野和志
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調査の意図と課題

玉野和志

1 .研究の経緯

はじめに，この調査研究が取り組まれた背景について説明しておきたい．今回の調

査はわれわれの研究会がこれまで継続的に取り組んできた研究の延長線上で行われた

ものである．われわれは大都市における地域社会研究の一環として，川崎市とこれに

隣接して広がる横浜市の地域を対象とした社会学的な調査研究を継続してきた．特に

この地域に注目した理由は2つある．ひとつはこの地域が大都市東京の郊外住宅地区

として， 町田市なども含めて早くから特徴ある住民活動を生み出してきた地域として

知られていたことである．横浜市の飛鳥田市政や川崎市の伊藤市政に代表されるよう

に，この地域はいわゆる革新自治体としての歴史をもち，その後もしばしば先進的な

政策を打ち出す自治体として全国的に注目を集めてきた．われわれはそのような住民

活動や自治体政策を生み出してきたこの地域の杜会学的な背景を知りたいと考えた．

もうひとつはこの地域が単なる東京の郊外住宅地というだけではなく ，臨海部に広が

る京浜工業地帯との関連で全国から多くの移住者を受入れてきた労働者の町でもあっ

たという点である．かつて全国から集団就職などで多くの労働者を受入れてきた京浜

工業地帯も， 1960年代をピークに工場の移転や縮小が相次ぎ，徐々に労働者の町とし

ての活気を失ってきた．これと入れ替わるように進行したのが，大都市東京のさらな

る拡大であり， 80年代以降，東京や横浜への通勤に便利な地域として一挙にマンショ

ンなどの住宅開発が進められるようになる．このような状況のもと，）, ，崎市などでは

研究開発都市への脱皮を図るという方向が打ち出されている．しかしながら，古くか

らの工業地帯としての歴史をもっ地域が，そう易々と大都市への通勤者からなる郊外

住宅地へと吸収されてしまうものであろうか．あるいはそれが本当に望ましいことな

のだろうか．われわれはそのような問題も検討してみたいと考えたわけである．また，

これまではあまりその両者の関係が問われることはなかったが，この地域の住民活動

が示す先進性の背景には，大都市の郊外住宅地というだけではなく ，工業地帯と労働

者の町が隣接してきたという事実が歴史的に何らかの意味をもっているのではなし1か

という思いもあった．従来からの地域社会研究が，大都市研究と工業都市研究という

形で別々に行われ，その両者の関連を問おうとしてこなかったことも気になっていた

点である．現代の大都市地域に関する研究はむしろ都市地域内の異なった歴史的要素

を含みこんで検討する必要があり それがまさに大都市の社会経済システムの変動と

関連すると考えたわけである．

いずれにせよ，このような着想があって川崎 ・横浜地区を対象とした継続的な調査

研究に着手することにした．まずこの地域の歴史的な経緯を確認し，代表的な先行研
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究を検討したうえで，国勢調査や事業所統計などの基礎的な統計資料を地区別に整理

する作業を進めていった．このような地域社会の基本的な性格を確認する作業をふま

えたうえで，当初から念頭にあったこの地域に広く展開してきた市民活動にかんする

調査に入ることになった．まず，全体的な状況を知るために，「かながわ県民活動サポ

ート・センターjを訪ね，担当職員による神奈川県全体の県民活動の状況とサポート ・

センター設立の経緯，およびその後の活動状況などについて，概略的な説明を受ける

機会をもった．このことがあってちょうどそのときサポート ・センターが試みようと

していたインターンシップ制度に，研究会のメンバーでもあった大学院生の神長唯が

応募をし，インターンとしての活動を許されることになった．もちろんこれは神長個

人の研究を進めるうえで活用を図った機会であったが，このときの作業の一部として

神長にはサポート ・センターで利用できる資料を活用して， ）11崎市宮前区と横浜市青

葉区に拠点をもつあらゆる市民活動のリストを作成してもらうことした．サポート ・

センターではホームページでこのような市民団体を紹介したデータベースが公開され

ていたり，これまで何種類か作成されている神奈川県内での市民活動団体やボランテ

ィア団体の名簿や調査報告書が利用できたので，これらの資料からできうるかぎり網

羅的な団体のリストを作成しようとしたわけである．

もちろん，だからといってこうして作成したリストが完全なものとは考えていない．

しかし結果として青葉区で 121，宮前区で75の市民活動団体を確認することができた．

この数字が他の地域に比べて大きいのか，小さいのかについても確認できる資料はな

い．しかしながら計数的な分析が十分な意味をもつだけの団体数がリストアップでき

たことは確かであり それだけの市民活動の集積がこの地区に存在していることは確

~＇できたといってよいであろう ．

2.宮前・青葉地区の位置づけと状況

ところで， ）11崎 ・横浜地区の市民活動団体を対象にするなかで，とりわけ宮前区と

青葉区に焦点をしぼった理由について説明しておこう．宮前区については旧高津区か

ら，青葉区については旧緑区から都筑区とともに分区して成立した行政区である．東

京の郊外住宅地としての発展という点では，田園都市沿線から町田市へと連なる地域

がこれまでも特徴的な住民活動を生みだしてきた地域として全国的な注目を集めてき

た．川崎市の旧高津区と旧多摩区，横浜市の旧緑区と港北区などの地域がそれである．

これらの地域から今回は宮前区と青葉区に限定することにしたのは，すでに述べたよ

うな国勢調査等の基礎的な統計資料を地区別に分析することで，東京への通勤者が多

いなどの大都市郊外の住宅地としての性格がよりはっきりとした地域であることがわ

かったからである．と同時に，比較的臨海部の工業地帯と近接していて，最初に述べ

たような2つの異なった背景をもっ地域の連関が見出せるのではないかという期待も

あった．また，川崎市と横浜市という自治体が異なることによる違いが見出せるかも

しれないとし、う配慮も働いている．
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以上の理由から，とりあえずこの 2つの行政区を対象とすることにしたが，次にリ

ストアップされた団体のデータベースを利用して，この2つの地区での市民活動団体

の概要について簡単に確認しておきたい．ここでの分析は神長唯が入力したデータを

引き継ぎ，やはり研究会メンバーの大学院生で、ある柳信寛が分析 ・整理したものであ

る．

残念ながら，データについては名称と活動分野以外は欠損が多く，たとえば設立年

次ごとの集計であるとか，会員数の多寡による違いであるといった分析を十分に行う

ことはできなかった．唯一集計が可能であった活動分野の分布を 2つの地区ならびに

全体について整理してみたのが，表 I-1である．

表 I-1 活動分野の分布

青葉区 宮前区 合計
活動分野 実数 比率 実数 比率 実数 比率
まちづくり 5 4.1% 2 2.7% 7 3.6% 
海外協力・外国人支援 13 10.7% 8 10.7% 21 10.7% 

環境・暮らし 14 11.6% 5 6.7% 19 9.7% 
子育て・教育・青少年 7 5.8% 9 12.0% 16 8.2% 
女性 2 1.7% 2 2.7% 4 2.0% 

心とからだの健康 3 ・ 2.5% 2 2.7% 5 2.6% 
人権・平和 '2 1.7% 。0.0% 2 1.0% 

生涯学・支習え 6 5.0% 1.3% 7 3.6% 
福祉 合い 64 52.9% 40 53.3% 104 53.1% 

文化・スポーツ 3 2.5% 5 6.7九 8 4.1% 

労働 2 1.7% 1.3% 3 1.5% 

量 121 100.0% 75 100.0% 196 100.0犯

「福祉・支え合し＇Jに分類される活動団体が圧倒的な多数を占めていることがわかる．

次いで比較的多いのが， 「海外協力・外国人支援」，「環境・暮らしJ，「子育て ・教育 ・

青少年jというところである．「生涯学習」や「文化・スポーツ」に分類されるような，

いわゆる趣味愛好的なサークノレに当たるものが少ないのは，われわれが利用したデー

タソースによるもので，たとえば，社会教育関連団体のような名簿を使用すれば，む

しろこの手のサークル ・グループの数はもっと多いのが実情と考えられる．

「福祉 ・支え合しリに関する団体が多いことにも，サポート ・センターに集められ

たデータソースを使ったという事情が働いていることは確かだろうが，それにしても

これだけの団体がリストアップされたというのは驚きである．従来までならば，子育

てに関する住民活動によって知られることの多かった地域であるだけに，すでに子ど

も関係の団体はかなり少なくなり 福祉ボランティア関係の団体がこれだけの数に上

っていることは，改めて時代の変化を感じさせる．確かにこの地域の人口構成そのも

のが，かつての子どもの多かった時代から急激に高齢化が進んだということが背景に

なっているのであろう．また，これだけの福祉ボランティア活動の蓄積があるという

ことは，介護保険制度導入が前提としていたような，次に述べる行政と住民のパート

ナーシップという最近になって行政側からさかんに提起されるようになった地域政策
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のあり方が，それなりの現実的基盤をもっているということを示しているようにも思

つ．
その他，環境関係の団体がそれなりの数に達することは，この地域の従来からの経

緯を考えるならば，十分に理解できることである．これにたいして 「海外協力 ・外国

人支援Jに関する活動がかなりの数に上っていることは，この地域の特徴を考えるう

えで非常に興味深い．対象となった地域そのものに居住する外国人の数は，おそらく

他の地域に比べて決して多いわけではないだろう．ただ横浜という古くからの国際港

を抱えてきたことや難民の受入れ施設や受入れ地域に隣接してきたこと，さらには京

浜工業地帯との関連で古くから在日韓国・朝鮮人の集住地域が近接していたなどの事

情が，この地域に拠点をおく 国際交流に関係する団体がそれなりの数に達することの

背景にはあると考えられる．

いずれにせよ，われわれが期待した以上の多様な市民活動が展開している地域であ

ることは，改めて確認できたように思う．

3 市民活動をめぐるこれまでの経緯と現状

さて，今回の調査をその一環として含む継続的な調査研究の意図については，すで

に述べた通りであるが， ここで今回の市民活動団体調査を行うにあたって，われわれ

が直接念頭においていた事情について説明してみたい．具体的な市民団体の活動につ

いて，その個別の事情を確認していくうえで，現在何が問題にされなければならない

のかという点では，長期的な研究の意図とはとりあえず別個に考えなければならない

課題が存在しているからである．

それは，いわゆる市民のボランティアな活動をめぐる昨今の動向や，それにたいす

る社会的関心のあり方，および国家や地方自治体の政策における具体的な対応という

問題である.1995年に起こった阪神・淡路の大震災を契機に，市民のボランティア活

動への期待がにわかに語られるようになった．実際，かながわ県民活動サポート ・セ

ンタ←が設立されたのも，この震災以降の情勢をふまえた当時の市長の発案によるも

のである．その後， 1995年という年は「ボランティア元年」とまでいわれるようにな

り，それ以降，市民によるボランティア活動の台頭を受けて，行政がこれとの協働を

考えていくべきだという，いわゆる「パートナーシップj という考え方が，急速に地

方自治体の基本的な政策に採用されていくようになる．このような政策転換を促して

いった背景には，介護保険制度の導入による高齢者へのサービス提供を，地域福祉を

軸として地方自治体に全面的に任せていくとしづ国家の福祉政策における転換が少な

からず影響していたといえよう．さらに，忘れてはいけないのは，これらの動きの背

後に地方自治体の財政危機にともなう行財政改革の必要としづ要請が存在し， 80年代

の臨調以来の「民間活力導入Jという自治体政策の流れが伏在していることである．

このように，行政と市民の協働とか，パートナーシップという考え方にはいくつか

異なった政策の系譜が流れ込んでいる．行財政改革からの流れ，地域福祉政策からの
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流れ，社会教育からの流れなどである．しかし住民活動と行政との関係という側面か

らいえば，自治会 ・町内会などの地域住民組織への対応に始まり，その後コミュニテ

イ行政という形で展開した政策の系譜がある． 市民との協働とか，パートナーシップ

と呼ばれる政策の展開は，直接はこのコミュニティ政策の発展形態と考えることもで

きるだろう．

これらの政策の展開をここで詳しく論じることはできないが コミュニティ政策か

らパートナーシップへという点で指摘しておくべきことは，コ ミュニティの段階では

あくまで行政が住民活動の基盤整備に責任をもっという関係にあったのにたいして，

ノξ← トナーシップにおいてはそのような役割分担は前提されておらず，公的な活動を

住民と行政が対等の立場で検討し合い3 そのうえでもっとも適切な役割分担を見出し

ていくことを課題としている点である．少なくとも本来の意味でのパートナーシップ

という考え方は，そのような意味のものであろう．行政が本当の意味でそのような発

想に立てているのかという点は問わないとして，少なくともそのような政策が模索さ

れるかぎり ，市民活動の側にこれに対応する用意や動きが十分に成熟しているかどう

かを確認してみる必要がある．地域社会の社会学的な実証研究に従事する者として，

そのことは検討してみなければならないことである．今回の調査研究がそれに答える

に十分なものとは考えていないが，そのような問題を考えていく上での準備作業と し

ては，ある程度の意義はあったと判断している．

そのような意味で，18の市民活動団体の事例から浮かび上がってきた知見について

は，最後の皿で改めて整理しておきたい．

4.調査研究の課題と方法

表 I-2調査対象とした市民活動の分野

亙亙亘重重
高齢者介護に閉する市民活動
子育てに関する市民活動

3 

最後に，今回の調査の方法について解説して

おきたい．調査は6人の大学院生からなる調査

員が，一人あたり 3団体の聞き取りを行うとい

う考え方で、行った．まず，6人の調査員が各自

担当する市民活動団体の分野を選定した．その

障害者福祉に閉する市民活動
国際交流に関する市民活動
環境問題に関する市民活動
住民運動に関する市民活動

金量 18 
結果，表 I-2に示した6つの分野の団体を対

象にすることになった．このうち「住民運動に関する市民活動団体Jについては，作

成したリストからピックアップすることが困難であったので，玉野が参加している川

崎公害にかんする研究会での知人を通じて紹介していただくととにした．住民運動に

関する 2つの事例のほか，もうひとつ 「高齢者介護に関する市民活動団体Jをご紹介

いただくことになった．これらはいずれも比較的長い活動の歴史をもっ団体で，どう

しても最近の活動団体がリストアップされる傾向があるなか 事例の歴史的な広がり

を得るうえで有効な選定方法であったと考えている．

それ以外の団体はすべてわれわれが作成した市民活動団体のリストから，その名称

と活動分野，簡単な団体の紹介文を参考にして，なるべく多様な団体が選ばれるよう
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にリストアッフ。の作業を行っていった．だいたい一人あたり 5, 6件の候補がえられ

たところで，団体の連絡先に調査の依頼を行うことにした．連絡をした結果，すでに

活動を休止していたり，連絡が取れなかったりした場合もあったので，その場合はさ

らに追加の依頼を行い，結果として 15の団体から協力をえることができた．ただ連絡

を取った段階で，団体の名称や活動内容が若干変わっていたり，代表の方の活動のス

タイノレとして，特定の名称の団体だけの活動を確認するだけではあまり意味のない場

合も見られたので，その場合はそれほど活動内容に差がない限りはそのままお願し1し，

対象者の事情に応じて複数の団体の活動や過去の経緯も含めて全体としてのお話しを

うかがうことにした．報告の中で複数の団体名があがっていたり，事実上複数の団体

の活動が紹介されているのはそのためである．なお，たまたま青葉 ・宮前地区に拠点

をおいているだけのことで，活動の場はより広い範囲であったり，むしろまったく違

う地域が拠点であるという場合も見られた．これについてもそのままご協力をいただ

くことにした．必ずしも活動の対象がこの地域に限定されないとしても，実際に活動

している人の一部がこの地域周辺と関わりがあるというだけでもそれなりの意味があ

ると考えたからである．

以上のような手続きで 18の市民活動団体の協力を得ることができたが，いうまでも

なくこの 18の団体がこの地域の市民活動を代表しているわけで、も，典型的なものであ

るとも考えることはできない．一応の網羅的なリストを作成した上で、のことなので，

比較的よく見られる活動をいくつかの種類ごとにそれほどの偏りはなく選出したとい

える程度のことである．したがって，これらの事例はあくまでそれぞれ個性的なもの

として理解されなければならない．そのうえで何らかの一般的傾向が今後検証される

べき仮説として発見されることを期待しているわけである．しかしながらこのような

目的にはそれなりに適合的な事例を得ることができたと考えている．

調査内容については，事前に6人の調査員を中心に研究会としてある程度の方向づ

けを行った．活動内容，設立の経緯，行政など他の施設 ・諸機関との関わり，活動を

進める上で問題になっていること，他の団体との関係など，ある程度共通に確認する

調査項目を設定はしたが，このような市民活動団体の聞き取り調査の場合は，団体の

方でどうしても外部にたいして説明しておきたいと考えることも多いと恩われたので，

基本的に対象者が重要と考えることを話してもらう ことを優先するよう心がけた．む

しろ個々の団体にとって現在何が問題であるかを知ることが重要と考えたからである．

したがって，あくまで次に掲げる各市民活動団体についての紹介は，当事者の説明を

調査員が理解できた範囲で要約したものである．それらの知見からこの地域で活動す

る市民団体にとって今何が問題であり そのことはどのような意味を持っているかを

理解することが，われわれが課題としたことである．したがって，まだごく初期段階

の問題発見的な調査にとどまっているが，それでも得られたものはそれなりに大きな

もので、あったと考えている．その点の成果については，各市民活動団体の実態をふま

えて，改めてEの部分でまとめてみたい．
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II 宮前・青葉地区における市民活動の多様な展開

II -1 .高齢者介護に関する市民活動

II-1-1.地域福祉サービス ぐみの家

高木竜輔

「地域福祉サービスぐみの家j は宮前区で配食サービスとホームヘルフ。サービスを

実施している団体である．この章では， 「ぐみの家Jの活動に至るまでの経緯について

まず紹介し，その後で「ぐみの家」における活動について紹介したいと思う ．

1 .蔵敷生活学校ができるまで

「ぐみの家Jのルーツは蔵敷生活学校での活動にまでさかのぼる．まず，その当時

における生活学校の活動について紹介しておこう．

蔵敷生活学校は，小学校のPTAで活動していたお母さんたちの 「お仲間づくりJか

ら出発している．そこでは PTAで知り合ったお母さんたちが， PTAの枠組みを超え

て多様な活動をおこなっていた．そして，子どもが小学校を卒業したあとも， PTAで

知り合った人たちと地域で仲間をつくって活動することの必要性を実感し，地域での

学習活動を計画する．

このような経緯から，学習活動をおこなう上で必要な金銭的支援を川崎市に申請す

る．当初は婦人学級関係の予算を申詰したが余っていなかったので生活学校という枠

組みでの活動予算があることを知り，川崎市を通じて新生活運動協会に対して活動予

算を申請した．このように行政から財政的な援助を獲得しようとしたのは，「どうして

も公的なものをとりたかった」からだという．私的なグノレープで、の活動で、はだめであ

り，あくまでも社会的な必要性にもとづいた活動が展開したいとの理由で行政に活動

費用を申請したのである．

生活学校とは 1964年から新生活運動協会が開始した運動である．新生活運動協会

は戦後すぐに「社会生活の合理化 ・民主化」を目標に活動してきた団体である．戦後

すぐの時代は農村部における青年や婦人の組織・集団を対象に運動を展開してきたが，

高度経済成長に伴う人口の空間的移動の結果，協会は都市部における，消費問題への

対応を中心とした活動へとシフトしてゆく ．協会は 1964年に「くらしの工夫運動推

進要領Jを作成し，その具体的活動として生活学校運動を展開してゆくことになる．
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当初は，生活学校を一年間を通じておこなおうと考えていた．しかし行政の担当者

には 「一年中やっていたらとても持たなしリと言われたそうだ．どうやら川崎市にお

いては，この蔵敷生活学校が発足する以前に存在していた生活学校は，生活に関係す

る講演会を何回かおこなうだけで活動をすませていたとのことである．それに対して，

蔵敷生活学校は以前の生活学校とはまったく異なる活動メタイルを考えており，担当

職員のとまどいは，新しい生活学校の活動スタイルに対してのとまどいであろう．そ

のこととの関連で自分たちの活動を「都市型の生活学校の誕生」と捉えていたが，そ

れは，新生活運動協会の方針転換に対応した動きであったとも言える．

2.蔵敷生活学校での活動

蔵敷生活学校は 1973年に活動を開始する．その宮前区における活動の歴史は古く，

宮前区でも最初期の生活学校である．次年度にこの区で三つ自の生活学校ができ，生

活学校連絡会が立ち上がった.1970年代の後半が一番のピークとなり，その当時は全

部で 24校の生活学校が存在していたという．

当時は川崎市立菅生小学校のプレハブ作りの仮校舎を使用していた．蔵敷生活学校

は基本的に月二回聞かれ， 一年を通じて二本のテーマを設定していた（2002年度から

月一回でテーマを一本にしている）．決して全員参加が原則ではなく，緩やかな形で活

動を展開している．最初は全員が同じ講座を受けていたが，途中から活動単位を再編

成した．その結果，活動は全体でおとなう基礎講座と，いくつかのグループに分かれ

ての活動とに分けられた（基礎講座に出席せず，サブFグ、ノレーフ。での活動だけに参加し

たい人も認めているとのことである）．

テーマも多岐にわたる.1973年から75年までは 「自分たちの身の回りの活動」と

いうことで，食品の問題や物価調査をおこなった．このような学習活動を経験するう

ちに，地域の人と一緒に学んでいるのだから学習の成果を地域に還元したいというこ

とで， 1976年から 79年までは「コミュニティづくり j がテーマに設定された．子ど

もを持っている親が多かったこともあり，大気汚染調査やコミュニティにおける子ど

もの遊び場の問題について学習している．以後，蔵敷生活学校はさまざまな問題にと

り組んでし、くわけだが，この「コミュニティづくり Jはそれらさまざまな問題を包摂

する大きなテーマとして設定されている．そして，蔵敷生活学校ではさまざまなテー

マを学習→実践活動という連関のもとで活動を展開しているのである．

1980年からの4年間は「自立を目ざす活動」がテーマとなった．このころになると

メンバーの子育てが一段落する時期になり，そのこともあって，「せっかく地域で一緒

に学んだのだから，みんなができることをして自立をするj という形で目標を設定し

た．そしてここでの学習・実践活動の結果， 1982年に「ぐみの家Jが発足する．しか

し，ぐみの家での活動に加わらず，別の活動（例えば資格をとる）を行う人もでるよ

うになる．当時64人いたメンバーが 40人まで、減ってしまい，残ったメンバーが危機

感を感じるようになった．「どうすれば地域の学習クゃループ。として生き残れるか，意味
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があるか」ということを徹夜で話し合い，その結果として，上記でも書いたように，

蔵敷生活学校はグループ学習（「ゆるやかな連帯」）へと移行してゆく．それは 「ゆる

やかな連帯Jにもとづく活動への転換といえるだろう ．そして，それまでは一年 24

回コースだったのが，基礎講座とグループ別の学習講座というように編成替えがおこ

なわれたのである．

このような生活学校の危機の時代は蔵敷生活学校だけの問題ではないらしい．とい

うのも，同じ時期に川崎全体で活動をやめてしまう生活学校が多かったからである．

これは，この時期において子育てが一段落した母親が多かったからという理由だけで

はなく， 生活学校関係の予算が減ってきたことも理由のーっとのことである．そうし

て他地域の生活学校がどんどんとやめていき，生活学校の連絡協議会を継続するのが

困難となっていった．

このような危機の時代を乗り越え，1984年から4年間は農業問題や食の問題に取り

組むようになる．有機農法をおとなっている厚木の農家と産直契約をおこない，何十

人分もの農産物を直接トラックで運んできてもらったり（それは現在でも続いている），

畑の見学をおこなったりしている．また，みどり一本運動へも参加している．

1988年からは高齢者問題，特に 「地域でささえる老しリ をテーマとして学習活動を

おこなった．たとえば福祉政策を学習する一環として行政の予算書を読んだり，また

他方では高齢者の会食会をおこなったりしている．また川崎市の社会福祉協議会とタ

イアップして，介護技術の勉強会を開いている．このような問題関心と学習活動は，

生活学校とは別にはじめた「ぐみの家J（後述）での活動を 「配食サービス ・介護事業

所j としての現在の活動形態へと変化させたので、あった（ぐみの家の活動については

のちほど5節で紹介する）．

このように生活学校での学習活動は，一時的に危機的な状況を迎えたにせよ継続さ

れているが，すでにこのころから活動補助費を受けとっておらず，すべての活動費を

会費でまかなっているという ことである．しかし，時代性と地域性に常に関心を払い

ながら，現在も学習活動を続けているのである．

このように，生活学校における活動は「学習」と「実践j の組み合わせからなって

おり，それこそが 「生活学校の理念Jだと語ってくれた．また一年に一度，その年の

生活学校のテーマに合わせて，行政と企業と住民からなる 「三者会議j を開催し，学

習活動の成果を積極的に反映すべく活動している．

3. 菅生分館開設運動と子育て講座一一生活学校からの波及的活動

上記においては蔵敷生活学校の活動の展開を見てきた．そしてこの生活学校におけ

る活動から波及的におこなわれるようになった他の活動が存在する．主なものと して

は，以下のものがある．

－生活学校連絡会（74年一）
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・公民館づくり（75年一87)

・こども文庫（76年一）

・グループ。タンポポ［教育問題を考える会］ .(79年一）

・子育て講座（80年一）

－ぐみの家（82年一）

ぐみの家の現在における活動を紹介する前に，ここでは公民館づくりと子育て講座

について紹介したいと思う．

(1)菅生分館開設運動 分館づくり運動

蔵敷生活学校が活動を始めたとき，その活動拠点は川崎市立菅生小学校の増築工事

の際につくられたプレハブ作りの仮校舎であった．だが，活動をおこなうにはその場

所はあまりにも不便だ、った．なぜなら，そのプレハプ、は二部屋しかなく ，部屋自体は

ひどい状態で，その部屋を使用したいグループが他にも多数存在していたからだ．そ

のため立て替えをおこない，きちんとした建物が必要だと感じ， 1975年から分館づく

り運動をはじめた．「菅生分館を盛り上げる会」を立ち上げ，近くの地域集団とともに

活動を展開していった．

運動は分館改築の詰願書の提出（全部で 16回）から始まり，三鷹市や横浜市など他

の自治体のコミュニティセンターの見学，将来の分館に関する学習会など多岐にわた

って展開されている．そのような活動自体にはいろいろと勉強する機会があり，良い

ことで、あったと語ってくれた．「分館を造るとはどういうことか，その意味づけについ

ていろいろと考えたJと語っている．

しかし自ら「山あり谷あり」と評価するほど運動は困難を極めたものとなり，途中

にはプレハプ、の存続すら危うくなる状況になっている.10年来の運動の結果，やっと

1985年に分館改築の約束を取り付け， 1987年には川崎市における市民館分館の一番

目として菅生分館が建設される．しかし，要望した施設のすべてが盛り込まれたわけ

ではなく，「安普請」な分館だ、った．たとえば当初は，図書館つきの分館を希望したが，

結局それは組み込まれなかった．しかし二号館からは自分たちの希望が取り入れられ

た分館が建設されて，やるせなさを感じたという．

このような分館をつくる運動は，生活学校の活動と結びついており，生活学校の活

動における活動として振り返ってみたときにも，それはかなり大きな出来事だ、った．

それは，分館づくりが自分たちの今までの学習テーマと関係しているという意味だけ

ではない．地域の他のク守ループ。と一緒に分館づくりをおとなっていくなかで，生活学

校がそれら地域の人々に見直されたからである．分館をつくる運動は，この生活学校

での目標であった，活動成果の地域への還元が果たされるという意味で大きな意義を

持っていたということだろう．

現在も，退職した男性高齢者を含めて各種活動が活発におこなわれており，そうい

う意味で分館をつくった意義を感じているということである．ただし，分館づくり運
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動を通じて，行政をまったく信じられなくなってしまったという．分館づくりに 10

年かかったこともあると思われるが，それ以降においても，たとえば，社会教育部門

の予算が削減され分館は貸し館と化してしまったり，気づいたら分館関係の予算がほ

とんどない状態になってしまっている．あまりにも分館の運営が上からの施策に左右

されてしまっている状況に対しては不満を感じているという．

(2）子育て講座

子育て講座もまた，蔵敷生活学校での活動実践の中から生まれたものである．それ

は現在でも続いており，毎年40人くらい参加している.4月から 10月くらいまで開

催し，子育て講座を主催するメンバーが子どもを預かり，その親が学習会と話し合い

をおこなっている．

もともとこの地域は生活学校の始まるちょっと前くらいに開発が始められた地域で

ある．「陸の孤島j と表現されていたが，公共施設も，交通も，学校もない，とても不

便な土地だ、ったという．東京オリンピックより前にとの地区に引っ越されてきた方の

話によれば，この地域には 30人く らいしか子どもがいなかったという．そのような宅

地開発が途中の時期に引っ越してきた育児中の母親にとっては，この地域で生活する

ことは「さびしかったJというのが正直な感想だという．たとえば次の言葉は当時の

様子を端的に示している．

「だからさびしかったのよ．みんな都会からきたんだけど，東京で仕事もしていたし，

子どもが生まれるまではここから不便なんだけどどこでも行っていたわけですよ．と

ころが子どもが一人生まれたら片足がもがれ，もう一人生まれたら，もうどうにもな

らなくって．そとでここでなにかやるしかなくなったでしょ．そういう人間の集まり

だ、ったわね.J 

だからこそ，集まって話し合う機会として生活学校が必要であるし，若い母親にと

っては，子どもを預かつてくれてストレスを発散させてくれる機会が必要だったので

ある．このような状況のもとで，子育て講座が始められた．

子育て講座の理念は「子どもは子どもで学ぶ，親は親で学ぶというのが，それがい

い親子関係をつくる基本」である．このような活動スタイルは生活学校における学習

スタイルとほぼ同じであり，学習会と話し合いをへて，問題解決に向けた実践へと至

る形である．それは現在まで、ほぽ変わっていない．このような子育て講座の開催は生

活学校の学習スタイルを知ってもらうことにもつながり，その結果，子育て講座に出

席した人が生活学校に入ることによってそれが「つながってゆくJということを想定

している．今回，お話を聞かせていただいた方は子育て講座の第一期生であり，そこ

での学習活動を通じて生活学校に参加するようになった．その方は現在，若い母親た

ちの子育て講座に講師として参加するようになっている．昔ながらの活動形態が現在

もある程度は継続しているということだ．
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しかし，現在の子育てのグループはいろいろと問題が出てきているという ．たとえ

ば，若い母親グループは結局， 「子育て講座j以外は全部親子でいっしょに遊んでしま

っている．そもそも上記の理念は親同士の連帯の重要性を指摘しているわけだが，そ

のことに気づいてくれず，なかなか連帯してくれないという．また子育て講座自体も

なかなかうまくし、かないという．たとえば子育て講座において食品添加物の問題をテ

ーマに取り上げて話し合いをしたときも，それが子どもにこういうように関係してい

るよと言っても，若い人たちは「それは解決しないといけませんけどねえ・・・ Jと

言われてそこから先になかなか進まない．生活学校で学習・実践活動を経験している

方にとっては，I生活学校で一緒に勉強しませんか，生活学校の方でこの問題を設定し

ていますから勉強しましょうよ」と誘導しているのになかなかそうなってくれないと

言う．そういう意味ではあくまでも「お友達グループ」にとどまっており，若い世代

とは格差を感じるという．ただし，「子育て講座Jは現在も引き続きおこなわれており，

そういう意味でその理念は今も受け継がれているということだ．

このような若い世代との違いは，行政との関係においても現れているという．たと

えば，分館での活動を通してみたときに，若い人たちは行政の職員の言うことに素直

に従ってしまう．それ以前には，運営などに関して納得できないことがあったり管理

体制が強くなると，行政と対立することが当たり前だ、った．若いグループは自分たち

の利益に対する権利主張は強いが，それ以外の面では割と素直に行政の言うことを聞

いてしまう．そういう点でも若い世代との違いを感じるという．そして行政への対応

の仕方は，子育てグループのあり方をそのまま反映しているという ．それは， 「子育て

グループ」と「お友達グループj との違いとでも要約できるかもしれない．「私たちは

意見を集約して行政に働きかけるが，（若い人たちは）まだそこまでの力にはなってい

ない．だから行政としては御し易いんじゃないかj という言葉が端的にそのことを示

している．

4. ぐみの家

ぐみの家での活動についてここでは紹介したい．ぐみの家は有限会社であり，現在

は食事部門と介護部門から構成されている．

食事部門は，高齢者への夕食の配食サービスである．現在は宮前区を中心に毎日 70

食から 80食を，三が日を除いた毎日配送している．食事をつくるのは 10人で切り盛

りし，配達は退職された方に手伝ってもらっている．これは川崎市の支援型食事事業

（これは川崎市の単独事業）からの助成を受けている．その結果， 950円のお弁当に

対して，本人から 550円，行政から 400円をもらっている．また，食事の配達と同時

に見守りもおこなっている．

介護部門はヘルパー事業で、ある．現在，16人のへノレバーが登録されており， 35人

の要介護者を担当しているという．へノレバー事業は介護保険制度が始まった 2000年

から開始している．
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もともとぐみの家での活動は，生活学校で、の学習テーマであった，経済的自立のた

めに主婦にできるものは何かということで考えられたものである．しかし最初から今

のような高齢者向けの配食サービスをおこなっていたわけではない．最初は松花堂弁

当作りであり，それは，生活学校での学習活動の成果と経済的自立を実現するために

企画されたものであった．

ぐみの家では注文をうけてそれを配達していた．その当時の販売対象としては，保

健所や学校，工場， PTAの会合，謝思会などで、あった．完全予約制をとっていたが，

それでは忙しいときには忙しいが，暇なときにはまったく暇になってしまい，経済的

な自立が達成できない状態がつづいた．次第にマンネリ化していったという．

このような状態が何年か続いた後， 1996年ごろに元市議の方から「お宅は（高齢者

向けの）配食はやらないのJと言われたという．最初は大変だろうと二の足を踏んで

いたが，他方では生活学校で高齢者の問題を学習テーマに取り上げており，その重要

性を認識していた．また，高齢者向けの配食サービスをおこなう以前から，そのサー

ビスの重要性を感じていたともいう．たとえば，ぐみの家で松花堂弁当をつくってい

たときから，「親が入院していて介護に（病院に）行くから，家が留守になるので，毎

日夕食を運んでくれないかj としづ注文や，「自分は別地域に居住しているが，親がそ

の地域に住んでいるので，その親のところにお弁当を届けてくれないか」という注文

が届いたことがあった．

みんなで話し合った結果，生活支援型の配食サービスをすべきだということになり，

川崎市の支援型食事事業の助成を申請することになった．しかし川崎市はぐみの家で

はなく，まだ川崎市に進出していない大手の会社を助成対象としたのである．はっき

り言えば，川崎市はその会社へ支援型食事事業を丸投げしたのである．ぐみの家とし

ては，その決定には納得ができなかった．なぜなら， (1）もともと宮前区にはぐみの

家以外には支援型食事事業をおこなう団体は存在せず，ぐみの家が支援型食事事業の

助成を受けるのは当然であり， (2）その噴にはぐみの家が支援型食事事業をおこなう

団体として一定の評価を受けており，川崎市の社会福祉協議会もその存在を知ってい

たにもかかわらず，川崎市は宮前区の実態を何も調べずに大手企業への助成を決定し

たからである．

このような理由から，ぐみの家は川崎市に対して意見書を提出したり，シンポジウ

ムを開いたりして，そのことについて問いつめたという ．「自由契約で，取りたい人が

どこでもとれるようにすべきで、あって，行政が 『宮前区はこの業者じゃないといけな

し寸というのはおかしいんじゃないですか」と言つてはじめて認可されたという ．こ

のようなやりとりを経て，行政からの委託の形になったのは， 二年後のことだ、った．

現在，川崎市ではいくつかの業者が配食サービスをおこなっており ，競争のなかで

ぐみの家は活動しているわけだが，このような状況であっても徐々に注文は増えてお

り，事業として順調にいっているという．しかし，高齢者向け配食サービスをやって

みて，行政に対していろいろと不満な点があるという．例えば，行政からの補助が安

い点．また三が日以外の毎日をサービスする上で，最低限の労働条件を維持する上で
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も， 日曜日のサービスに割増料金をつけるべきだ，という点などである．

また，配食サービスをすすめる中で，介護の必要性を痛感し，介護保険制度のスタ

ートと同時に介護サービスを始めるようになった．もともと生活学校で3級のホーム

ヘルパー （）11崎市の制度）の資格を取るための講座を 96年から数年間おこなっており，

介護サービス事業は生活学校での活動の延長線上に位置づけられている．

参考文献・参考資料

菅生分館を盛り上げる会編， 1988，『つどい，まなび，くらす，ぶんかん一一宮前市

民館菅生分館のあゆみ』

財団法人新生活運動協会編， 1982，『新生活運動協会25年の歩み』
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II-1-2. 老人介護グループ さわらび会

三橋弘次

1. はじめに

お話しをうかがったのはインタビュー当時（2002年 8月 17日） 65歳で，老人

介護グループさわらび会（以下さわらび会とする）の代表を務めている方である．

現在さわらび会が活動する横浜市都筑区（活動開始時は緑区）へは，1970年代

にご子息の健康問題（横浜ぜんそく）のため鶴見から転入してきた．この方は母

親の影響もあり，学生時代から米兵への慰問活動や孤児院でボランティア活動を

した経験を持っている．女学校卒業後，自営業を営んでいた夫と結婚，そして 3

人の子どもの育児に奔走する傍ら，子どもを持つ母親同士が集まって洋裁を楽し

む「子連れ歓迎の集しリを主催，また 1974年には子ども会の会長も務めている．

1977年に母親が胃がんで倒れ，1978年に他界される．この期間中に，自宅で

母親を介護するため，家庭看護法及び救急法を学んでいる．母親他界直後の 1978

年4月には夫が突如寝たきりになり，1981年 7月に他界される．この時， 3人の

ご子息はそれぞれ大学 1年，高 3，高 1で，遺族年金により細々と暮らす傍ら，

少しでも社会にお返しがしたいということでボランティア活動を活発に行うよ

うになる．なぜ働こうとは考えなかったかという質問に対しては，「今まで、仕事

をしたことがないので，そのプレッシャーで子どもに当たりたくなかったJと応

えている．

こうして区のコミュニティ誌の（無償の）市民記者等，さまざまなボランティ

ア活動を行う .1984年には近隣に老人福祉センターや温水プールなどを備えた

横浜市社会福祉協議会による複合的地区センターが設立され，そのパート ・コミ

ュニティボランティア（以下コミボラとする）に応募，そして採用されその後 3

年間その任を務めている．この間にコミボラで知り合い高齢者介護に興味のあっ

た仲間たちゃ，地区センターで開催された高齢者介護入門講座などで知り合った

仲間たちと，さわらび会を設立する．

現在さわらび会代表のほかに，コーヒーコーナーボランティア（地区センター

内），希望の会，保育団体トライアングノレにかかわるなど，様々なボランティア

活動を積極的に行っている．また，相模原や他の地域のボランティア団体へ助言

をしたり講演をしたりもしている．こうしたボランティアの功績が認められ，近

年厚生大臣賞を受けている．

以下の報告は，筆者が2002年8月17日に都筑地区センター小会議室において，

この会の代表者本人に対して行った聞き取り調査によっている．
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2. 組織の沿革

さわらび会の設立は， 1984年 11月 8日当時まだ横浜市緑区であった現都筑区当地

に，地区センター，老人福祉センター，障害者保養所，温水プーノレの複合館で、ある現

都筑地区センター（以下地区センターとする）が横浜市社会福祉協議会によって開設

されたことに端を発する．さわらび会設立に尽力した中心メンバーは，この地区セン

ターの活動をもとに知り合っている．開設当初から地区センターはコミュニティボラ

ンティアという形で市民の有志を募り，その中で、高齢者介護に関心のあった人たちが

さわらび会設立の一翼を担った．同時に地区センターにおいて聞かれたさまざまな生

涯学習講座の中の高齢者介護入門講座で知り合った人たちも，コミュニティボランテ

ィアをしながら講座に参加した人も含め，会の設立へと動いた．こうして 1987年さわ

らび会が高齢者福祉を目的に設立された．

3 組織の活動

さわらび会は高齢者介護を中心活動としている．その大きな理由は，さわらび会参

加者個々人の高齢者福祉に対する関心だけでなく，地区センターにある大浴場を目当

てにセンター開設当初からP 多くの高齢者が他区の方も含めここに集まってきたこと

によるそうだ．

主な活動内容は以下の 4つに分けられる．まず施設開放・ミニデイサービス（お楽

しみ会）を月 4回程度行っている．これは高齢者の方をボランティアさんが地区セン

ターの大浴場に入れてあげる入浴サービスや， リハビリ ，レクリエーション活動から

構成されている．

次に毎週金曜日には地区センターが行っている健康相談サービスをサポートするボ

ランティア活動を行っている．

3つ目の活動として， 2001年から始まった 「おしゃべりの場Jがあり，これは横浜

市から出た助成金で地区センターに増築された介護予防室にて行われている．

最後にこうした活動のための高齢者の送り迎えを行っている．

4. 組織の構成

メンバーは，設立時は数名，その後メンバーの友達や地区センターの高齢者介護講

座を受講した人たちが参加し，現在は約 53名いる．子育ての終わった 50歳代から 60

歳代の主婦が多いが，2000年の介護保険制度導入をきっかけにヘルパーの資格をとっ

た者もいる．こうした中，近年さわらび会のメンバーの平均年齢が上昇し，担い手と

なる若い人の参加者を増やすことが急務になったため，メンバーの年齢制限（65歳未

満）を設けている．

活動場所は地区センターで，さわらび会が地区センター主催の介護講座の運営を主
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体的に手伝っているなど，地区センターの高齢者福祉活動とさわらび会の活動は重な

っている部分が多い．実際，さわらび会に対する地区センターの利用料は無料で，セ

ンターで催された高齢者介護講座参加者はさわらび会へと勧誘される仕組みが整って

いる．また地区センターが複合館であるため，センターのさまざまな生涯学習などを

通じて子育てボランティア団体や障害者福祉ボランティア団体などが設立され，さわ

らび会と同センターの活動を通じてつながりを持っている．一方で，地区センター外

の団体とのつながりをほとんど持たないという，センターお抱えのボランティア団体

であるというさわらび会ならで、はの特色を持っている．

活動資金は，メンバーからの年会費 500円のほか，横浜市から助成金「あいあい基

金j や，地区センターからの補助金が主である．

5. 組織の課題

さわらび会が抱える課題として，メンバーの高齢化が挙げられた．参加者の年齢制

限をし，少しでも若いメンバーの参加を求めているが， 50代以降の世代しか集まって

くれないと言う．代表の方は，今のお母さんたちはみんなそれぞ、れ仕事を持っていて，

ボランティアをするのには忙しすぎるのかもしれないと語っている．

一方で2000年に導入された介護保険制度による影響や，近年話題になっている NPO

法人化に関する議論はほとんどない.NPO法人化により増える事務処理に耐えられな

いということだが，現在さわらび会の主な活動は地区センターが主催する高齢者福祉

にかかわっていて，事務処理などのは地区センターが代わって行っている部分もあり，

NPO法人化の必要がないということであろう．
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II-1-3.ぐるうぷ あざみ野

三橋弘次

1 . はじめに

お話しをうかがったのはインタビュー当時（2002年 8月 27日）高齢者在宅介護ボ

ランティアを行うぐるうぷ“あざみ野” （横浜市青葉区）の代表を務めていた方，同

副代表，そして同書記の方々で、あった．

会の代表は，ぐるうぷ“あざみ野”設立時からのメンバーで，この活動以前はPTA

や市民図書当番などをやっていた程度で、あったそうである．高lj代表と書記の方はいず

れも設立後に，前者は人づてで，後者は地元の社会福祉協議会からの紹介で入会して

いる．

以下の報告は，筆者が2002年8月27日に山内地区センターにおいてこの方々に対し

て行った聞き取り調査によっている．

2. 組織の沿革

ぐるうぷ “あざみ野”設立のきっかけは 1990年から 1991年にかけて，あざみ野中

学校区（あざみ野 1丁目から 4丁目）に住んでいたPTAのつながりや友達同士であっ

た当時 40代の主婦たちが 14,5人集まり，在宅介護の勉強会 f在宅ケアの集しリを

始めたことである．勉強会は，地区で開業している医者の待合室を借りて行い，オム

ツの替え方や食事のとらせ方，救急法などを学んだ．そして 1992年に「地域で助け

合う幸せな老後」を設立理念としてぐるうぷ“あざみ野”が正式に立ち上げられる．

当時は介護保険制度といったものがなく，高齢者の在宅介護に対する社会的サポー ト

も多くない状況だ、ったので，勉強会 「在宅ケアの集しリに参加した人たちで在宅介護

を支援するグループを設立することにしたそうだ．こうして現在に至るまで，独り暮

らしのお年寄りや，在宅介護を要するお年寄りを持つ家庭の支援（例えば病院への送

迎，食事の用意，見守りなど）を主に行っている．

3. 組織の活動

ぐるうぷ“あざみ野”は高齢者の在宅介護支援を中心活動としている．主な活動内

容は以下の 4つに分けられる．まず有料で在宅ケアサービスを行っている．これは食

事作り，送迎，買い物，留守番，掃除，簡単な身体介護，洗濯，お話相手になる，と

いったことを含み，利用者は昔からの顔なじみや，主治医や地区社会福祉協議会から

紹介された方で，現在 10名程度が利用している．
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さらにぐるうぷ“あざみ野”設立当初から毎月一回，山内地区センターにてお食事

会を開いている．参加者はあざみ野中学校区に在住の 70歳以上の独り暮らしまたは昼

間に独りである高齢者を対象にしている．このお食事会のユニークな点は，ボランテ

ィアの人たちとの触れ合いではなく，高齢者同士の触れ合いが趣旨であることである．

呼び寄せの形で歳をとってからこの地区に移り住んできた高齢者にとっては，お互い

を知る良い機会になっている．

そして 3つ目の活動として，ぐるうぷ“あざみ野”設立時から現在まで特別養護老

人ホーム“緑の郷”のラウンジや配食のお手伝いをしている．当初高齢者のお世話を

経験したいということで，勉強のためにお手伝いを始めたが，その関係が現在でも続

いている．

最後に施設訪問やベンチ設置活動なども行っている．特にベンチ設置活動は，高齢

者の方との散歩時に休む場所がないということで，バザーなどで集めた資金をもとに

あざみ野地区にすでに 5つベンチを設置した．

4. 組織の構成

活動地区は横浜市青葉区あざみ野中学校区で，在宅介護支援は各お宅で，そしてお

食事会などは山内地区センターで行っている．地区センターの利用は有料である．

メンバーもあざみ野中学校区内在住の主婦がほとんどで，PTAや友達同士といった

つながりで入会し，インタピ、ュー当時（2002年 8月27日）で35名が所属している．

仕事をパートでも持っている人は少なく ，ボランティア（無償の奉仕活動）の意識が

非常に高いそうだ．年齢層としては，現メンバーの中心は 50代で， 60代が 5,6名，

30代，40代は非常に少ない．地元出身者はわずかで，ほとんどのメンバーは結婚後

この地区に転入してきている．地元出身の主婦は農協の婦人部会のような昔からある

つながりで奉仕活動をしているようで，ぐるうぷ“あざみ野”とのつながりは活動面

を含めてないようだ．代表の方によると，「ぐるうぷ“あざみ野”のような多くのボラ

ンティアグループは，よそから来た人たちが友達作りという意味も込めて作ったグル

ープで，逆に言えば伝統に縛られずに，好きなことができるので，農協の婦人部会の

ような地元の昔からある組織とは少し違っていました」とのことである．また，ぐる

うぷ“あざみ野”が在宅介護という当時では珍しいことを始められたのも，結局自分

たちが核家族で親類縁者もないよそ者で、あった事情があるそうだそして，在宅介護

の問題は明日にでも起こり得る親の介護につながることで，誰かの手助けがあったら

いいなと思い，誰かの役にたちたいという気持ちがこのグループの原点であったとい

フ．

一方で，ぐるうぷ“あざみ野”は（地元出身者の団体であるないにかかわらず）他

の活動団体とのつながりを持っていない．地元の開業医のサポートや，バザーの際に’

地元の人から協力を得ることがある程度で，他団体と共同で活動を行うといったこと

はない．
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活動資金は，よこはまあいあい基金，神奈川県共同募金会，山内地区社会福祉協議

会および山内地区センターからの助成金，在宅介護サービス利用料1時間 600円，食

事会参加費 500円である．さらに介護保険制度導入後 2001年度まで横浜市からへノレ

ノξー資格を得るための補助がし1くらか出ていて，ぐるうぷ“あざみ野”でも現在 日名

が2級資格を，3名が 3級資格を得ている．

5. 組織の課題

まず挙げられた課題は， 20, 30歳代の参加者がいないとしづ後継者問題で、あった．

その世代の主婦はパートに出たりしていて，現実問題として犠牲的精神のボランティ

ア活動はやりたくてもできないような状況にあるようだ，とのことである．

また 2000年 4月から介護保険制度が導入され，これまでのようにボラシティアで

へノレバーのように在宅介護の手伝いを続けていく ことが，ぐるうぷ“あざみ野”が直

面する深刻な問題のひとつになってきている．ぐるうぷ“あざみ野”はあくまで在宅

介護支援のボランティア活動ながら， 1時間あたり 600円という利用料をとってきた．

介護保険制度が始まり，同様にお金を払ってプロであるヘルパーからも在宅介護のサ

ービスを受けられるようになり，一部の利用者はぐるうぷ“あざみ野”のサービスに

対してヘルパー同様のサービスを要望するようになったそうである．ボランティアの

在宅介護である限り，どこまで要望に答えてよいのか，また介護保険制度のもとのへ

ノレパーが行うサービスとの差別化の問題など，ぐるうぷ“あざみ野”が抱える課題は

大きい．

それでも，会の設立以来これまで43名の方と在宅介護サービスの契約を交わしてき

た実績を持つ.2003年4月の時点では8名の方との契約が存続しており，実際にケア

活動を行っているのは現在3名である．だんだんにケア活動の方の負担が軽くなって

きたところで，今後は予防型のデイサービスを立ち上げる方向にむけて検討を行って

いるということである．

NPO法人化については，ぐるうぷ“あざみ野”メンバー全員で、話し合った結果，反

対することになった．これは法人化すれば事務処理という雑務をしなくてはならず，

ボランティアの集まりであるぐるうぷ“あざみ野”にとってみれば，専属のスタップ

を持たなくてはいけなくなるため，そしてあくまでも自由にボランティア活動を行い

たいという意思からの決断で、あったようだ．
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II-1-4. グループたすけあい

中西泰子

1 はじめに

「グノレープたすけあい」は，青葉区を拠点とする「住民参加型在宅福祉サービス団

体」である．「おしきせでない，ほどこしでない， 金もうけでない」相互扶助の対等な

福祉の実現を目指し，地域に「たすけあいの輪」をつくることを目的としている．

会員聞の相互扶助を重要視し，助ける側と助けられる側を分けることなく， 全員が

当事者であり支援者として地域の問題全般に取り組むことを目指している点に大きな

特色があるといえる．

2 会の成り立ち

会の発足は，現代表の女性の，個人的ネットワークによるところが大きかったとい

える．しかしそのネットワークは， PTAや生活クラブ生協神奈川， NET（神奈川ネッ

トワーク運動）などの地域に根ざした活動への参加によって得られたものである．

現代表の女性が，生活クラブ生協の活動を離れ，「グループたすけあし1」の立ち上げ

を志したのは，親の問題，そして将来の自分の問題として高齢者福祉の必要性を感じ

たことによる．当初彼女は，子育てにおける問題意識から， PTAや生活クラブなどに

関わっていたが，自身のライフステージの移行に伴って，高齢者福祉へと目が向けら

れていったのである．中心となる問題意識は子育てから高齢者福祉へと変わったが，

fグループたすけあしリ設立メンバーは，それ以前に生活クラブなどで培われたネッ

トワークが機能していること，また，はじめから高齢者福祉のみを目的としていたわ

けで、はなかったことが，会の網羅的な活動内容に反映されている．

「ボランティアを有償で行うか，無償で行うかJなど，会の理念をめぐっての試行

錯誤ののち，「サービ、ス生産協同組合グループたすけあしリは， 1985年，40歳代の主

婦を中心に会員 43名で，民間在宅福祉団体として正式に発足する．その後，1999年

10月には特定非営利活動法人として認められ， 2000年 5月には介護保険指定居宅サ

ービス事業者（訪問介護事業）と して認可され，現在に至っている．

3 会の構成

( 1 ）活動の内容

活動内容は多岐にわたっており ，このことはこの会の大きな特色のひとつで、ある．

高齢者の身体介護や家事援助のほか，障害者や病人の世話，子守りや母子・父子家庭
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の手伝い，ゴミ捨てやベットの散歩など，対象も内容もさまざまである．ただし，対

象者の家族の協力を前提としており，対象者や対象者の家族の地域における自立を妨

げるような全面的な援助にはならないよう留意されている．会員問の相互扶助を基本

とし，福祉活動の一方的な受給者を想定しないという理念が反映していると思われる．

活動内容を示したパンフレットは大きく「特定非営利活動J「介護保険指定居宅サ

ービス」「地域の中で困ったことの相談 他Jの3つに分類して記載されている．介護

保険事業導入以後は，導入以前に提供していた福祉活動のうち，介護保険の指定を受

けられるものについてはその旨をアドバイスするなど，公的サービスと民間サービス

の橋渡し的な役目も果たしている．

( 2）会員

会員は，正会員と受給会員によって成っている．正会員は，福祉活動の提供者にも

受給者にもなれるという人であり，受給会員は，介護の必要な高齢者や病人など，当

面は活動の受給のみしかできないという形で登録している人である.2001年度時点で

は，正会員 141名，受給会員 139名となっている．

正会員は， 40～50代の女性が中心となっており，受給会員は70～80代の高齢者が

主となっている．活動提供者は，正会員の 72%，正会員の中で受給している人は， 8%

となっている．受給会員で受給している人は 77%となっている（2001年当時）．

活動提供者と受給者を媒介するコーディネーターとして，役員が置かれ，事務所が

つくられている．コーディネーター（理事，役員）は， 2002年度には9名で，それぞ

れが自宅を中心に担当地区を受け持つ形となっており，地区内の会員を掌握し，受給

したい人と活動提供者の仲立ちゃ調整にあたっている．事務所は，チケット制の支払

いを仲立ちする役目も果たしており，コーディネーターの果たす責任は大きいが，コ

ーディネーターが他の活動提供者の上位に立つことがないという．提供者と受給者と

の問だけではなく，主会員聞においても立場の対等性が意識されている．

会の室伝は，横浜市の教育文化センターや広報センターなどに会報を置いたりする

以外には，ほとんど行っておらず，会員同土の直接の紹介によって会員数を増やして

いる．会員の中には，他のボランティアグループとかけもちしている人が多く， PTA

活動や生協活動，各種勉強会，読書会，障害者グループでの活動や，趣味，おけいこ

ごとでの活動でのつながりの中で勧誘されてくるというケースがよく見られるそうで

ある．

また，子連れでの活動が認められていることから二世会員が生まれたり，受給会員

の家族が正会員となって福祉活動を提供する側になったりするなど，世代間で受け継

がれる相互扶助の様相をみることもできる．

受給会員は，福祉事務所や保健所など公的機関から紹介されてくることも多く，公

的ヘノレパーが網羅しきれない分野をまかされている状況がうかがえる．
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( 3）経済

「ほどこしでない，金もうけでなしリという会の理念にみられるように，「グソレープ

たすけあいj は，有償の福祉活動提供をひとつの大きな特色としている．

会の発足当時は，会員ひとり 2万円の出資金を出し，総額86万円でスタートした

が， 3年後には活動収入のみで運営できるようになった．現在は，正会員，受給会員

ともに入会金 1万円，年会費2千円を払うことになっている．

福祉活動の受給者と提供者は，直接金銭の授受を行うことはない．受給者は， 1時

間900円， 30分 450円のチケットを 1冊 10時間分を，会から購入し，そのチケット

で提供者への支払いを行う．提供者は，会の事務所をとおして労働時間分の支払いを

受ける．活動の内容にかかわらず，すべて時間制で換算される．

4 会の外部との関わり

( 1 ）行政との関わり

「グループたすけあいJは行政主導ではなく住民参加型の民間福祉団体として位置

づけられる．行政への依存は拒否しているが，しかし，公的福祉との連携については

積極的である．「公はだめだから民間で」，という考え方の民間団体からは批判された

りすることもあるというが，公的福祉と民間福祉のどちらかに移行するのではなく，

双方の充実をめざすことが望ましいと考えられている．

実際的にも，福祉事務所や，保健所，地区センター，社会福祉協議会，ボランティ

アセンター，広報センターなどと，受給会員の公的機関からの紹介や，会報の配布を

とおして連携がはかられている状況である．

( 2 ）他国体との関わり

「グノレープたすけあしリが関係する団体としては， f住民参加型在宅福祉サービス団

体全国連絡会」・「神奈川ホームヘルプ・ネットワークJ.「市民セクターよこはまJ・「市

民福祉団体全国協議会J.「神奈川 NPO法研究会」 ・「介護の社会化を進める一万人市

民委員会横浜j・「これからの福祉を考える会横浜J・「青葉区訪問介護事業者等連絡

会」・「青葉区区民会議保健福祉医療部会Jなどがあげられる．

「グループたすけあい」の理事が，他の協議会などの理事も兼ねることによって，

会の知名度も高くなるという．市民団体だけではなく ，介護支援事業者との連携も行

われており，事業者と提携したモデノレ事業を行った経験もある．行政との連携の際に

は，「公がだめだから民間で、やっているのにJという批判を受けたのと同様に，一般の

業者との提携においても「営利目的の団体ではだめだから，ボランティアで、やってい

るのに」という批判を受けたりもしたという． しかし，「グループ。たすけあしリでは，

行政とも私企業とも，相互扶助で対等な関係を保っていきたいとしている．
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5 おわりに

「グ、ノレープたすけあしリは，人とも，団体とも，また行政に対しでも，対等で双方

向の参加型対応を目指している．福祉の仕事をとおして町づくりを意識しているとい

う声が聞かれた．支部を他の地区に作るという計画はあるかという質問に対しては，

「同じような趣旨の団体ができれば指導を行うことはあるが，実際の運営に関わった

り支部を作ったりすることはない．それぞれの地区独自の会運営の形があるJという

答えが返ってきた．それぞれの地域にはその地域独自の問題やネットワークがあり，

それに合わせた形でなければならないという．対象とする地域を限定することによっ

て，その中での問題を網羅的に扱おうとする姿勢が見られる．

それは，福祉の仕事をまちづくりにつなげていきたいという展望にもつながってい

るようである．「対象者からの要求をそのままのむのではなく，教育も行っていきたいj

という思いにそれはあらわれている．将来はサロンのようなものを作って，地域の集

まる場を作りたいという希望も聞かれた．行政のク。ループホームやデ、イサービスのよ

うにサービスの対象者が限定されるものとは違った，地域のであいの場の形成へとつ

ながっていくことが目指されている．

補足

調査は，2002＿年8月 29日に「グノレープたすけあしリの事務所にて，代表理事の女

性にお話を聞く形で、行った．

資料

グループたすけあい編， 1995，『横浜発 地域福祉のメッセージ』第一書林．

原田謙・高橋勇悦， 1999，「住民参加型在宅福祉サービス団体の形成過程とその介助

関係ーサービス生産共同組合「グノレーフ。たすけあしリを事例にーJ，『総合都市研

究』 69.
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II-1-5. すずの会

三橋弘次

1 . はじめに

お話しをうかがったのは インタビ、ュー当時（2002年 8月 19日）高齢者介護者支

援団体であるすずの会（川崎市宮前区野）11）の代表を務めている方である．

すずの会設立はこの方の個人的経験に負うところが大きい.1986年 1月 1日に母親

がくも膜下出血で倒れ，入院から 1年後植物状態で退院，特養ホームなどに引取りを

拒まれなし崩Jし的に在宅介護生活が始まる．当時ホームヘルパーのサービスは低所得

者向けで訪問看護もなく，家を在宅介護用に多少リフォームする．当時小学校 5年生

と2年生だった子どもたちの PTA役員をやっていたこの方は，そのつながりで他のお

母さんたちに「何かあったら助けてねJと言ってサポートを得て，結局その後約 10

年間母親を在宅で介護することになる．友達のお母さんたちはその間「スポットでJ, 

つまり 1,2時間だけ母親を見てくれたり，ストレスが溜まった自分に気を使って話し

にきてくれるといったサポートをしてくれたそうである．

1995年 7月に母親が他界，今度はこの 10年間に蓄積した様々な在宅介護の知識を

役に立てようと考え始める．在宅介護の制度について様々な勉強をし，その実戦経験

も得て，事実在宅介護生活 10年間で看護士や医師など医療関係者から在宅介護に関す

る相談の必要な人を紹介され，相談にも乗っていた．当時の看護士や病院のyーシヤ

ノレワーカーは，外科病院からリハビリ用の病院への橋渡しの知識は持っていたものの，

家（自宅）への橋渡しの知識はあまりなかったのだという．つまり この方がその 10

年間に医療の現場から様々なアドバイスを求められたことが，後にすずの会での活動

の原点となっている．

現在この方は介護保険制度のもと，ケアマネージャーの資格を得て，すずの会の活

動のほか，野川老人いこいの家の運営委員もこなし，さらに自らの活動が NHKや新

聞各社に取り上げられたことで全国からの講演依頼にも応え多忙な日々を送っている．

以下の報告は，筆者が2002年 8月 19日に代表者宅においてご本人対して行った聞

き取り調査によっている．

2. 組織の沿革および活動内容

1995年 9月に， PTAでできた友達 5人が集まりすずの会を設立する．同年 12月，

民生委員や地区社会福祉協議会で活躍していた友達がそれぞれの友達を誘い，計 10

名でjII崎市宮前区野川において正式にすずの会を立ち上げる．

設立目的はありがちな「高齢者介護支援jではなく「高齢者介護“者”支援Jで，
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介護をする側のサポートをすることを主旨とし，これは設立時から今日まで、変わって

いない．したがって，設立時に始めた活動も介護者支援の「スポットサービスJ，すな

わち介護者がちょっとしたととで家を空けたい際の短時間の見守りサービスで、あった．

介護者にとって買い物やPTAの会合など，ちょっとしたことで短時間家を空けられな

いことが一番苦痛であると考えたこの団体では，完全ボランティアの形でこのサービ

スを考え，2000年の介護保険制度導入後の今日に至るまでこうした介護者の立場に立

ったサービスを変わらず行っている.1996年 1月には野川老人いこいの家においてミ

ニデ、イサービスを始め，現在も月 2回行っている．

1999年 10月に， 2000年 4月からの介護保険制度導入に合わせて介護保険について

の情報誌「タッチJを創刊する．当時まだまだ制度内容がよく知られていなかったこ

ともあり，まずは川崎市宮前区版を作成する．完全ボランティアで行政からの補助は

一切なく，自らの足で得た情報を自費出版の形で出版したため有料だ、ったが反響は予

想以上で， 1年後には川崎市版を出している．インタビュー時（2002年 8月 19日）

は2003年 4月の介護保険料値上げに伴い，「タッチ第3版Jの製作作業をしていた．

また 2002年 5月には介護を必要としないようにという介護予防を考えた全国初の

冊子「タッチ一一予防版J（川崎市宮前区版）を出版している．地域とのつながりを持

たないサラリーマンや独身女性の増加，そして呼び寄せ老人の増加により高齢者が孤

立してしまいがちな昨今において，こうした人たちが触れ合える場所があるという情

報を提供したいという主旨によるものであった．

3. 組織の構成

活動範囲は設立当初から宮前区野川で，設立メンバーもこの地区に住み，子どもた

ちのPTA活動で知り合った友達で、あった．現メンバーの多くは友達同士のつながりに

よって集まり，子育てが一段落し，今度は自分たちの親が高齢化の問題に直面してき

た 40代から 70代の主婦たち約 30数名である．メンバーは出身が野川であるという

人は少なし結婚後転勤してきたというケースがほとんどで，子育てを契機に知り合

っている．すずの会立ち上げメンバーの多くは，それぞれがリーダーとなって別のボ

ランティアグループを設立し，お互いにつながりを持ちながら活動している．

活動資金は，年会費 1000円のほかに，スポッ トサービス 1時間 500円～850円，

さらに宮前区からすずの会および「タッチJ編集部に対してそれぞれ 11万円の助成金，

川崎市からミニデイサービスに対して助成金 12万円，介護予防費として 30万円など

が主なところである．介護保険制度情報誌 「タッチJは有料だが，自費出版であるた

め利益は出ない．したがって，あとはメンバーのボ、ランティアでまかなっている．

一方で，行政側から多少の助成金は受け取っているものの，介護保険制度情報誌「タ

ッチ」製作が行政の代行サービスになってしまうという懸念，またお役所仕事的な「無

難なものしか出せなく Jなってしまうという懸念があるので，できる限り行政からの

補助に頼らないボランティアにこだわっているということである．スポットサービス
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も決して行政が提供する介護保険で、カバーで、きる類のサービスではなく ，このように

市民の目，市民の立場から活動をしていくことをすずの会は目指している．こうした

すずの会の活動は，さまぎまなボランティアグループのつながりによって支えられて

し、る．

4. 組織の課題

すずの会が抱える課題として，後継者問題がまず挙げられた．現中心メンバーは 40

代から 50代で，20代， 30代の人たちにどんどん参加してほしいが，その世代はやは

り子育てや仕事に忙しくてなかなか活動に参加してくれないだけでなく ，若い子育て

ク、、ループとつながりがあっても，一緒に活動をするという機会がほとんどないようだ．

高齢者福祉活動でしばしば問題にされる介護保険導入の影響に関しては，むしろ高

齢者福祉に対する偏見がなくなり，すずの会の活動が理解を得やすくなったそうだ．

また NPO法人化については，事務手続きが雑多になり事務専属スタッフが必要に

なってしまうこと，そして行政から独立した活動がしにくくなってしまうこと，など

の理由から考えていない．あくまでも川崎市宮前区野川において地域に根ざした市民

主体の活動を目指しているということであ石．
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II -2.子育てに関する市民活動

II-2-1. 宮前区子育てネットワーク カンガルークラブ

中西泰子

1 はじめに

「カンガルークラブj は宮前区周辺に住む乳幼児の親 300人ほどのネットワークで

ある．

「カンガルークラブjが発行している「カンガルー通信Jの冒頭には，「出逢いが子

育てを元気にしてくれる．だから出逢いのきっかけをいっぱい作って，誰もが暖かく

つながりあえる空気をこの街に満たしたい．この街で子育てをするもの同志つながり

あっていこうよ ！－－－カンガルークラブはそんなネットワークですJ というメッセージ

が載せられている．

子どもを連れ歩く母親にとって，地域での人とのつながりは，それまでの人生にな

かったほど重要なものとして現れてくる．「この街でこどもを抱えた人と友達になりた

いと切望した．それまでの人生，学校や職場では自分から求めずとも人と知り合い，

自然に仲間もできた．しかし今度は何も土壌がないと ころでOからのスター トだ．若

い世代もこどもも多いはずなのになかなか巡り会えない」（山本 1997).

母親個人の不安を解消したいとしづ気持ちは，地域の問題として意識されることに

なり，「誰もが地域をよくしていく当事者として参加するJという積極的な解決へとつ

ながっていくのである．

2 会の成り立ち

結婚してすぐこの地域に移り住み，子育てをすることとなった母親たちは，同じよ

うに子育てをする母親同士のつながりが簡単には得られないという問題を抱えていた．

それは育児不安という形で保健所でも問題とされることとなったという．保健所のと

った対策は，母親同士の育児サークルを作ることだ、った．こうして，カンガルークラ

ブにおいて現在まで代表をつとめつづけている女性（以後，現代表の女性）のもとに，

保健婦から「育児サークルを作ってみないかJという誘いの電話が入り，ひとつの育

児サークルAが誕生した．現代表の女性は，この育児サークルAの立ち上げに始まっ

て，し、くつかの子育て関連団体および事業へと参加していくことになり，それぞれの

団体で、培った知識や技術，ネットワークがカンガルークラブの発足へとつながってい

くことになった．
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育児サークルAではしばらくの問，保健婦さんが会合のための場所をおさえてくれ

たり，名簿を印刷してくれたりと全面的に協力してくれていたが，だんだんと母親た

ち自身に任せられるようになってきたという．場所さがしも自分たちですることにな

り，親子で遊べる場所をさがしはじめたが，子育てに必要な地域の情報の少なさ，手

に入りにくさに気づくことになったのである．現代表の女性は，その後市民館の職員

の誘いで自主保育の集まりである「地育連（地域で子育てを考えよう）」（1）に参加す

ることになり， 「宮前区子育てマップ」を作るプロジェクトに関わったり，タウン誌の

編集に携わるなどネットワークを広げていった．

そして，さまざまな子育て関連のネットワークを広げる中で， 「閉じたサークノレを作

るだけでは，地域はよくなってし、かない」という思いが生まれきたという．子育てを

する若い母親たちの個人的な問題が地域的な問題として捉えられている．地域の中で

のゆるやかな連帯とそのようなつながりが作りやすい地域の雰囲気づくりをめざした

子育ての場づくりや，情報提供が行われている．

3 会の構成

( 1 ）活動内容

「カンガル一通信」の発行が，会の活動の基盤となっている．「カンガノレ一通信Jは，

参加型の月刊地域子育て情報誌であり，「カンガノレークラブJやそれ以外の子育て関連

団体の活動など，子育てに関連するさまざまな情報を載せた会報である．毎号 1,000

部ほど刷られて，会員に配布するほか，保健所など若い母親が目にしやすい場所に置

かれている．

また，通信づくりの場も「であいの場Jのひとつとして捉えられている．会員のだれ

でもが通信づくりに参加できるよう，「部分的な参加でもよいので」と呼びかけられて

いる．情報が一方的に流れるのではなく，送り手と受け手は宜換的である．

「カンガル一通信j の作成，配布以外の活動としては，「赤ちゃん広場」の運営があ

げられる．「赤ちゃん広場jは，赤ちゃん連れ親子の友達づくりの場であり，0～2歳

の乳幼児とその親が中心となっている．カンガノレークラブのメンバーが「赤ちゃん広

場」の開催に関わるばあい，運営スタップとしての参加という色合いが強い．しかし，

その他のであいの場づくりの活動では，原則的に運営スタッフとそれに参加する人と

いう区別を行っていない．例えば，2歳前後の子どもとその親を中心とした 「みんな

で遊ぼう会」は，カンガノレークラブのメンバーたちが，自分たちが子どもをつれて遊

ぶ場をオープンにした形のものとなっている．「カンガノレ一通信Jの「みんなで遊ぼう

会Jの欄には，バーベキュー大会などへのお誘いが載せられている．「みんなで遊ぼう

会j などでは，とくに綿密な遊びの企画が考えられているわけではなく ，子どもと親

がそれぞれ自主的に遊び，交流することがところがけられている．
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( 2）会員

会員は，増減はあるが 200～300人ほどであり，かなり規模は大きいが，活動への

参加は自由であり，年 10回刊行の「カンガルー通信j で情報を得るだけの人も多い．

会員は，「カンガル一通信」の定期読者ということになっている．多くは，「赤ちゃん

広場」に参加したり，保健所においてある「カンガノレ一通信」を見るなどしてネット

ワークの存在を知り ，入会，参加してくるという ．

「しきいを低く，間口を広く」という方針で，活動への参加は強制されることなく，

やりたいときにやれるだけの参加が，会員ならだれでもできるように配慮されている．

カンガルークラブ入会に際しては，1口1000円の応援会費を払うことになっている．

応援会費は， 1人分の「カンガノレ一通信J購読料としてではなく，無料配布も含めて

会の活動を支える意味での活動として 1年分ずつ集めている．

世代交代は結構おこなわれているようである．現代表の女性は発足以来関わりつづ

けているが，メンバーは重なりながらうつり変わっているという ．ずっと関わりつづ

けているひともいるというが，多くは，子どもの成長にしたがって離れていくようで

ある．

4 会外部との関係

( 1 ) 行政との関係

行政に依存するのでもなく，排除するのでもなく，自分たちは独力で活動を続けな

がら，行政と自主的で対等な関係を築いていこうとする姿勢が見られる．「行政は子育

て支援をしても，その具体的なニーズ、までは分からないので 生の声を届けていくの

も自分達の役目であるj という声が聞かれた．

活動自体は，行政からの援助を受けていないが，区役所の職員や市民館の職員との

コミュニケーションはとられている．子育てしやすい地域にするためにお互いに協力

していこうというスタンスのもと，とくに保健所とは密な連携がとられている．たと

えば，カンガノレー通信で保健所についての母親たちの感想を聞く特集が組まれたり，

予防接種の特集をするときには保健所のコメントをもらったりしている．また，地域

での子育てに関連する会合には保健所からカンガルークラブに誘いがかかるなどさま

ざまな形での交流がなされている．

( 2）他団体との関係

「カンガルークラブJはネットワークとしての性質が強く，情報提供の面で大きな

役割を果たしている．そのため，会員は「カンガルークラブJに入会することによっ

て，さまざまな子育て団体やグループの存在や，イベントの情報を手に入れることが

できる．現代表の女性自身， 「カンガルークラブ」のスタッフとして活動するだけでな

く，自主保育のグループ。を立ち上げてもいる．インタビューは，カンガルークラブの

「みんなで遊ぼう会Jの中で、行ったのだが，自主保育のク手ループと合同で開催されて
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いた．

また，宮前区だけのネットワークにかぎらず，もっと大きな規模で子育て支援につ

いて考えるために，「カンガノレークラブJは，川崎子育てネットワークの立ち上げにも

関わっているという．市の子育て支援に提言を出すために，当事者の意見を反映でき

るような調査を計画したりしている．

子育てに関連する団体だけではなく p それ以外の市民活動団体ともつながりができ

つつある状態である．宮前区の区民活動支援コーナーの広報紙には，カンガルークラ

ブのメンバーも参加している．

5 おわりに

小さな子どもを抱え，広い範囲を自由に移動することが難しい状態において，地域

は決定的に重要なものとしてあらわれている．しかし，その限られた行動範囲におい

ても，子育てに必要な情報を適宜手に入れることはむずかしい．小さな子どもを抱え

ながら，相談できる相手や子どもを遊ばせる場所を捜し出すことは容易ではない．

「カンガルークラブJは情報提供によって，母親たちが抱えるこのような問題を軽減

することを目的に，母親たち個々人の問題を地域的な問題として捉えなおしているの

である．

行政との関係においても，また「カンガルークラブJの活動における会員同士の関

係においても，この団体が「サークノレjや「グループjではなく，「ネットワーク」と

銘打つことの意味を見て取ることができる．

「お客様になってしまう世代なのでむずかしさはあるが，強制はしたくなしリ「形を

イ乍つてはまるよりは，自発性を大事にしてお互いを触発していきたいJなどの声が聞

かれ，今後もこのような形態で会が存続していくことが望まれている．会員の枠や位

置関係を流動的なものとして保ちつつ，自主的な参加を促していくことが会存続の基

本であり目標として捉えられている．

補足 ：調査は， 2002年 9月 6日に，川崎市宮前区の市民プラザ1階ロビーの広場とプ

レイノレームにて，現代表の女性にお話を聞く形で行った．当日は，カンガルークラブ

の「遊ぼう会」が開催されている中で，インタビューに協力していただいた．

(1）地育連（地域で子育てを考えよう）は，宮前区周辺の自主保育，育児サークルの連

絡会である．

引用文献：山本協子，1997『建築とまちづくりJI241, p21. 
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II -3.障害者福祉に関する市民活動

II-3-1.オンブズパーソン活動を支える市民組織福祉ネットワークみやまえ

石川良子

1 はじめに

話を伺ったのは 「オンブズ、パーソン活動を支える市民組織福祉ネットワークみやま

え」（以下「みやまえネット」と表記）の事務局を務めている方で，平成 14年8月 14

日に自宅で話を伺った．「みやまえネッ ト」 は「宮前区区づくりプラン推進委員会」か

ら助成を受けて活動しており，この方も推進委員の 1人である．

当日は主に，「宮前区区づくりプランJ（以下 「区づくりプランJ）に関わるまでの経

緯，「区づくりプラン」の概要，「みやまえネットJの活動内容，宮前区の特性を中心

にインタビューを1-rった．

なお，事前に参照した資料は，インターネットで公開されている 「区づくりプランj

の概要（http://www.city. kawasaki. jp/69/69kusei/home/MiPlanOHome. html）， 「市民

参加のまちづくりが進行中」と題された文章 (f区づくりプランJと「みやまえネット」

の活動についての紹介文で，話を伺った方が書いたもの）の2点である．

2 インタビュー内容

( 1 ）「障害者施設研究会」から「区づくりプランJ参加へ

今回話を伺った方が宮前区に居を構えたのは昭和 52年で，ちょうど区が新興住宅地

として開発されていた時期である．重度の障害を抱える子どもと同居しており，それ

が福祉活動に関わる最初の接点で、あった．だが，直接の契機は市民活動をしている知

人と知り合ったことで，宮前区に引っ越してきてからのことだ、ったという．「区づくり

プランJ及び「みやまえネットj の活動以前は 「肢体不自由児者父母の会j，「障害者

施設研究会Jという 2つの団体に関わっており，前者は全国組織の川崎支部，後者は

この方が独自に立ち上げた団体である（1). 

最初に参加したのは「肢体不自由児者父母の会Jだ、った．この団体は年1度開催さ

れる総会くらいで大した活動は行っていなかったそうだ．ほかには年末の駅前などで

行う募金活動をはじめとした啓蒙活動や全国大会の主催県となった年の運営費を捻出

する為のお茶の販売への協力などがあったが，これらは，会員の為というより負担に

なっていると感じていた．それより，直面している障害者福祉の問題を解決する為に

は，行政の福祉施策をただ、待っているのではなく，障害者側のニーズを直接伝えるな
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ど，自分自身が意思表示をしないといけないと考えるようになったという ．これが，

昭和 58年に「障害者施設研究会」の活動をスター トした動機だそうだ

「障害者施設研究会Jは，「みやまえネット」と違って居住区の限定はなく，川崎市

内を活動範囲としていた．参加者は 30名程度で，作業所などの福祉施設に対する利用

者のニーズ、を把握するためのアンケート調査や，その時々に直面する福祉全般の課題

の改善への活動が主な活動内容だ、った．

こうして 「障害者施設研究会Jの活動が行われている一方で，J11崎市によってり｜｜

崎新時代 2010プラン」が策定され，これに基づいて様々な計画が開始されることにな

った．たとえば川崎市主導の「都市マスタープランJ（平成4年から）とこれに基づく

「区別構想J（宮前区では平成 12年から），また各区毎に作成する 「区づくり白書」（平

成 3年から）等であった．宮前区ではこの区づくり白書を区民が参加して作成する独

自の「区づくりプランJ（平成6年から）とする事とした．対象者が直接的に関わって

いるのは「区づくりプラン」で その策定の前段階である「区民懇話会Jから始まっ

て，「区づくりプラン策定委員会J（平成6～9年．以下「策定委員会Jと表記），「区

づくりプラン推進委員会」（平成9年から．以下 「推進委員会Jと表記）の全てに参加

している．

現在「障害者研究会Jは緊急性を要する大きな課題がなかったため，事実上活動を

休止しているそうだが，その間，少数派である障害者に限ることなく ，高齢者も含め

た福祉全般に視野を広げることで，一般市民と一緒になって活動を展開した方が改革

を実現する可能性が高いと考えるようになった．これが，活動の場を移していった理

由であるという．

( 2）「区づくりプランj との関わり～「区民懇話会」・「策定委員会」・「推進委員会」

事務局の方が広報誌に寄せた文章（上記）によれば，「区づくりプランj とは 「区役

所の区政推進課と事務局業務を担当するコンサルタントと協力関係を築きながら，あ

くまで主体は区民の姿勢を貫き通し」て進められているものである．平成6年からは

「策定委員会J，続いて平成9年からは「推進委員会Jによって実現へと向けた活動が

担われている．この方が「区づくりプランJに関わり始めたのは，これらの前身であ

る「区民懇話会j からだという．

「区民懇話会Jは，文化教育・保健福祉・自然環境の3分野の活動に関わる 50名の

市民によって構成されており，2年間活動を行った．過去の委員も含めここから「策

定委員会」の委員になった人が多かったという．「策定委員会」は「区づくりプランJ

を平成6年8月から約2年半かけて策定した後解散し，続いて平成9年3月に「推進

委員会Jが設置され，プランの実現へと活動内容は移行した．

「推進委員会」は2年 1期制で，平成 14年4月で3期目に入った（今期は1期3年

に変更）．委員は広く 一般市民から募集されており，応募者には区づくりについて自分

の意見を小論文形式でまとめることが求められる.3期は計25名が応募し，全員が採

用されたそうだ．小論文を書く熱意が評価されたのだという．年齢は20～80代までと
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幅広く， 3期のメンバーには大学生も 1人含まれている．以前には「都市マスタープ

ラン区別構想」に携わっていた学生がそのまま川崎市の職員になったこともあるそう

だ．しかし，構成メンバーの中心は 50～60代の定年退職後間もない人だという．またp

委員の中には建築家も多く，これは都市マスタープランに参加していた人がそのまま

推進委員になっているからだという．

また， 「推進委員会」で、は市民活動団体に対する助成を行っている．区全体で 200万

円の予算で，1団体につき上限は 15万円である．平成 13年度は 16団体，翌年度は

23団体がその対象になった（「みやまえネット」は平成 13年度は 14万5千円，翌年

度は 12方円）．活動分野に偏りはない．

この市民活動への助成事業の特徴は，宮前区在住の学識者（理事会に所属）が，助

成への申請や活動報管の評価を行っている点だ（ 2期までは「幹事会j という名称だ

ったが，今は「理事会」に変更された）．「広げる，つなげる，深めるj をキーワード

とし， 60点を合格基準として各団体の活動内容を高める工夫がなされているという ．

これまでの対象団体は全て 80点以上の高得点を獲得しているそうだ（「みやまえネッ

ト」は90点弱くらし＼）.

また， f推進委員会」には東急やパス会社，タウンニュースを発行しているような一

般企業も参加しているという．現在「まちづくり協議会」の設立準備が始まっている

が， NPO法人化など自立するにはまだ時間がかかりそうだ．

( 3）「みやまえネットJの活動

「みやまえネット」は2年半の準備期間を経て，2001年4月に福祉施設の運営適正

化を目指して活動が開始された．平成 12年度の法律改正で福祉施設は利用者の苦情解

決を第三者委員を加えて行うよう義務付けられたこと，また平成 15年度の支援費支給

制度の導入に伴う，行政処分によりサービス内容を決定する措置制度から利用者が事

業者と対等な関係に基づきサービスを選択する契約制度への移行などが，活動開始の

背景にあるという（「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の

法律の概要jより.URL: http: //wwwl. rnhlw. go. jp/topics/ sfukushi/tp0307-l_l6. html). 

インタビ、ュー当時の会の運営を支える市民会員は8名だ、った（内2名は推進委員で

もある）．市民会員は公募ではなく全て知人によってまかなわれており，会長は「区民

懇話会」から一緒に活動を続けている人だという（会長は高齢者支援団体「虹の会J

にも関わっている）．

オンブズパーソンは，学識者 ・弁護士・司法書士・社会福祉土 ・市民代表などが務

めている． 1回の相談につき 5千円の活動費と 2千円の交通費が支払われることにな

っている・が，仕事の量を考えると，ほぼボランティアのようなものだという．また，

市民会員は入会金が 3千円，年会費として 5千円を負担している．

宮前区内には20ほどの福祉施設（作業所を含む障害者施設，高齢者施設，精神障害

者施設等）があるが，そのうち「みやまえネット」の施設会員は当時1つだけであっ

た（これは高齢者施設）．当初の予定では他に 3つの施設が加入するはずだ、ったが，そ
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こは川崎市障害者施設協議会の設立を目指すという理由で離脱し，結果的に残ったの

はlつだけだ、ったという．しかし，高齢者施設も含め積極的に加入しようとする施設

は少ないようだ．法律改正によって苦情解決のための第三者委員の設置が義務づけら

れたものの，期限が指定されていないためもあってか，正確な意味での第3者委員を

導入しているところはあまりないという．更に，施設側もさることながら保護者側の

人権意識もまだ低く，それも問題だという．支援費支給制度が導入されれば，従来施

設と利用者の聞に行政が入っていたところを直接利用者が施設と相対せねばならず，

利用者を守るシステムが必要不可欠になってくる（支援費支給制度は平成 15年度から

で，当時はまだ導入されていなかった）．また，人権擁護に関しては，神奈川県社会福

祉協議会が連絡役となって，県内の福祉オンブズマン組織が協議会を立ち上げる動き

があり，「みやまえネットJもその準備会に参加しているそうだ．

現在加盟している施設会員からは，入会金3方円，年会費 10万円を受け取ってい

るが，金額に関しては，施設の規模などにより運営委員会で決定していく ．ほかにも，

加盟していない施設の利用者が 1名個人会員として加入したそうだ（年会費6千円）

また，広く活動主旨に賛同する一般市民に賛助会員となってもらい，運営の一端を担

うと共に，活動に関心を寄せてもらっている．現在は，加盟施設を増やすベく働きか

けをしていると ころだという．

最後に NPO法人化について質問したと ころ 資金繰りが安定したらそれも考えたい

という答えだ、った．だが，実際には杉並区のように「まちづくり協議会JがNPO法人

化して，その下部組織として活動するととが一番望ましいとのことだった．

( 4）宮前区の地域特性

「区づくりプラン」では，宮前区を3つの地域に分けて計画を進めているという．

①田園都市線沿線地域，②菅生 ・平 ・犬蔵 ・潮見台 ・水沢地域，③有馬 ・野川｜・ 馬絹

地域の3つで，実際，市民活動の特色なども地域によって異なるそうだ erみやまえネ

ットJは全区を対象とした活動である）．

①の地域はかつて昭和 50年前後に流入してきた「新住民」とそれ以前から住んでい

る「旧住民」との聞に対立があり，数年前までは市民活動を行うには「難ししリと こ

ろだったという．「新住民jはり｜｜崎都民j と言われるように地元より職場のある東京

に目が向いていたが，最近では定年退職を迎えた人たちが参加し始め，活発化してき

たそうだ．

②の地域は歴史のある土地で，まちづくり運動が盛んに行われている．現在 NPO法

人化へ向けて活動が進められているそうだ．この地域内の水沢に知的障害者の入所更

正施設を建設する動きがあり，これに関しては行政 ・利用者・地域側で検討委員会が

組織されている．これは市の事業を区民，区役所と協働で検討していくと言う「連携

活動」の一端であるという．

③の地域は，地域コミュニティを形成するのが，なかなか難しいという．現在，中

心となる方達が，その芽を育てるべく努力を重ねているところだという．
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事務局の方が宮前区には市民の意見を取り入れやすい「素地Jがあるのではなし、か

という．特に区政推進課は積極的に区民の声に耳を傾ける姿勢が感じられるそうだ．

特に，近年は定年退職を迎えた「一家言ある人」たちが市民活動へと参加するように

なり，実際のところ，これらの人々が現在の活動の中心的な担い手になっているとい

フ．

3 おわりに

今回話を伺った事務局の方が以上のような活動に関わるようになったきっかけは，

ある市民活動を行っている知人と知り合ったことだ、った．その知人は「知ってしまっ

た者は，行動する義務があるJという信念を持っており，その考えに影響を受けたの

だと言う．こうした経緯も関係しているのだろうか，高齢者問題，環境問題など一部

の特定の当事者だけが活動するのではなく 一般の市民も巻き込んで市民活動として

進めてし、かなければならないのだ，と語られる場面もあった．

1 ）当初は「障害者施設研究会J宛てにインタビューを依頼したのだが，こちらは「事

実上，休眠状態」との返答があったため，現在活動中の「みやまえネットj について

インタビューを行ニうことになった．
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II-3-2. 青葉バリアフリーサポート 21 

石川良子

1 . はじめに

2002年8月 12日に横浜市の青葉区役所別館当事者団体交流室でインタビューを行

った．相手は「青葉バリアフリーサポート 21J（以下 「ABS21Jと表記）の代表者で

ある．当日はインタビュー前に「インターネットサロンJ（後述）に参加し，その参加

者からも話を伺った．

主なインタビュー内容は 「ABS21」設立までの経緯，基本理念，活動内容，会員

構成，青葉区社会福祉協議会（以下「青葉区社協jと表記）との関わりである．

事前に参照した資料は，「ABS21Jのホームページ内の「青葉バリアフリーサポー

ト 21 について」で，基本的にはこの内容を確認するような形で話を伺った

(http://www.ran.sakura.ne.jp／～abs21/group／） .ほかに青葉区社協の協力事業として

企画・制作された 「あおばバリアフリーサロン」のホームページも参照した

(http://www.ran.sakura.ne.jp／～abs21/). 

2. インタビュー内容

( 1 ）「ABS21」設立までの経緯

1ABS21Jの設立は 2000年 1月だが，代表者のボランティア活動歴は長い．まず，

「ABS21J設立までの活動を紹介したい．

代表者は学生時代（1960年代末）からボランティア活動に関わるようになり，最初

はユースホステノレ協会の国際親善ガイドボランティアだ、った．その後結婚してからは

夫の赴任に帯同してシンガポールに2度滞在することがあった（1976～1982年と

1993～1997年）．その間も日本人会（婦人会）所属のボランティア活動に参加し，そ

れは障害児を対象とした水泳介助と文化交流が主な活動内容だ、った．また， 2度目の

滞在ではホスピスボランティアグノレーフ。の設立に携わったそうだ．人種，年齢，性別，

職業，宗教などの異なる人たちが，死に行くときに平等であることを目の当たりにし

た代表者は，これを究極のボランティア活動と呼ぶ（インタビュー終了直後，この活

動が現地で高く評価され，大統領社会事業賞を，外国人として初めて受賞されたとの

連絡があった）．

青葉区に住み始めたのは 1980年代初頭だという．転入直後から，帰国児童のため

の国際児童文庫協会所属「ハンプティ・ダンプρティ文庫jに参加し，その関係で 1988

年から「横浜市緑国際交流ラウンジ（青葉国際交流ラウンジに改称）Jの設立に関わっ

た. 2度目のシンガポール滞在から帰国した後，外国人支援は活発な青葉区だが，障

害者支援は手薄なのではなし、かということに気づき， 言葉が通じるのに（日本語でコ
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ミュニケーションが可能な）障害者との交流にはどうして力を入れないのか，という

問題意識を持ち始めるに至ったという .1997年，横浜市役所市民局が公募していた市

民公益活動推進懇話会委員に委嘱され ホスピスボランティアの経験を活かせるよう

な地域活動を模索していたそうだ．そこで考えついたのが，障害の種別や障害の度合

い，年齢など，ちょうど行政による支援が手薄なところを埋めることだ、った．具体的

な活動開始のきっかけは，知的障害児の就労援助グループ 「ジョブコーチぷらすワン」

の立ち上げに関わり，障害児の母親たちが時間に追われていて，しかも地域の障害関

連情報が少ないということを知ったことと，同時期に参加した青葉区社協主催の「コ

ミュニケーション ・セミナーJ（障害者を対象とした挨拶などの日常的なコミュニケー

ションを学ぶ場）と「自立生活セミナーJへの関わりだ、った．これが 1999年のこと

である．そこで知り合った脳性麻揮の参加者と意気投合し，青葉区社協と横浜市社協

と何度も会合を重ねた末に，障害児・者の情報交換と交流の場としてのバーチヤノレな

地域自立センターの企画案を提出した．

代表者は，当初から外出が困難な人たちのために，インターネットを活用すること

を活動内容として考えていたそうだ．しかし，1990年代末は現在ほどインターネット

も普及していなかったため，なかなか活動趣旨を理解してもらえずに苦労したという ．

青葉区内には地域情報を発信するようなホームページの作成業務などを手がける IT

関連の企業があり，サポー トを依頼した．情報を渡してくれればホームページ制作を

引き受けるとの申し出があったが，障害者自身が作業を行うことが重要だと考えてい

たため，最終的にはそれも断ったという.2000年 1月にグループを立ち上げたが，社

協との関係は明確で、はなかった．障害の理解を深めるために，民間資格の精神対話士

やホームヘノレパー2級を取得し，ヘルパーの仕事に従事しつつ，慶応大学の学生にア

クセシブルなホームページの作成を依頼した．転機となったのは「横浜市市民活動推

進条例Jの制定（2000年6月）で，市民活動支援センター検討委員会委員としてこの

ことを知った代表者は，早速青葉区社協に協働を働きかけたところ，資金のめどが立

ち，ようやく活動が軌道にのることになったのである．

( 2）基本理念－ r,fリアフリー ・コミュニケーションj

代表者が繰り返し強調したのは［バリアフリー ・コミュニケーション」としづ言葉

だった．この言葉には，障害者一健常者はもちろん，障害者一障害者，また健常者一

健常者で、あってもこころをオープンにして人間として対等な関係を築いていきたい，

という思いが込められており 全ての活動にこの基本理念が通底していることがうか

がえた．

より具体的に言うと，これは超高齢社会では，福祉の担い手が確実に減少するとい

う将来を見据えたものであり ，障害者や高齢者で、あっても一方的に支えられるのでは

なく，そうした立場であっても他者を支えられるようにならなければ生きることが難

しくなるのではないか，という見解から導かれたものだという．また，このような考

えに至った背景には，障害者は健常者に特別扱いされて当然としづ風潮があるという．
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「あなたたちは気の毒なのだから，ありがとうと言わなくてもいしリと教えられてき

た人もいるのだそうだ．障害者は，可愛そうとしづ見方で特別扱いすることは，果た

して，障害者をひとりの人格として対等にみているのだろうか，そのこと自体が「自

立j とか「社会参加」という考え方と相反するのではなし、かという．家族の高齢化が

進み，家族だけでは支えきれなくなってきている現状もある．障害の有無に関らず，

「できないJところを「できるJ人が手助けするのは当たり前．何かしてもらったら

自然に「ありがとう」．お礼を言われるような機会を与えられたことに対して「どうい

たしまして，こちらこそ，ありがとう」という双方向のバリアフリー ・コミュニケー

ションの交換をしながら，上手に「人Jに頼りあって，ふつうに地域で暮らしていけ

ばいいのではなし、か．介助者がひとりの障害者に拘束されてしまえば，絶対数が不足

する．そこで，街の人々や店員が「一期一会のサポート」ができるようにしていく必

要があるともいう．

そこで，必要に応じて人にお願いをして何かをしてもらうための「バリアフリー ・

コミュニケーションJを実現させるためには，障害者側のコミュニケーション・スキ

ルを向上させる必要があるという．障害者が人と触れ合える機会の少なさもあって，

何気ない挨拶やお礼でもスムーズにできない人が少なくないそうだ．これを克服する

ために青葉区社協主催の「コミュニケーション ・セミナー」などがあり，「ABS21J

も基本的にこの考えを受け継いでいると言えるだろう．

また，代表者は fバリアフリ ー ・コ ミュニケーションJを実現させるための最良の

ツールはインターネットだと考えているようだ．その理由は次のところで紹介したい．

( 3）活動内容

「ABS21Jの中心的な活動はインターネットを利用したコミュニケーションである．

パソコンを利用したものではホームページの作成（「ABS21」独自のものと青葉区社

協設置のもの），メーリングリストの運営（会員専用とオープンなもの．後者は全国各

地に参加者がいる），「インターネットサロンJの運営，このようなパソコンを利用し

たものに限らず，その活動内容は多岐にわたる．たとえば，お絵かき教室や粘土教室

などのイベント，講演会（障害と母親の生き方を考える「マザーズ、ジャケットJとの

共催．年2回）といったものが挙げられる．

要は，様々な人がふつうに交流して暮らしていけることが第一の目的なのであって，

内容はこだわらないようだ．また，それらを実施する過程を記録したものを，ホーム

ページで発信していく．そして，代表者がパソコン及びインターネットにこだわる理

由もここにある．つまり パソコンの操作方法やホームページの制作について教える

ことに関しては，知識と技術さえあれば健常者／障害者という区別は関係ない．また，

そうした知識や技術を教え合うことを通じて円滑なコミュニケーションが可能になり，

更にそれがコミュニケーション・スキルの向上にもつながるというのだ．また，ホー

ムページも誰かに作ってもらうのではなく障害者自身が制作に関わることも重要で，

自分自身が情報発信していくことによって自身が主役になっていることを確認し，自
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信を持ってほしいという．要するに，障害者と健常者という「バリアJをなくしてい

くための 1つの手段がパソコンやインターネットなのである（1).

さて，以上のような理念が最も反映されていると思われるのが 「インターネットサ

ロン」である．これは青葉区役所別館の当事者団体交流室で月 2回聞かれている．当

事者団体交流室は建物の出入り口付近に位置しており， ドアも開けっ放しにされてい

て誰でも遠慮せずに立ち寄れる雰囲気が演出されていた．実際，何となく立ち寄った

だけの人がそのまま参加を続けるとともあるそうだ．インタピ、ュー当日の参加者は代

表者を含めて8名で，そのうち半数以上が中途障害者とのことだった．健常者が視覚

障害者からパソコンの操作方法を教えてもらっているような場面もあり，確かに健常

者／障害者といった区別が必ずしも必要ではないことを実感できる場になっていた．

そして，これこそが「バリアフリー ・コミュニケーションJの具体的な在り様なのだ

ろう．

また，もう 1つ「ABS21Jが力を入れている活動がバリアフリーマップの作成とそ

のためのフィールドワークだという ．障害者が「レジャー ・タイムを主体的にどう過

ごすかJということも課題の 1つであり，車いす，要杖（T字杖），視覚障害（白杖）

の会員が，実際に街を歩いてアクセシブルなお店を選んで、いく．インタビュー当時は

青葉区内の各駅周辺の商店街8ヶ所を対象にフィールドワークを実施しており，既に

その結果がホームページで見られるようになっていた．このような活動に対して店側

の対応はどのようなものかと質問すると，外側から判断して障害者が安心して行ける

ところ（たとえば，急な階段がないところ，通路幅が広いところ，陳列棚が低いとこ

ろ等）を選んでいるのだが，最初の頃は，料金をとられるのではないか，嫌がらせを

されるのではないかというような様子が見られるところもあったという答えだ、った．

しかし，フィールドワークを継続するうちに店側の態度が変化し，協力を得られるよ

うになったこともあるそうだ．進んで改善してくれる店も出てきたそうだ．自分たち

が「動き，ふれあう」ことによって相手の反応も変わっていき，最終的には「意識改

革j がなされていく．このようなやり方でも「バリアフリー・コミュニケーションJ

が実現されていくのではないか，と代表者は語っていた．

以上のように， fABS21Jの活動内容は個々を見れば多様なようであるけれども，

健常者／障害者という区別を超えた「バリアフリー ・コミュニケーションJの実現を

目指しているという点で一貫していると言える．

ところで，青葉区は横浜北部の 「僻地」にあり，パソコン・ボランティアは桜木町

（横浜市社協），新横浜（横浜ラポール＝障害者スポーツ文化センター）などの中心地

で行われており，交通路線の関係で，外出が困難な障害者がそこへ通うことは不便だ

という．また，バ リアフリーマップの作成も関内や桜木町周辺ばかりで，居住区周辺

の情報はないに等しかったという．このような現状も踏まえて「ABS21Jは地域重視

の活動を展開しているそうだ．これについて，代表者は 「共生を進める概念のグロー

パリゼーションと同時に地域実践活動としてのローカリゼーションj を目指している

と表現した．
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(4）構成メンバー

会員は，「インターネットサロンJに参加可能な範囲に住んでいる人が多い．青葉区

在住の人がほとんどだが都筑区から来ている人もいる．サポー トする側（パソコンの

操作方法を教える側）の人はほぼ固定しているそうだが，サポートされる側（教えら

れる側）は流動的で，その場に立ち寄るだけの人もいるという．

会員のほぼ半数が障害者で，障害の種別は様々だが中途障害者が多いそうだ（これ

は，行政の隙聞を埋めるような活動を目指す代表者の意向をある程度反映していると

考えられる）．後日ホームページで具体的な人数を確認したところ， 2001年 2月当時

の登録会員数は 10～70代まで43名だった（男性26名，女性 17名．障害者は半数程

度）．

インタピ司ユー当日の「インターネットサロンJには 60代以上と思われる人が多かっ

たため，会員の年齢層は高いのかと尋ねたが，実際はそうでもないという．当日は平

日ということもあって人が少なかったが 土曜日は 40～50代のサラリーマンも参加

しているそうだ．ただし，会員の年齢層には波があるらしく ，最近は若い世代が少な

くなったという ．活動開始当初 ホームページの枠組み制作のために尽力した大学生

たちは，施行運用までで，その後の活動には参加しなかったそうだ．

また，初期の参加者の中には 10代の知的障害者もいたが，彼らはすぐに活動から離

れてしまったという．イ ンターネットを使う中で，知らずに高額の請求書が送られて

きては因るというような不安を感じ，習得をためらっているという家族もいたそうだ．

(5）青葉区社会福祉協議会との関わり及び青葉区の特色

「ABS21Jは青葉区社協との協力事業として合意をとりつけたホームページ制作企

画運営管理など社協スタッフができない事業の肩代わりをして，実費支弁のサポー ト

を受けているのだという（2）. したがって，NPO法人化の予定はないそうだ．現状で

は，財源的に青葉区社協から離れて活動を行うことは難しく だからといって障害者

から参加費をとってまで収入を得ょうとは恩わないという．独自事業については，か

なりの赤字になうているそうである．かつて若い世代のメンバーを中心に NPO法人

化を実現しようという動きが生まれたこと もあったが，もともと無償ボランティアの

つもりで馳せ参じた会員も多く，「市民活動」にはなじまないという人もいて，コンセ

ンサスを得ることができなかった．その頃，メーリングリストの特異性が要因でトラ

ブソレが起きて以来，代表者自身この件について触れないようにしているそうだ．また，

代表者によれば，青葉区以外の区社会福祉協議会でIT関連団体の面倒を見ているとこ

ろは見当たらず，青葉区社協は先端的な活動をしているような印象があるという．

また，青葉区には「ヴェンチャー的」な小グツレープ（おそらく「ABS21Jのことも

含めての表現だろう）が数多くあり，そうしたいろいろなカラーの小グ、ループがたく

さんできて利用者の選択肢が多様になればいいと言う．大規模になればなるほど，運

営自体が煩雑になってしまう．そして，そうした小グループと行政や区社協や企業が

協働することにより，青葉区の市民活動が活性化すればいいと考えているそうだ．
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3. おわりに

以上のような「バリアフリー・コミュニケーションJという考え方は他の障害者支

援でも一般的なのかと尋ねたところ，今まで耳にしたことはなく，自分たちが最初な

のかもしれない，という答えだ、った．障害者同士にとっても，縦割りの障害者団体に

所属していているので，横つながりの地域での関わりに新鮮さを見出しているそうだ．

これまで障害者は一方的に支えられ，与えられる立場になりがちで、あった．しかし，

これからは「障害者であっても誰かを支えることができるJようになってほしいそう

だ．実際， fABS21Jの活動を通して，例え精神的にでも「障害者も自分とは違う種

別の障害者に対し，理解し，いたわりあう」関係が築かれてきているそうだ．人を支

えることにより自分自身が主体的に生きている確信をもつことができ，生きる喜びに

繋がり，充実した日々を送ることができるのだという ．

そして，多様性を認め合う「バリアフリー ・コミュニケーション」の実現を目指す

ことが，ひいては障害者と健常者だけに限定されない広い意味での「多文化共生社会J

の実現につながるのではないか，と代表者は語った．

1 ）活動で、使用するパソコンは，最初は全て参加者の持ち寄りだ、ったが，今では社協

に個人から寄付されることもあるそうだ．

2）『平成 13年度青葉区社協事業報告書』によれば，「ABS21Jは青葉区社協直接サ

ービス事業（インターネット情報サービス）の実施団体として位置づけられている．
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II-3-3. 脳外傷友の会ナナ

石川良子

1 . はじめに

2002年8月 23日に，神奈川ボランティアセンターのラウンジでインタビューを行

った．対象者は，「脳外傷友の会ナナ」（以下「ナナの会」と表記）の横浜地区のリー

ダーで，現在は主に当事者会のサポートを行っている．息子が脳外傷を患っており，

「ナナの会」には設立準備委員会から参加しているそうだ．

「ナナの会Jは神奈川県総合リハビリセンターを拠点とする全国組織である．神奈

川｜ボランティアセンターの方には青葉区を拠点とする団体として登録されているが，

これは現在の会長が横浜市青葉区在住のためである．

当日のインタビューは，おおよそ次のような流れで進んだ．脳外傷とは何か， 「ナナ

の会Jに関わるまでの経緯，fナナの会との関わり方，横浜市について， NPO法人化

に向けて．

なお，事前に「脳外傷問題 TBIAJAPAN NET Jにあった 「米国脳外傷協会」ホー

ムページの翻訳を参照し，ある程度「脳外傷」とはどのようなものか予備知識を頭に

入れてからインタビューに臨んだ（httn://www.e-net.or.in/user/mblu/misa/bi.htm).

2. インタビュー内容

( 1 ）脳外傷とは

脳外傷とは頭を強く打ったことの後遺症で，交通事故や転落事故がその主な原因

である．そのため，脳外傷を患う人の8割は男性で， 20～30代が圧倒的多数を占める

そうだ．また，交通事故が頻発する地域に多いという．具体的な症状は，失語症，判

断能力・記憶力の低下，感情の起伏が激しくなること，視力の低下などところで，

脳外傷に類するものとして高次脳機能障害が挙げられることがあるが，これは脳溢血

や脳梗塞の後遺症で，両者は区別されるという ．

脳外傷が問題化した背景には救急医療の発達があるという ．技術の発展に伴い，か

つてなら死亡していたはずの患者でも「生命を保つJことが可能になったのである．

しかし，そうして生き延びた後のケアについては日本のレベルは「最低Jで，事故に

よる精神的ショックなどに対するケア体制は全く整備されていないそうだ．運良くリ

ハビリセンターへ入れたとしても 1年足らずで退院を迫られ，また脳外傷は外見から

では判断できないため，数年前までは全く行き場所がなかったという．

このようにケアのための「受け皿」が十分に用意されていないことに加え，障害者

として認定されないことも大きな問題であるという．つまり，認定されなければ障害
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者手帳をもらうことができず，したがって既存のケアでさえ受けることができないの

である．対象者の印象では，現在障害者の認定を受けているのは大体半数程度で，就

労できている人は1%くらいだという．対象者は就労に関しては強い思いがあるらし

く，就労が可能なのであれば最低賃金でもしW、から働き続け，定年後は年金を受給さ

れることが重要だ，これが「普通Jということであり ，λの「尊厳j という ことだ，

と語っていた．また，40歳前後の人たちで自分が脳外傷だと知らずに就職し，今にな

って上述のような症状のために仕事をこなすことができず，リストラされるケースも

問題になっているという．

さて，障害者認定については現在厚生労働省でその動きがあり ，事業も開始されて

いる．だが，それは精神障害としての認定で，対象者が求めているのは身体障害とし

ての認定だという．脳外傷は脳に傷を受けたことによって生じる障害であり，それゆ

え脳外傷を精神障害と一緒にすることはできない，と対象者は説明した．また，実際

問題として精神障害では利用できる資源も少なく ，十分なケアも受けられないという

事情もあり，身体障害として認めてもらえるよう厚生労働省に対して働きかけている

そうだ．

いずれにせよ，脳外傷はあらゆる面で 「狭間j に位置するためケアが受けにくく ，

これが最大の問題だと対象者は何度も繰り返した．

( 2）「脳外傷友の会ナナJとの出会い

対象者が脳外傷のことを知札 「ナナの会Jに参加するようになったのは 1990年代

半ばのことだ、った．しかし，脳外傷という問題に関わる直接のきっかけとなった息子

さんの交通事故は，それよりも 7～8年前のことである．

対象者が横浜に住み始めたのは 15年ほど前で，息子さんが交通事故に遭ったのはそ

の1年後のことだという．息子さんは頭を強打し，1ヶ月間 ICU（集中治療室）で治

療を受け，一命をとりとめたものの 2～3ヶ月の入院生活を送り，退院後の9ヶ月間

は神奈川県総合リハビリセンターで過ごした．医師から「治った」と言われて中学3

年の時から学校にも戻ったが，勉強についていく ことはできず，また暴力性が増し，

家庭内暴力のような状態が続いたという．今振り返ればそれも脳外傷によって引き起

こされたものなのだが，当時は医師たちにもその知識はなかったため相談をしても，

単なる反抗期なのではないか，親の責任だと言われることもあったそうだ．だが，対

象者自身には，子どもの変化の原因は数年前の交通事故だ，という確信があったとい

う．しかし，当時はこのことを説明することもできず，息子さんが問題を起こした時

にはただ謝ることしかできなかったと対象者は悔しそうに語った．その後，息子さん

は通信制高校から建築の専門学校に進学し，建築関係の会社に勤務していたこともあ

る．

fナナの会Jに出会ったのは 1995年で，息子さんが専門学校に進学してから 3年

目のことだ、った．かつて神奈川県総合リハビリセンターを利用したことのある人を対

象に，会設立に向けたアンケートが送られてきたそうだ．対象者はその時初めて脳外
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傷について知り ，翌年から会の活動に参加するようになったそうだ．

( 3）設立の経緯と構成メンバ－

「ナナの会Jの拠点は神奈川県総合リハビリセンターで，会の名前は所在地である

厚木市七沢の地名に由来する．最初に「脳外傷友の会j が結成されたのは名古屋市総

合リハビリセンターで，その流れを受けて神奈川でも設立へと向けて動き始めたそう

だ．当時中心となって活動を進めたのが「ナナの会J前代表である．この人はもとも

と障害児を対象とした保育士をしていたが，対象者と同じく子どもが脳外傷を患った

ことがきっかけで，このような活動を開始したのだという．前代表の働きかけで全国

各地のネッ トワーク化が進み，今では「脳外傷友の会jは全国に 11ヶ所，支部を含め

て20ヶ所あるという（たとえば，fナナの会Jには福島支部がある）．リハビリセンタ

ーから出た人が，それぞれの地域で、活動を行っているそうだ．そして，前代表は全国

組織である 「日本脳外傷友の会Jの代表となり，現在「ナナの会」の代表は設立当初

副会長だった人が務めている．

「ナナの会Jに入会する人の多くは病院からの紹介で，その他にも各地区の社会福

祉協議会にお知らせを置いているという ．イ ンタピ、ュー当時（2002年）の会員数は

250人ほどで， 1996年設立時には 80人，翌97年は 140人，そして 2001年には220

人と，コンスタントに増え続けているそうだ．会員数がある時点を境に急激に増加し

たということはないが，NHKの番組で紹介された時には問い合わせが増えたという．

ただし，常時活動に参加しているのはおよそ半数で，横浜地区の場合，登録会員数 50

人のうち 12～3人程度のものだという．

ところで， 「ナナの会」の参加者は脳外傷だけに限定されていないようだ高次脳機

能障害の人たちも行き場所がないため， 「ナナの会j に参加している人も多いという．

また，若年性の脳梗塞を患った経験のある現在 60～70代くらいの人もいて，これは

若い頃の障害ということで，高齢障害者を対象とした年金を受け取ることができない

でいるそうだ．

( 4）活動内容

主な活動内容は，講演会（年 1回），シンポジウムの開催，当事者の交流会である．

「ナナの会Jの基本は家族会（親の会）だが，最近では当事者会（「サポートナナ」）

に力を入れているそうだ．対象者は当事者同士の関わり，すなわち「ピアサポー トj

を重要視しているようだ．対象者は息子さんの経験に照らして，次のようにその重要

性を説明してくれた．たとえば，症状のひとつに記憶力 ・判断力の低下があるが，そ

のために日常的に些細なミスが増える．そのため常にミス しなし、かどうか不安になっ

て情緒不安定に陥り ，自分のミスに触れられると判断がつかなくなり，かっとなって

暴力に及ぶのである．したがって，ミスをしても大丈夫なのだということを経験を積

むことによって理解し，感情のコントロールをで、きるようにしていくことが大事だと

いう．そのためにはケア体制の充実も当然ながら，当事者同士の交流の中で学習して
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いくことが重要なのだと対象者は説明した．

ただし，当事者間では「病識J（＝自己認識）の問題も大きく，自分が脳外傷を患っ

ていることを認められないでいる人は多いそうだ．交通事故などι遭い，見た目には

何の変化もないのに，今まで何の気なしにできていたことが突然できなくなるからだ．

「自分は違うからJと事実を認めないままに参加している人も少なくないそうだ．こ

れは当人だけではなく親についても同じで とれが中途障害の難しさだという．

更に，会に在籍はしているものの，対外的には脳外傷であることを隠し続けている

人も多いそうだ．見た目には何の障害もないので人に説明することが難しく，それが

子どもであれば近所の人の自に触れないよう 「曙、して」しまう親も少なくないという．

このような事情もあって，厚生労働省への働きかけもなかなか難しいようだ．「プライ

パシーの問題」もあり，会を単位として運動を進められないのが現状だという．

また，交流会の方ではボランティアも募集しているが，応募してきても長続きしな

いそうだ．脳外傷の場合自分のことは自分でできるので，通常イメージされるような

ボランティアの仕事は必要なく，コミュニケーション ・スキノレを向上させるため， 一

緒に映画に行ったり食事に行ったりする，そういう日常的なことが最も重要なのだと

いう．しかし， 日本でのボランティアは 「やってやるj という雰囲気が強く，そのよ

うな内容だと不満げな様子を示す人もいるそうだ．

NPO法人化についてその予定があるかたずねたところ，それを目指してはいるが実

現は難しそうだとの答えだ、った．障害として認定されていないため行政からお金が出

ないこと，また相談業務やピアサポートは事情として成立しにくいことがその理由だ

という．「脳外傷友の会」は会員の居住地域がぱらついているので県単位で活動せざる

を得ず（「ナナの会j には新潟県在住の人も所属している），そのことも運動推進の難

しさにつながっていると感じているという． 一方，会費は会報の制作 ・郵送にあてら

れ，残りを NPO法人化のための資金として貯金しているそうだ．

( 5）横浜市との関わり

横浜市との関わりについても念のため尋ねてみたが，拠点である神奈川県総合リハ

ビリセンターは県の施設なので，やはりそれほど関係はないようだ．横浜市にもリハ

ビリセンターがあって独自の展開がされているというが，そこは障害者手帳がないと

受け入れてもらえないため，利用者はあまりいないという．横浜市では障害による縦

割りがないので，障害者手帳さえ持っていれば，脳外傷だけのサポートはなくても何

とかなるそうだ．

なお，対象者がリーダーを務める横浜地区には50人が所属している．横浜地区は設

立当初から地区会を開いていたので，他の地域に比べれば活動に積極的な人が多いそ

うだ．神奈川県内では他に県央地区，西湘地区があるが，人数が多いのは，やはり交

通事故が頻発する地域だという．
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3. おわりに

インタビューを開始する際に対象者の方から，活動内容については会報（当日手渡

された）に詳しく書いてあるので，まず脳外傷とはどのようなものか知ってほしい，

これは啓蒙活動の一環である，という前置きがあった．そのため，最初に話題となっ

たのも 「脳外傷とは何かj というととだ、った．ここ数年メディアで取り上げられるよ

うになったものの，脳外傷の認知度はそれほど高いわけではない．また，「ナナの会」

をはじめとする「脳外傷友の会」はリハビリセンターを拠点としている団体のため（し

かも全国的にもリハビリセンターの数は少ない），そこを利用したことがなければ，今

でも自分が脳外傷であることを知らずにいるということも大いにあり得る．潜在的な

脳外傷患者数は非常に多いのではないか．以上のような現状認識が対象者にはあるよ

うだ．まず，このような脳外傷という問題があることを知ってほしい，と対象者は繰

り返し強調していた．
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II -4.国際交流に関する市民活動

II-4-1.みどり日本語の会

福田友子

1 .設立経緯

「みどり日本語の会J（以下，みどり）は， 1984（昭和 59）年 3月に発足した団体

である．日本語学校で5年ほど日本語教授に携わった人が横浜の広報紙に呼びかけて

会員を募り ，設立した．緑区が青葉，緑，都筑区に分区される前に設立されたため，

名称は 「みどり Jとなっており，現在もそのままの名称を使用しているが，活動拠点

は主に青葉区にある．

設立当時，インドシナ難民が定住センターを出た後の日本語と社会適応訓練への対

応が十分で、はなかった．インドシナ難民は来日した後，大和市（難民定住促進センタ

ー．カンボジア難民が多かった. 1980～1998年．），品川区（国際救援センター．ベト

ナム難民が多かった.1983年～現在に至る．）の定住センターに入り日本語研修など

を受けるが，一定期間（大和の場合，当初は3ヶ月だ、ったが， 1984年から 4ヶ月に延

長された．）を過ぎてセンターを出た後は，日本社会の側に難民に対するアフターケア

ーが全くなかった．そこで，そのアフターケアーとして， 日本語教授と生活支援を行

うことを主な目的として会が設立された．

2. 移転経緯

1984年の設立後，1989（平成元）年には「青葉国際交流ラウンジ」（以下，ラウン

ジ）の設立に関わり，そこに活動拠点を築いた．ラウンジは，横浜市総務局国際室国

際課の予算を受けて，市から運営を委託された運営委員会が管理 ・運営をしている公

共施設であり，運営委員会の委員は市民ボランティアである．青葉区国際交流ラウン

ジは，横浜市で最初に開設された国際交流の拠点である．現在は移転して区役所別館

内にある．

ラウンジの設立に際しては，同じくボランティア団体である「MIA 緑国際交流協会J

（以下， MIA）と協力して横浜市国際室へ働きかけをした．そして近隣では初めての夜

の日本語クラスをスタートさせた.MIAは 1981（昭和 56）年に設立された団体であり，

活動対象者は留学生が中心で，交流を中心に様々な活動を行っている．

1992 （平成 4）年，日本語クラスがラウンジ（つまり横浜市青葉区）の直轄事業と

なったため，会員は個人参加というかたちで活動に参加するようになる．この活動形
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態は現在に至るまで継続しており，現在もラウンジでは，登録団体として様々な活動

に参加している．

この活動に加えて 1995（平成 7）年に，山内地区センターに新たにみどりの日本語

クラスを開設した．地区センターとは，横浜市市民局の予算を受けて各区の区民利用

施設協会が管轄する地域の公共施設であり，青葉区では地元住民からなる運営委員会

が運営を行う． 山内地区センターは青葉区で（分区前の緑区でも）最も早く（1977年）

設置されている．

3. 活動内容

活動の柱は，日本語支援と生活支援である．日本語支援とは，毎週金曜日 18:30～

20:25に山内地区センターで行われる日本語クラスと，個別の日本語教授を指す．生

活支援とは，外国籍者に対するいろいろな支援で，日本語支援の枠を超えるものであ

る．具体的には，近隣を中心とした家庭訪問や病院，学校への付添などであり，平日

だけでなく ，時には土日も行っている．その他，交流会，勉強・研修会などの活動も

行っている．日本語支援と生活支援のバランスが難しいのが課題である．日本語ボラ

ンティアグループで、も，それぞれ考え方が違い，日本語以外には踏み込まないという

グループもある．みどりでも各会員によって考え方は違う．

会員は46名で，女性36人，男性 10人となっている．会員には保育専門の若い人（10

代）もいるし，長く続けている 80代の人もいる．主要メンバーを，実働メンバーと定

義すれば，全会員の 1/3(20人くらし、）である．広報誌は2種類あり，会員向けの会報

（年数回発行）と一般向け PR用の広報（年 l回発行）がある．年会費は 2000円であ

る．

4. 活動対象者（外国人当事者）の変容

インドシナ難民には，設立当初（1984年）から現在に至るまで関わっており， 当初

は八王子などへ家庭訪問に行っていた．その後高齢化，呼び寄せ，子どもの教育など，

問題が変容してきている．

ラウンジ開設後（1989年以降）は，在住外国人全般を活動対象にしている．開設当

初と今では社会情勢などにより外国籍者自身のパックグラウンドも変わり，それに併

せて， ニーズも変化してきている．

バブル期は，出稼ぎ労働者の増加で， 日本語支援では日常会話が中心だ、った．その

後定住・永住化が進み，定住者，永住者が増加すると，ニーズも多様化してきた．日

本語支援では，日本語能力が社会上昇（ステップアップ），家族問の意思疎通に必要と

なってきたし，生活支援では，日本人と同じような悩みが増加してきた．例えば，保

険，年金，児童手当，医療，教育などである．

課題としては，地域住民としての広範で平等な情報の把握，権利としての日本語学
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習のための公的なパックアップ，スムーズに日常生活を送るための近隣住民との異文

化相互理解などがあげられる．

5 他団体との関わり

①青葉国際交流ラウンジ

前述のとおり，設立当初から登録団体として活動に参加している．

②横浜市国際交流協会 （以下，YOKE)

1993 （平成5）年から関わっている.1997 （平成9）年『外国人日本語学習ニーズ

調査報告書』作成に参加し，1998（平成 10）年に YOKE主催の「日本語ボランティア

研修講座J実行委員会委員となった.2001 （平成13）年からは，横浜市の広報『よ

こはま』のやさしい日本語版『よこはま ・横浜』の編集に参加，また同時に外国人ボ

ランティア育成のための講座「外国人ボランティアやさしい日本語講座」の企画 ・実

行にも関わっている．

③カトリック障害者連絡協議会

同団体を通じて，毎年 10月にフィリピンから来日する障害者に日本語を教えている．

内容はサパイパノレ日本語で，今まで8回行った．

④AJALT （社団法人 国際日本語普及協会）

文化庁の委託事業「地域日本語教育活動の充実J事業の事業委員会に委員として参

加している．

⑤サロン ・デ・チヤルラス （以下，チヤルラス）

日本語を必要としていながら，子どもが小さくて日本語クラスへはなかなか参加で

きない外国籍者が多いととから発足した団体である．みどりの活動のひろがりである

が，メンバーはグループの枠を越えて，向じ問題意識を持つ者が集まっている．

会の名称、は，スペイン語で「おしゃべりサロンJの意味である．日本語がわからな

いため，必要な情報を得ることができなかったり，地域で孤立したり，また子どもの

ことや家庭のことで悩んだり困ったりしている外国籍の母親たちの「居場所」として

機能している．また日本人の若い母親達の参加も多く，病院の情報や予防接種，保育

園， リサイクノレショッフなど様々な情報提供の場となっている．

月に 2回の会合に，外国人母子 3～4組，日本人母子 3～4組が参加している． 日本

人参加者は，英語を話したい，子どもにいろいろな人と接する機会を与えたいという

人々である．山内地区センターで始めたが，青葉国際交流ラウンジに移った．チャル

ラスでは，県の外国籍県民会議の提案で作成された医療機関リスト『外国人のための

医療機関リスト～神奈川県～』（2002年 3月発行）を参考にして『口コミ医療マップ』
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を作りたいと考えている．また 2002年には，地元の音楽家を呼んで，子どもと一緒に

楽しめるコンサートを開催した．

⑥国際こども MAT （青葉・緑・都築外国人児童生徒保護者交流会）

YOKE主催の「日本語ボランティア研修講座」に参加した有志が，小学校から高校ま

での外国籍児童 ・生徒とその保護者の交流活動を行う必要性を感じて設立したグルー

プである．外国籍児童・生徒とその保護者が主体となり，学校の先生やボランティア

が支援するかたちを目指している．月 l回の会合があり， 「青葉国際交流ラウンジまつ

りJにも参加している．この団体が設立されたことで，この地域の「ケア（外国人支

援）が乳幼児から高校進学まで、つながった」．

6.地域との関わり

①山内地区センターとの共催

日本語クラスの学習者が先生となって，料理教室を開催している．地域の日本人が

参加してくれるので，地域住民と外国人との接点となり，お互いの文化を知るよい機

会となっている．

②社会福祉協議会への登録

日本語がわからないということは，ある意味ハンディキャップをもった人たちと同

じではないか，という考え方から社会福祉に結びついた．現在も社会福祉協議会ボラ

ンティア連絡部会の部会員として登録している．また毎年，助成金を貰っている．

社会福祉協議会は在宅医療や民生委員との深い関わり合いがあるので，外国籍者の

問題が地域につながる利点もある．

③その他

学校や専門家とはネットワークをつなげている．地域住民（例えば自治会など）は，

外国人に慣れていない所も多く，様々なトラブルが起きやすい．年々国際結婚等で地

域に外国籍住民が増えると，それだけいろいろな摩擦も起きてくる．時に触れ相互理

解のための啓蒙活動が必要となる．具体的には，前述のとおり地区センターで料理教

室を開催したり，会のパーティーなどの行事に地域のボランティア団体， 学校の先生

や子どもを呼んだりしている．

青葉地域で市民活動が活発な理由としては，海外に関係していた人が多い，ボラン

ティア活動が盛んな地域で、あったことなどが考えられる．また，（新住民が多く）地域

に友だちがし、ないが，近隣との付き合いは煩わしいという人もいる．そういう人たち

が社会福祉活動などに参加している．

みどりでは，お互いにほどよい距離感を保ちながら，「縛りすぎず，緩すぎず」のノレ

ーノレで、やっているという．これが長続きしていることのひとつで、はないだろうか，と
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自己分析されていた．
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II-4-2. 宮前日本語ボランティアの会

福田友子

1 設立経緯

「宮前日本語ボランティアの会J（以下，「ボランティアの会J）の活動の場となって

いる「宮前日木語学級Jは，宮前市民館の主催する事業である．「ボランティアの会J

は，市民館の研修を受けた有償ボランティアの組織であり，市民館が「ボランティア

の会」に事業を委託する形となっている．

川崎市の市民館とは， J11崎市社会教育委員会が市の予算によって運営する施設であ

る．図書館との複合施設として「文化センターJとも呼ばれる．川崎市には幸，中原，

高津，宮前，多摩，麻生の各区に lつずつ市民館が設置されており，それぞれが日本

語学級を用意している．川崎区には市民館という名称ではないが 「教育文化会館Jと

在日韓国・朝鮮人の先駆的な活動拠点である「ふれあい館」があり，両方に識字学級

が用意されている．

宮前区では， 1993（平成 5）年に宮前市民館が広報で有償ボランティア会員を募集

したのが始まりである．行政主導の活動であり，「自然発生のグループ。で、はないので，

ボランティア活動としては特殊な形Jである．設立当初の会員募集は 30～50人だ、った

が， 100～200人が集まったため抽選となった．当選者は l年かけてボランティア養成

講座を受講し，翌年春（1994年4月）から日本語学級がスタートした．初回は外国人

学習者も少なく，ボランティア・スタッフ側も初めての経験だ、ったので，ボランティ

ア数がかなり減少してしまった．そこで補充のため，抽選に外れた人たちに声がかか

った（二次募集メンバー）．その後，会の活動は軌道に乗った．また，外国人登録窓口

に案内を置いたので，学習者も増えた.1999 （平成 11）年には夜間クラスを立ち上げ，

昼の「日本語学級j と夜の 「識字日本語学級j の 2コースに拡大した現在も市民館

側が，有償ボランティア会員と学習者の募集などのセッティングを行っており，欠員

は適宜募集，補充されている．

2. 地域的背景その 1（行政施策）

1946 （昭和21）年の文部次官通牒「公民館の設置運営についてJを皮切りに，全国

的に公民館の設置が進められたが， J11崎市では 1949（昭和24）年に「社会教育法」の

規定によって市立公民館（のちの川崎公民館）が設置され， 1951（昭和26）年には稲

田公民館， 1953（昭和28）年には中原公民館，高津公民館が設置された．

1969 （昭和 44）年および 1970（昭和 45）年には川崎市社会教育委員会議は，地域

に密着した教育施設の充実を目指し，各区に一館ずつの市民館と図書館を建設するこ
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とを提言する．そして 1971（昭和 46）年，川崎市に「革新jの伊藤市長が誕生， 1972

（昭和 47）年度には政令指定都市に移行し，川崎 ・幸 ・中原・高津・多摩の 5区が設

けられると，次々と各区に市民館が設置される．まずは 1972（昭和 47）年に多摩市民

館が， 1974（昭和49）年には中原市民館と高津市民館が開館した. 1974年，川崎市社

会教育委員会議は前の提言を発展させて『川崎市社会教育施設の基本計画と新しい中

間施設（公民館）構想』を建議している．この構想において，市民館は各行政区に設

置される中央公民館の役割を果たす施設，市民館分館（公民館）は各中学校区に設置

される中間施設，町内会館等は「近隣住区」に設置される施設として役割分担が示さ

れた.1983 （昭和 57）年には，高津区，多摩区から分区して宮前区，麻生区が誕生し，

1985 （昭和 60）年に宮前市民館，麻生市民館が設置され，現在の6つの市民館が完成

した．

川崎市では政令指定都市移行後，教育委員会や社会教育委員会議が独自の施策を立

案・実施することが可能になり， f地域に根ざした教育Jを標梼する伊藤市長の諮問に

対する答申の形をとることによって，一定の強制力を持つ提言が可能となった．その

具体例としては， 1987（昭和62）年の『）11崎市における市民館および図書館の運営の

あり方』が挙げられる．

一方，川崎市の識字教育は 1974（昭和 49）年に「子供を見守るオモニの会」によっ

て始められたと言われている．同会は，在日韓国・朝鮮人の子どもたちへの無理解を

克服するために活動を展開し，オモニ（韓国語で母親を表す）たちによる識字学級を

始めた. 1978 （昭和 53）年に，社会福祉法人青丘社が識字学級を開設すると，識字教

育を社会教育として認めさせるための運動が広がり，この動きは 1988（昭和 63）年の

「ふれあい館J開館として実現する．また 1980（昭和 55）年以降，川崎市にはカンボ

ジア難民を初めとしたニューカマーが多く居住するようになり， 1982（昭和 57）年頃

には中原市民館の「社会人学級Jで「国語Jを学ぶ外国人が現れ，識字学級の必要性

がさらに増していた．そこで「国際識字年Jでもあった 1990（平成2）年，中原市民

館が「識字学級Jを独立して設置した．その後，各市民館に順次日本語学級が開設さ

れ， 1995（平成7）年には全ての区に日本語学級が設置された．

さらに川崎市では，各市民館の「日本語学級j とは別に，川崎市国際交流協会（中

原区，国際交流センター併設）が 1989（平成元）年の設立と同時に日本語講座を独自

で開設している．こちらは総務省（旧自治省）の国際交流施策の一環であり，国際交

流協会の事業費で運営されているため，市民館のものとは成り立ちゃ役割が異なるが，

後述のとおり市民館や他団体とネットワークを形成している．

3.地域的背景 その2 （市民活動）

地域住民による自発的なボランティア活動としては，「LET’S国際ボランティア交

流会」（以下， LET’S）というグループ。がある.1990年 8月，海外生活者受入指定校

である宮前平中学校の「帰国生徒保護者会」（後の KS会）から始まったク守ループで，
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市民館の日本語学級設置（1994年）以前から日本語教育を行っていた．会員は主婦が

多く，海外経験者が多い．月報があり，ホームページもある．

日本語サロン（日本語教室）は月曜日昼と火曜日夜の週 2回行われている．初めは

個人宅で、やっていたが，その後昼はカトリック教会で，夜は福祉事務所の会議室で行

うようになった．「チャットデイ」 というイベントでは，日本人に外国（人）のことを

知ってもらい差別をなくそうという目的で，ティーパーティーを行っている．

活動内容は日本語サロンの他に，帰国子女 ・外国人子女及び親に対する海外赴任の

教育・生活に関する相談， RainbowClub （子育てクラブ），外国人のための情報誌

『Rainbowl]の発行，リサイクノレバザー，地域の国際理解のためのプログラム（国際理

解トークサロン，料理講習会），地域のイベントへの協力，川崎市教育委員会の「民族

文化講師ふれあい事業」のコーディネーター， 国際子育てネットワークなど多岐にわ

たる．

LET’Sの活動と並行して「ボランティアの会jに参加しているボランティアも見ら

れることから，自発的な活動の行われる素地のある地域であることにも留意しておく

必要があるだろう．

4. 活動対象者 （外国人当事者）

宮前市民館で日本語学級がスター卜したのは 1994（平成 6）年だが，当初から在日

韓国 ・朝鮮人（オールドタイマー）はほとんどおらず，ニューカマー中心だ、った.1970 

年代以降，日本ではいわゆる「外国人労働者jやインドシナ難民など，新たに来日す

る外国人が増加した．これらの外国人は，戦前から日本に在住しているオールドタイ

マーと区別して，ニューカマーと呼ばれている．宮前市民館の場合，具体的には，国

際結婚をしたタイ人，フィリピン人や，中国帰国者センターやベトナム ・センターな

ど，半年ほどしか入所できないセンターを出所した人々が， 日本語学級に参加してい

た．

現在では，そうしたニューカマーも少なくなり，海外駐在員の奥さんや研修ピザで

来日した人の奥さん，短期ワーキングピザで来日した夫婦などが参加している．この

地域の外国人人口は多くはないが，定員の40人はいっぱいになる．子どものいる人は

保育室があるのでそれも魅力らしい．日本語は上手でも，交流の場として参加してい

る人もいる．

5.活動内容

昼の部「日本語学級」（金曜日 10:00～11:30）と夜の部「識字日本語学級」（水曜日

19:00～20: 30）の2コースがある．運営は，昼と夜とで日ljになっている．

昼の部の参加者は，ボランティアが 30数人（40人以下）で，原則として毎週顔を

あわせている．学習者は 30数人が参加している．宮前では習熟度別の6グループ制に
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なっていて，それぞれ担当者がつく．タイムテーブルは， 10:00に日本語学習開始，

11:30に学習終了後，グループが混さ、ってお茶， 12:00にスタッフ・ミーティングを行

う．毎年春に係を決め，原則全員が係に就く ．昼の部の役員構成は，会長（互選で選

ばれる），副会長，会計，新規コーディネーター（受入を担当），テキスト係（資料担

当），庶務，イベント運営係（お祭りの料理や年 l回の交流会を担当），日本語通訳，

書記（議事録担当），保育係（2名いて，受入数は 20人が限度）となっている．昼の

部の主要ボランティア ・メンバーは，初回募集メンバーが 6～7人，二次募集メンバー

が 10数人，三次募集メンバーが 20数人である．ほとんどが主婦だが，主婦だけだと

目線が一つになるのが難点である．現在はリタイアした男性が 1人参加している．

夜の部の参加者は，ボランティアが 10数人いて，男女比は半々となっている．学習

者は 10数人が参加している．夜の部は男性や働いている人など，いろいろな人がいる．

学習者も男性が多い．たまに仕事探しの相談が来ることもある．

会報はなく，ミーテイングの議事録は直接手で配布している．但し「川崎市日本語

連絡会Jがホームページで月報『連絡会ニュース』を出している． この組織は，全市

民館の日本語ボランティアグループ，独自グループ， LET’Sの日本語サロン，川崎市

国際交流協会の日本語講座が参加しているネットワークである．

会費は市民館ごとに異なるが，有償ボランティアなので宮前ではその報酬から会費

を集めている．ボランティア報酬は，l人 l回 500円. 1学期 10回で5000円．年に 3

学期30回で 15000円となっている．当初は「ボランティアの会jで一括してボランテ

ィア報酬をもらって会の運営費にしていたが，領収書が必要という ことになり会費制

に戻した．更に今では銀行振込になってしまった．現在，会費は 1学期 1500円で，会

費の用途はコピー代，研修以外の講習会の謝礼である．学習者の参加費は，l学期 500

円で，参加費の用途はコピー代，お茶代である．

活動内容は，市民館ごとにバラエティに富む．例えば高津は駅前のピル（溝ノ口駅

前のノクティ）の 11階にあるので，夜の部が大人気で，ボランティアの男性も多いよ

うだ．終了後に飲みに行くのも簡単なので人気があるらしい．宮前は周りが暗いので，

それは無理である．

6. 地域，他団体との関わり

①川崎日本語連絡会 （川崎市・日本語ネットワーク）

全市民館の日本語ボランティアグループ，独自グループ，日本語サロン，川崎市国

際交流協会の日本語講座が参加しているネットワークで 他団体との接点、となってい

る．「ネットワークの集しリ が毎年 。11月に高津市民館で行われ，異文化交流のあり方

をテーマとした講演会と分科会が行われる．

②宮前市民館の各種団体

夏に「子どもあそびランドJというイベントがあるが，そこは様々な活動の接点と
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なる．このイベントは市民館の自主事業で，企画委員が企画を考える．市の予算 20万

円のうち， 6, 7万円くらいを丸投げされるので，それを使って企画を作る．形式上

は企画委員は募集されるのだが，実際は各分野から一本釣りされる．当日は盛況で，

チラシ 1000枚は 1時間ではけたという．日本語学級では， 「子どもあそびランド」に

「外国人と話そうブースJを設置した．子どもたちは，中国，韓国の人を「外国人」

として認識するようになると同時に，アフリカ系の人を見ても驚かなくなる．外国人

が地域で長く暮らしていくためにも，地域とのつなぎ役になるこのような活動が必要

であると考えられている．

秋には「子育てメッセJというイベントがある．子育てグループは何十個もあるが，

接点、がないので，「子ども文化センターJが何とかしてくれれば，という意見もある．

「子どもあそびランド」と 「子育てメッセ」は，各区とも予算は同じはずなので，ど

この区でもやっているようだ．

またお互いの活動を知るために，地域セミナーの企画委員がグ、ノレープロのリストを作

っている．これによって，例えば高齢者の団体が子どもの団体に昔の手作りおもちゃ

を教えたり，男の料理教室グループが介護宅配クソレープに料理を提供したりすること

が可能となる．他の区との比較はできないが「何かをやろうとしたら人が集まるのだ

から，宮前区は（市民活動に対する）意識が高いと思うJと捉えられている．

③外国人当事者グループ

川崎市には「川崎市外国人市民代表者会議」がある．外国人だけで集まるのはおか

しいという意見もあったが，選挙権（外国人の地方参政権問題）など共通の課題があ

るという現状もある．代表者会議は 2年が限度なので，その後当事者がク会ループを作

って活動している．例えば， I期の卒業生を中心として fKFV(J 11崎外国人市民ボラン

ティア）Jが設立された．メンバーは川崎市全体から集っているようだ．例えばムスリ

ム用の食材が一般ス←パーで売られていることなど，情報提供を行っているらしい（次

を参照のこと）．

また「日本人の外国人妻の会」（AFWJ, 1969年設立）というグループρがある．この

会は親睦が目的で，メシパーは欧米人もアジア人もいるが，共通語が英語なので欧米

人に有利かもしれない．メンバーは川崎市全体から集っているようだ．

④ふれあい事業（国際理解教育）

J 11崎市で年間 100万円の予算がついた事業で，小学校が国際理解教育の講師として

在住外国人を招いて講演会などを行う．各学校の申し込み順で予算が消化されるが，

予算外でも呼ばれることもある．

⑤宮前平小学校の日本語教室

小学校の教室が解放され，日本語教室のウェイティングを受け入れている．運営は

自主的に行われ，ボランティアも集めている.2002 （平成 14）年9月から始動したよ
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うだ．
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II -4 -3. KFV （川崎外国人市民ボランティア）

福田友子

1 .設立経緯

川崎市は， 1996（平成8）年 12月から「J11崎市外国人市民代表者会議」を開設して

いる．その第 l期の参加者を募集するために，川崎市は市内に外国人登録をしている

外国籍住民全世帯に郵送で申込書を送付した．この募集（公募）に申し込んだ人々か

ら選考された参加者に，市内の主要な民族団体の代表者（団体推薦）が加わり，第 1

期の「川崎市外国人市民代表者会議J（以下，代表者会議）が開設された．会議参加者

の在任期間は2年で， 2期まで連続して参加することができる．

1997 （平成9）年4月には，川崎市教育委員会が「民族文化講師ふれあい事業J（以

下，「ふれあい事業」）を開始する．「ふれあい事業Jとは，教育委員会が社会教育施設

や学校に在住外国人を「民族文化講師Jとして派遣する，国際理解教育事業である．

この事業は在住外国人の協力が不可欠であり，会議参加者らはこの事業に初めから協

力することとなった．

会議参加者らはこれら 2つの事業に関わる中で，代表者会議の任期終了後も外国人

当事者が積極的に国際交流活動へ協力することの必要性を感じたと言う．こうして

2000 （平成 12）年2月の第2期終了と同時に，第 1期（1996～1998）及び第2期（1998

～2000) OB・ OGを中心としたグ、ループ 「KFV()ii崎外国人市民ボランティア）J （以下，

KFV）が設立された．第 l期メンバー4人，第2期メンバー1人が発起人となった．

2. 地域的背景 （代表者会議の設置過程）

川崎市は京浜工業地帯の真ん中に位置し，戦前から職を求めて，あるいは強制連行

によって多数の朝鮮人が集住するようになった地域である．戦後，川崎市は在日韓国・

朝鮮人の運動を受けて，差別撤廃・人権確立への取り組みを行い， 1970年代には全外

国人への国民健康保険の適用や児童手当の支給，市営住宅入居の国籍条項撤廃を国に

先駆けて実施した．また 1985（昭和 60）年には外国人登録法に規定されている切り替

えや再交付時の指紋押捺制度に対する拒否者の不告発を市長が宣言した. 1986 （昭和

61)年には「川崎市在日外国人教育方針」が制定され， 1988（昭和 63）年には全国初

の在日韓国・朝鮮人と日本人の交流施設（子ども文化センターと社会教育施設の機能

をもっ）「ふれあい館Jが開設されている．こうした差別撤廃の運動とそれに対応した

行政施策だけでなく，横浜の中華街に負けないコリアタウンをつくろうという運動や

川崎区南部の「おおひん地区街づくり協議会j の設立など，在日韓国・朝鮮人と日本

人との自主的な地域活動が芽生えてきた地域でもあった．
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1993 （平成5）年9月大阪府岸和田市議会が外国人に地方参政権付与を求める要望

書を採択したのを皮切りに， この動きが全国に広がり，川崎市議会も 1994（平成6)

年 10月に同様の意見書を採択した．

これに先立つて川崎市では， 1989（平成元）年に設置された 「川崎市外国人市民施

策推進幹事会Jにおいて，今後の「24項目の課題j のーっとして「（永住権を持つ）

外国籍市民の地方参政権取得を国に働きかけること」が挙げられ，検討が開始されて

いた.1993 （平成5）年3月に市民局国際室が発行した『川崎市外国籍市民意識実態

調査報告書』では，地方参政権に．ついては 「必要j と「あったほうがよい」の合計は

60%を占め，市在住 10年以上の韓国・朝鮮人の場合は82%の高率で支持されている．

また，1994（平成6）年2月に開催された「地方新時代シンポジウムJの第3分科会

「外国人市民との共生のまちづくり Jで、パネリストの仲井氏（成医薬大学教授・神奈川

県専門委員）がドイツ ・へッセン州およびフランクフノレト市の「外国人代表者会議J

を紹介した．こうした経緯を経て，高橋川｜崎市長（在任は 1989～2000年．伊藤市長の

革新路線を引き継ぐ．）は， 1994年 3月議会での質問に答えて「地方レベルで、参政権

実現を盛り上げ，国に認めさせることが必要であり，市議会に準ずる形で外国人市民

の代表者会議を設置するなど市独自の取り組みを検討していく J意向を明らかにした．

こうして 1994年 10月，外国人市民の市政への参加を保障するための仕組みを検討す

るために「仮称・外国人市民代表者会議J調査研究委員会が設置された．

問委員会は， 1994（平成6）年度に外国人の法的地位および処遇に関する国内の法

制度上の問題（制約と可能性）と外国の事例研究を行い， 1995（平成7）年3月末に

は中間報告書をまとめた．またヨーロッパ現地調査を行い，川崎市独自の仕組みづく

りに向けた実務研究とモデル会議を開催した．モデ、ル会議の開催にあたっては，「市政

だより j とパンフレットの配布による広報や，市民館での日本語講座受講生や市民団

体の紹介等により，18カ国 54人の申込みがあり，当日は 14カ国 47人の参加を得た．

このモデ、／レ会議の経験を参考にし，問委員会は外国人市民の市政参加の仕組みとして

「外国人市民代表者会議」の設置を求める報告書（答申）を市長に提出した．この答

申を受けて， 1996（平成8）年 10月に「外国人市民代表者会議設置条例jが制定され，

12月に第1回目の会議が開催された．

代表者会議は，制度上は審議会である．代表者の資格は 18歳以上で，川崎市での外

国人登録が l年以上であることが必要条件となる．代表者の定数は，地方自治法91条

を準用し， 26名とされた．代表者の選出方法は，団体推薦と公募で，団体推薦は3名

である．公募は，第 l期には応募用紙を全外国人世帯に送付したが，第2期以降は市

役所，区役所，市民館の窓口での応募用紙配布に変更された．応募者の選考は，学識

経験者 1名，市民団体代表 2名からなる 「川崎市外国人市民代表者会議代表者選考委

員会jが行う .1年に4会期， 2日ずつの会議が開催され，各年度末には委員長が調

査 ・審議内容を市長と議会に報告する．年に l回はオープン会議（一般公開）が開催

される．事務担当は，市民局人権・男女共同参画室である．
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3.活動内容

KFVは，代表者会議や「ふれあい事業」での活動を通して，外国人市民の抱える問

題が多くあることから，自ら地域の中で行動していくことが必要であると考え，会議

参加者らが中心となって独自に立ち上げた当事者団体である.2000 （平成 12）年2月

18日の設立式には新聞記者（神奈川新聞）も集まり，関心は高かった．

主な活動は 「ふれあい事業」への講師派遣であり， l年で 54回の派遣実績がある．

その意味で f行政に対するサービスJはしているが，委託事業ではなく ，全てボラン

ティアで、やっている．外国人市民の抱える問題の多くは，日本人市民との相互理解が

不足していることに原因があり，それらの解決のためには，国際理解教育を推進して

いくことが必要であると考えている.KFVは外国人市民自らが出身国の文化などを広

く伝えることを基本に，地域でボランティア活動を行い，そこから日本人市民と共に

「明るしリII崎Jをつくっていくことを目的としている．また，外国人市民への生活情

報等を提供することにより，外国人市民相互の連携を図り ，すみよい地域生活を目指

し，さらには全国の外国人市民との不ットワーク化を図ることも目指している．

具体的な活動内容としては，第 lにボランティア活動への参加である．具体的には，

① 「ふれあい事業jへの講師派遣（コーディネーター），②料理をはじめとする世界の

文化紹介，③外国人市民生活相談が挙げられている．第2に会員相互の交流や情報交

換を行い国際理解教育の推進をはかること，第3に会員の出身国や出身地域を特集し

たチャリティ ・イベントへの参加が挙げられている.2002 （平成 14）年 10月 5日には，

国際理解教育講師育成を目的とした「KFV 国際芸術団Jを創団し，歌や踊りを通した

文化交流の基盤作りを一歩進めていた．

会員は一般会員（外国人）が 15カ国 38名，賛助会員（日本人）が 34名，合計で

70名を超えた（2002年 10月現在）．一般会員（正会員）を外国人に限定する ことによ

って会の特色を出している．日本人は賛助会員となるが，楽しんでもらっていると思

うと言う．主要メンバーは運営委員の 5名だが，現在賛助会員の運営委員会出席も検

討している． 会議参加者には在日韓国 ・朝鮮人（オールドカマー）もいたが， KFVに

は積極的には参加していない．年会費は一般会員が 5000円である．賛助会員は 5000

円以上で自由に出してもらっている．会報『KFVニュースレター』が発行されている．

代表者会議では，地方参政権問題など、政治的なテーマも扱っていたが， KFVは会の

方針として，政治，宗教に関わらないことにしており，文化交流が中心である．例え

ば地方参政権の問題に関心があるならば，その会合に個人として参加している．

4.行政，地域との関わり

特にこれといった行政との関わりはない（会としてのスタンス）が，国際交流セン

ター（中原区， J11崎市国際交流協会）への登録はしている.KFVの所在地が宮前区と

なっているのは，代表者の住所によるものであり，活動は川崎市全体である．会員は
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日本人会員も含めて，全てが）11崎市在住というわけではない．しかしボランティアの

場が少ないので，各市民館，国際交流センター，ボランティアセンターに活動の場が

限定され，自然と活動拠点は宮前や中原に定まってきた．また，イベントで関わりが

あった宮前区・中原区からは，区政推進課から「区づくりプラン推進委員会」への参

加依頼が来たため， KFVとして参加している．中原区で行われた前述の「KFV 国際芸

術団j 創回公演では，中原区長が出席し祝辞を述べていた．

KFVは， ）I j崎市が全国に先駆けて条例を作り 代表者会議を設置したことを評価し

ている．会議を主催している市民局男女共同参画室とは，任期終了後は施設の貸し出

しなどで付き合いがある．また，歌や踊りを披露するイベントを， KFVと男女共同参

画室が共催したことがある．会議経験者（「川崎市外国人市民代表者会議OB・OG会」）

にはニュースレターが送付され，会議の意見を集約する勉強会や， 「）111崎市市民まつり j

への参加といったサポー トの依頼がある．

他には，川崎市社会福祉協議会と付き合いがある． 「全国ボランティアフェスティパ

ノレ」が神奈川県で開催されたとき（2001年）に KFVが参加したのがきっかけだ、った．

また， KFVはり｜｜崎防災ボランティアネットワーク j の運営委員となり，外国人への

情報窓口として外国人対策の役割を担うことを依頼されている． 「地域行政からさまざ

まな問題を一緒に解決するために，『協力してほしし、』と要請をたくさん受けましたJ

（『KFV ニュースレター』 No.5）という記事に見られるように，行政にとって KFVは

外国人市民施策の窓口となっているようである．
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II -5. 環境問題に関する市民活動

II-5-1. 宮前環境フォーラム

篠原直人

1 .設立の経緯

宮前環境フォーラムの設立は 1991年 3月である．当時，宮前市民館（1）において地

域セミナー 「環境講座j が聞かれていたが，その講座の受講生が自発的に集まったの

が宮前環境フォーラムの母体であった．この「環境講座Jは元気象庁職員を講師に招

いて，簡易測定管を用いて大気中の N02（二酸化窒素）を測定する方法を学ぶ講座であ

り，現在の代表者もこの受講生の一人であった．

代表者がこの講座に参加したきっかけは，次のようなもので、あった.1984年に長年

勤めた NHKを定年退職した代表者は，宮前市内にあるパス道路わきの自宅の窓から

黒いばいじんが家に入ってくることに気づいた．在職中は，仕事が忙しく，家と職場

との往復だ、ったため，あまりばいじんに気づかなかったが，退職後は，自宅の浴室の

窓のばいじんに気づくようになったのである．これがきっかけで，代表者は環境問題

に関心をもつようになった．また，退職により地域社会に目が向くようになったこと

も，地域の環境講座に参加するきっかけとなった．そして，その後環境フォーラム2

代目の代表となった代表者は，現在まで、会の運営を支えつづけている．

2. 会の活動および参加者

環境フォーラムの軸となる活動は，もちろん簡易測定管を使ったN02（二酸化窒素）

の測定活動であるが，その他にも川崎市全体の大気汚染地図の作成および展示活動や，

大気汚染と深く関わっていると推測されるぜんそく患者数の推移の展示活動を行って

いる．また，その他にもグイオキシン問題，原発問題などの公開講座を市民館で開い

ている．

メインである測定活動は，年2回のベースで行われる．測定箇所は，市内を走る幹

線道路である第3京浜，東名高速道路，国道 246号線等の付近および，住宅地内部や

パス道路沿いなど市内約 120箇所であり，これらの箇所に簡易測定管を取り付けて測

定は行われる．最近では 2002年 6月 13,14日に，25回目の測定活動が行われた．

それによると， 120箇所中 46箇所で国の基準である 0.06ppmを超えており，事態は

深刻であるという．そのうえ，前回の測定と比較しても，改善の兆しはないどころか，

大気汚染は一段と進行しているという．
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次に，会の参加者について述べる．会の構成員は現在5名であるが，測定活動にお

いては，その他に協力者が多く参加しているという．測定活動への参加者は，設立当

初は 30人ほどで，その内訳は主婦が 7割，男性退職者が3割程度であったという．年

齢層は高く，若い人はほとんどいなかったという．他方，ここ数年では，参加者は60

～90人程度（2002年 6月の測定では 69名）に増加したが，その内訳はほとんどが主婦

であり，男性退職者は減少しているという．宮前区においては，東急線沿線に移り住

んできた住民の多くが高齢化しており ，男性退職者の地域活動が盛んになっているこ

とが予想されたが3 ここでは予想に反する結果となっている．

参加者の内訳を見ると，現在の参加者のうち 10名程度が一般参加者で，残りは代表

者と交流があり，活動に賛同している他国体のメンバーによる団体参加である．この

うち団体参加には，神奈川ネット運動の宮前支部である宮前ネットや，宮前区の婦人

学級講座など5団体が含まれているという．これらの団体のメンバーの多くが主婦で

あり，しかも子育ての終わった 40歳台以降の主婦であるという．との他にも，共同保

育を行っている団体とも協力関係にあるが，メンバーは子育て活動におわれて，活動

にはあまり参加していないそうだ．

また，一般参加者は，代表者が街頭で配布したミニレターなどを見て参加した人々

である．この内訳は またも圧倒的に主婦であるという．しかし団体参加の主婦とは

年齢層が相違していて， 20歳代から 30歳代くらいの子育て期間中の主婦が多い．こ

の主婦達は，ぜんそくの子どもを抱えていることが多く，そのことがきっかけで大気

汚染の問題に興味を持ったのである．

上記のような参加者の構成を見ると，上で述べたような男性参加者の減少も説明で

きる．代表者と交流のある団体には男性は少なく，また大気汚染の問題を身近に感じ

るだけのきっかけを男性は持ちにくいのである．

そしてこれらの現参加者のうち，継続的に測定活動に参加しているのは団体参加の

主婦達だけで，一般参加の主婦達は，大気汚染に関心は示すが，活動が継続しない傾

向が見られるという．事実，数年前まで定例会を開いていたが，参加者が少なくなっ

てきたので中止せざるを得なかったという．

また，代表者自身による街頭でのミニレター配布の際にも，大気汚染に強く興味を

持つ人と，あからさまなアレルギー反応を示す人とに2分される傾向があるという．

つまり，一般参加者はどちらかというと情緒的なレベルで、参加／非参加を決定してい

ると推測できる．

予算については，測定管（一本 100円）やミニレター代を熱心な参加者のカンパで、ま

かなっているという．行政からは全く援助を得ていない．この理由は次節でも述べる

とおり，代表者が行政とは一線を画した活動を念頭においているからである．

3. 行政との関係

現在，宮前区は， 1995年以来約2年半をかけて策定した「区づくりプランjに基づ
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くまちづくりを進めている．策定作業を行った「区づくりプラン策定委員会Jは区民，

企業，行政の代表者から構成されていた．そして，区づくりプラン策定において，宮

前区の現在および将来を最も良く表す言葉として作られたのが「ガーデン区jという言

葉である．この言葉は，宮前区を 3つのゾーンに分け，それぞれの自然環境を軸とし

たまちづくりを進めていく象徴的に示している．

1998年の「区づくりプランj策定完了後は，「策定委員会jから移行した 「区づくり

プラン推進委員会Jが区づくりプランを実行すべく，様々な活動を行っている．それら

の活動の中でも，区役所に，「公設民営Jの区民活動支援コーナーを設けたことは，川崎

市でも先進的なことだという．このことに対しては，代表者も一定の評価を与えている．

実際，代表者は， 「推進委員会」に参加していたことがあるという．しかし，現在は

参加を見合わせている．その理由は，（1 ）区づくりプランには行政も参加しているが，

行政そのものに不信感があったから，（2）ガーデン区構想とはf視点の違し、jがあった

からの2点だという．以下の2つの節で，この 2点について述べる．

3. 1. 行政への不信感

代表者は，行政に対してあまりいい印象を持っていない．この不信感は，大気汚染

測定活動の中から芽生えてきたものである．それは次のような事実を代表者が見出し

たことに起因している．

川崎市も大気汚染測定を行っているが，それは，各行政区ごとに，わずか2箇所で測定

を行っているに過ぎない．その上，大気汚染の元凶といわれる第3京浜と 246号線の2つ

の道路は，管理権限が川崎市にはないため，測定が行われていない．測定されている主要

な道路は，川崎市が管理している尻手黒）11線のみであり，そして尻手黒川線は前2者に比

べると交通量が少ない．そのようなデータを使って，国の大気汚染基準値をクリアしたと

川崎市は発表しているが，このような数値は当然のごとく信頼できないと代表者は述べる．

また，行政の測定活動の問題点は前述のような化学物質の側面にとどまらない．行

政は，大気汚染による健康被害の側面（2）については目を向けていないと代表者は述べ

る．川崎市衛生年報および月報（表II-1）によると，宮前区におけるぜんそく患者

数は，1992年には 508人であったのが， 2002年では 1204人にまで増加している．

また，表II-1をグラフ化した図II-1を見ると，宮前区は，川崎市内の各区の中で

も，多摩区と並んでぜんそく患者数の増加率が高い事も分かる．

しかし，川崎市は，そのことには目を向けず，限られた測定箇所で国の汚染基準を

表II-1 川崎市（区別）のぜんそく者数（20歳以下）の推移

年度総数 川崎 幸 中原 品i季 宮前 多摩 醇亙
1992 3219 518 272 257 436 508 772 453 
93 3160 525 288 240 401 526 764 416 
94 3659 560 335 288 473 654 887 462 
95 4167 658 386 316 524 793 993 497 
96 4431 679 403 332 589 832 1046 550 
97 4727 714 403 389 626 912 1118 569 
98 4946 688 406 471 638 963 1215 565 
99 5617 729 435 590 767 1083 1390 623 

2000 5698 700 444 619 771 1142 1355 667 
2001 5992 688 462 653 813 1193 1465 718 
2002 5890 670 471 622 852 1204 1430 641 
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クリアしたかどうかを重要視しているという．現に，川崎市の発行している『環境基

本計画年次報告書』にも，川崎市長の言葉として， 「この 30年余りの間に，産業構造

の転換と様々な努力によって，私達は青い空，白い雲を相当程度取り戻すことができ

ましたJ(2001年環境基本計画年次報告書）と記載されている．このような川崎市の姿勢

は一面的であり，多面的な評価が必要であると代表者は述べる（3).

このように，同じ行政活動でも， 「区づくりプランJのような市民活動推進活動と

大気汚染測定活動とで，両面的な評価をせざるを得ないのは 行政内部のセクション

図II-1 JI崎市〈区別のぜんそく者劉20歳以下〉の推移のグラフ
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で断られたという．

による違いが原因ではないかと代表

者は述べる．「区づくりプラン」策定

に参加し，公設民営の区民活動支援

コーナー設置に関わったのは市民局

であるが，大気汚染関係の管轄は環

境局である．そして，後者には「国

の締め付けJが存在するのではない

かと代表者は推測している．事実，

代表者が，ダイオキシン問題で川崎

市に調査を求めた際も（4）， 「それは国

が既にやっているからJという理由

3. 2. ガーデン区構想との視点の遣い

ガーデン区構想、と環境フォーラムの活動は，同じ環境保全活動に含まれると考える

ことも可能だが，代表者によると，両者には視点、の違いがあるという．このような視

点の違いが生まれるのは，宮前区のイメージと実態の軍離を代表者自身感じ取ってい

るからである．

代表者自身，測定活動開始当初は，測定値ばかりに目が行っていたという．しかし，

測定活動を重ねていくうちに，健康被害すなわちぜんそくの問題に目が行くようにな

っていき，そして現在ではこれこそが宮前の抱える問題であるとの認識に至ったとい

う．しかし，現在でも，公害被害は南部のものというイメージが川崎甫には根強く存

在している．

これらのことが， 一見緑が多く環境がよさそうに見える宮前区も， 実際は健康被害

が多い地域であり，そのことへの対策こそが必要だという主張を代表者にさせている

のである．事実，ここ数年の環境フォーラムの活動は上記のようなイメージに対抗す

ることに焦点があるという．

4. 測定結果の公表

環境フォーラムは大気汚染測定活動を行った中から，上記のような問題を発見した．
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そして自らの測定結果を広く公表したいと考えているのだが マスコミや行政はなか

なか取り上げてくれないという現実がある．それはなぜなのだろうか？

原因のーっとして挙げられるのは，調査自体が不十分であるという点である．1 ) 

行政は簡易測定管による調査方法を信頼しておらず，代表者の提言にあまり耳を貸さ

ないようである．2）宮前区全体を 1キロメッシュで測定する必要があるのだが，そ

れには協力人数が不十分で今のと ころ1キロメッシュでは 10箇所ぐらいしかできて

いないという .3）発足当初は，全測定箇所を合わせても 20箇所くらいしか測定して

おらず，現在との比較のためには，不十分なデータしかないという ．それらの結果，

代表者たちの調査も地域的な偏りは否めず，改良の余地のあるものとなっていること

を認めざるを得ないという．

しかし，測定活動で得たデータを生かす方法は行政やマスコミを動かすこと以外にも

ある．「神奈川大気汚染連絡会」という全県の大気汚染関係の団体の上位団体が，デー

タのとりまとめを全県レベルで、行っている．そして，この団体に集められた各国体か

らのデータは大気汚染裁判における原告側の主張の際に利用されている．もちろん環

境フォーラムが測定したデータもそこで分析および利用されている．このような経路

を通して，環境フォーラムの測定活動は裁判闘争に間接的にではあるが寄与し得る

ものなのである．代表者は，行政やマスコ支を動かすことよりも，裁判闘争による大

気汚染問題の改善に期待しており ，その意味では地道な測定活動も無意味ではない・の

である．

しかし，地域における活動だけでなく，より大きな範域を視野に入れることも大気

汚染問題解決のためには重要である．代表者は，環境問題の中でも大気汚染問題は特

に地域性が想定しにくく ，その解決の鍵は技術革新と意識革命であると述べている．

前者の技術革新とは，近年開発が盛んな低公害車による大気汚染の減少を指す．特に

近々発売されるというゼロエミッションビークノレ（水素自動車）に代表者は期待してい

るという．次に，後者の意識的側面については， 一都三県（東京都，神奈川県，千葉県，

埼玉県）のデ、ィーゼ、ル車走行規制（5）を代表者は高く評価している．この規制は，自動車

そのものへの単体規制から，自動車を利用して走行するという行為に対する規制への

変化を告げるもので，国民の意識においてもより低公害志向が強まるだろうと代表者

は述べる．

このように，今まで国がやらなかったことを自治体である一都三県が率先して行う

ことに代表者は意義を認めている．そして，この条例の国に対するインパクトによっ

て，国がより積極的な規制に乗り出す（6）ことを代表者は期待｝しているという．「先進

的な自治体が国を動かさなければダメだ」と代表者は述べる．

5.今後の活動について

代表者は，現在環境フォーラムの運営を後継者にバトンタッチしたいと考えている

が，後継者がなかなか見つからないという．しかし運動をやめる気はないという. 10 
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年やっていると使命感のようなものが出てきてやめるにやめられないのだという．

ただし，その使命感は，環境フォーラムだけで世の中を変えようというものではな

い．「一人でも環境問題に関心もってくれる人が増えてくれればそれでよい」というも

のである．現に測定活動においても，代表者は，自分達で得たデータだけでは，行政

の姿勢を変えられないことを実感している．代表者にとって環境フォーラムでの活動

は，自に見える変化と直接結びつくものではなく，むしろ目に見えない変化をもたら

すきっかけとして位置づけられているようである．

注

1市民館とは川崎市独自の呼称であるが，その実体はほぼ社会教育施設であり活動内

容も公民館での活動と同様である．ただし市民館は図書館と公民館の複合施設であ

り，この点が特徴であるといえよう．

2 rJ11崎から公害をなくす会Jによる南部の臨海地帯での裁判闘争は二審判決を待たず

に和解したが， 一審判決では，大気汚染と健康被害の因果関係について明確な司法判

断が下されている．

3環境フォーラム等の努力によって，『年次報告書』にもようやくぜんそく患者数が記

載されるようになったが， 2002年度現在，いまだに年度別のぜんそく患者数の推移は

記載されていない．また，代表者が『年次報告書』に対する市民意見としてぜんそく

患者数の増加を指摘したところ，川崎市は「20歳未満のぜんそく患者については，生

活環境の変化として大気汚染等様々な原因が考えられると言われていますが，その関

係を探る調査手法との研究を国と共に進めていきます.Jと返答している（2001年環境

基本計画年次報告書）． これらから分かるように，健康被害に行政が本格的に目を向け

ているとは言い難い．

4ダイオキシン問題では，ダイオキシン対策特別措置法の施行で， 2000年以降は川崎

市でもダイオキシン測定結果が公表されるようになり，この面では情報公開が進んで

いる．

5東京都は， 1999年からの「ディーゼ、ル車NO＿作戦jにおいて，デ、イーゼル車排出ガス

対策をただ国に求めるだけでなく，東京都自身の権限を最大限に活用して実現しよう

とする方針を採用した．この成果の一つである東京都環境確保条例によって，排ガス

基準を満たさないディーゼル車は，2003年 10月から都内での走行が禁止される．

6この点で，唯一残された大気汚染訴訟である「東京大気汚染訴訟Jに期待している

と代表者は述べる．なぜなら，この裁判の被告にはデ、イーゼル関係のメーカーも含ま

れており，都のディーゼ、ノレ規制の流れに乗って画期的な判決がでる可能性があるから

である．しかし聞き取り調査後の 2002年 10月 29日に出た東京地裁判決によると，

国，東京都，および首都道路公団に対しては，裁判所は賠償責任を認めたが，メーカ

ーに対しては責任を認めなかった．
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II-5-2. プルトニウムフリーコミュニケーション，

ソフトエネルギープロジェクト

1 .ソフトエネルギープロジェクト設立までの経緯

篠原直人

ソフ トエネルギープロジェクトが設立されたのは 1993年，ブラジノレ環境サミット

の翌年であった．との年，神奈川県が，環境サミットで採択されたアジェンダ21を受

け，『アジェンダ 21神奈川』を策定した．その中の行動プログラムに，地域から担う

市民の役割という項目があり，ここに目を付けたのが現在の代表者で、あった．

代表者は，生活クラブに所属する主婦であり，生活クラブでの活動を通して環境問

題への関心を深めていたという．特に，チェノレノブイリ事故の際，生活クラブの活動

の一環として，事故の影響が三重県にある茶畑にまで及んでいることを調査したこと

が環境問題，特にエネルギー問題に対する関心の深まりに大きな役割を果たしたとい

っ．
さっそく代表者は，生活クラブでの活動を通して知り合った主婦たち5人（横浜市民

だが青葉区住民ではない）に環境に関する活動を呼びかける．代表者は温暖化防止に向

けた自然エネルギーの推進と，前述のチェノレノブイリの影響を念頭において原発に依

存しないエネルギーの実現を目指す事との両方の視点、を持って会を立ち上げた．これ

がソフトエネルギープロジェクト設立の経緯である．

主婦であった代表者がこのような行動を起こしえたのは，夫の理解があったからこ

そだという．生活クラブで得た， f生活上の問題の認識jというチャンスを行動に変え

られたのも，夫の理解の故で、あったと代表者は述べる．このように，代表者は主婦で

あることを捨てて運動を行うのではなく，あくまでも主婦であるまま運動を行うこと

を可能にしたのが夫の理解だったのである．

2. プルトニウムフリーコミュニケーションの発足と活動

もうひとつの団体であるプルトニウムフリーコミュニケーションは，チェルノブイ

リ原発事故により，子ども遣の食べ物やお茶が汚染されたことをきっかけとして，生

活クラブメンバーで、青葉区において発足した．ソフトエネルギーフ。ロジェクトと同じ

1993年のことである．

プルトニウムフリ ーの活動の背景としては，青葉区とプルトニウムとの特異なかか

わりが挙げられる．大井埠頭で陸上げされた粉末プルトニウムは，横須賀市にある核

燃料製造工場（1）でベレット化され，横横道路をとおって福島，柏崎，東海村等の原

発や，浜岡や 「もんじゅJ等関西の原発に輸送されている．よって，青葉区は，プル
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トニウム輸送という側面から見ると，全国でも危険度はトップクラスだという．真夏

と冬を除いては， 3日に 1国はプルトニウムが青葉区を通過しているという ．

しかし，ブ勺レトニウム輸送に関する情報は自治体には一切非公開である．プルトニ

ウムの盗難を防ぐことがその理由だという．代表者たちは，住民の防災を担当する自

治体に情報が公開されないことを問題視し，この点の改善を目指す．

ここで注意すべきは，代表者らが，核エネルギーの全廃を要求しているのではない

ということである．それどころか，輸送情報の住民への公開も要求していない．プノレ

トニウムをなくすのではなく，あるならあるで責任を持つべきというのが，基本的な

要求であったという．具体的には，自治体と製造工場で情報公開を定めた協定（2).

を結ぶことをめざした．

代表者たちは，時には科学技術庁の官僚を招いて対話集会を開き，問題を訴えた．

自治体がブ勺レトニウムを盗むわけがないのに，自治体に情報を公開しないのは理不尽

であると，代表者たちは官僚に訴えたという ．

このような対話集会も含む運動全体の過程においては，国や自治体と真っ向から対

立するのではなく，むしろそれらに対してより具体的な提案をすることを目指してい

ったという．つまり，妥協を内在的に含む運動展開で、あった．たとえ 100%でなくて

も，できることを一歩一歩やるべきだと代表者は述べる．そのため，「何ができるかj

についての議論に多くの時間が割かれた．その結果，国や自治体との議論よりも，運

動団体内部での議論のほうにより重点がおかれたという．このような運動方針は，「対

立よりも協調」で流通の仕組みを変えていくととを目指した生活クラブの活動方針か

ら学んだもので、あったという ．

このような方針の下での運動の結果，および 2000年 9月に起きた東海村での臨界

事故の結果，神奈川県は横須賀の核燃料製造企業と安全協定を結び，情報が県に対し

ては公開されることとなった．また，県はその後横浜市，川崎市とも協定を結び，両

市に対しても県の情報が流されることになった．

3. 他団体との連携

プルトニウムフリーは上記のような運動方針をとっているにもかかわらず，原発反

対団体や原発推進団体からは，賛成／反対の2分法によって原発反対の団体として見

なされてしまいがちである．このため，反原発団体や，自治労神奈川県本部，神奈川

県高等学校教職員組合，全水道神奈川支部の労組とは連携ができたが，企業や行政等

との対外的な協調は代表者たちの意に反して難しい状況であったとし＼う．

代表者としては，より多くの人々を巻き込むような運動をしていきたいという．し

かし，原発反対と見なされることによって，連携先が限定されてしまい，そのことに

よって，活動のための資源獲得も思うようにならないのである．このような不満をカ

ノ《ーしたのが，もう一つの団体であるソフトエネルギープロジェクトの活動で、あった．
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4.代表者の活動からの離脱

プルトニウムフリーは前述の安全協定締結によって，立ち上げ当初の目標をほぼ達

成してしまった．その上，その後の反原発運動の流れとしては，主に核燃料輸送より

も製造工場に重点がおかれるようになったという（3）.このことによって，プルトニ

ウムフリーも，活動地点が横須賀に移った．

また， 1996年「ス トッププル トニウム神奈川連絡会」として会はネットワーク化し

事務局もできた．しかし現在は地球温暖化もおおきな問題となり，それに伴いソフト

エネルギープロジェク トの活動の比重が非常におおきくなったこともあって，代表者

はプルトニウムフリーの活動を別の人物に任せているのが現状である（4).

5. ソフトエネルギープロジェクトの立ち上げと活動

代表者は，1992年のブラジルの地球サミット後，地球温暖化に対して問題意識を深

めており，温暖化の現状を考えると，より大勢の人や組織を巻き込むことが可能（5)

な運動として，ソフトエネルギープロジェクトという団体を立ち上げたのであった．

1993年のことであり，プルトニウムフリーと立ち上げが同じ年である．ことからもわ

かるように，早い段階から，代表者が反原発運動とは別の道を模索していたのである．

両団体を比較すると，ソフトエネルギーが会員数約 90名なのに対して，プルトニウ

ムフリーでは会員数約 50名であるという．また，プノレ トニウムフリーの実質的メンバ

ーの増減が原発事故等の影響を受けやすいのに対して，ソフ トエネノレギーはどちらか

というと安定して増加傾向にあるという．

これらのことからわかるように，プルトニウムフリーが日常生活に密着した問題意

識先行型と名づけられるのに対し，ソフトエネノレギーは事業型と名づけられよう ，事

実，ソフトエネルギーの会員には，男性の比率が高いのだが これは技術や運営など

がより専門化しているからであり ，現役の会社員が自らの技能を生かすために入会す

るケース（6）も多いという．

ソフトエネノレギープロジェク トは 1999年に NPO法人化され，より専門化，事業体

化の性格を強めている．これにより，自治体からの委託や，温暖化対策のための研修

の請負，各種イベントや講演会の依頼等，活動領域が広まり，有料でのソーラーパネ

ルの取り付けのアド、パイス等，企業に近い活動も行うようになったという ．年間の活

動費も 1000万円を超えている．

このように現在では，代表者はソフトエネルギーを活動の中心に据えており ，前述

のようにプルトニウムフリーからは離れた状態であるという（7).

6.行政とのかかわり

6. 1.ソフトエネルギープロジェクト
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ソフトエネルギーの活動は，自治体からの委託も多く，委託の動きは年々活発にな

っているという．ソフトエネルギーにおける委託という形での行政との関わり方は，

「何が何でもやりとおさねばならなしリという NPO自らに対する責任感を植えつけ

ると代表者は述べる．つまり，行政にやってもらうのではなく，自分達が，行政では

できない新しいサービスを通じて，社会の一翼を担うのだという責任感がソフトエネ

ルギーの活動を支えているのである．

さらに，このように行政からの委託を受けるだけにとどまらず，ソフトエネルギー

の活動はより主体的なものに及ぶ．行政の委託はソーラーパネノレの取り付けといった

ハード面に集中し，取り付け後の教育活動に進みづらいので，代表者らは取り付けた

ソーラーパネルを教育に生かすために，さまざまな企画を独自に立てているという．

その一環として， 2000年 12月には，企業の協力を得て，環境教育を行うためのセ

ンターを横浜市南区に開設した．このようなセンターは，環境庁や各都道府県が地球

温暖化防止活動推進センターとして設置を進めているものであるが，法律上情報の提

供にとどまる部分もある．よって ソフトエネルギーによるハードの設置と，環境教

育，普及啓発が一体化した環境教育センター開設はこのような行政の取り組みを先取

りした格好になった．環境庁も， NPOが行政機関と連携して環境教育を行うことは考

えられるが，単独で常設的な施設を作るのは聞いたことがないと，驚いているという．

また，代表者は，ソフトエネルギ一関係諸団体のネットワークであるストップ温暖

化ネットワークを 1997年に立ち上げ，リサイクル，省エネ，緑化，環境教育の諸団

体のまとめ役になると共に，学校の教師や行政とも連携を取っているという．代表者

は，事務局を引き受け，呼ひ、かけや組織化を行っている．ネットワーク立ち上げにお

いては，最初から行政との連携が視野に入れられていることに注目すべきである．

6. 2.プルトニウムフリーコミュニケーション

それでは，プノレトニウムフリーにおける行政とのかかわりはどうなのであろうか．

たしかに行政の委託を受けるのはソフトエネルギーほど容易ではないという．しかし

それでも連携を取った経験があるという．その経験は，次のようなものである．神奈

川県の防災対策課が原子力防災に関する学習会を開催していたのだが，講師は県が依

頼することになっていたため，学習会の内容が原発推進に偏る嫌いがあったという．

そこで、プル トニウムフリーが市民側講師を推薦したところ，受け入れられたという．

このような形の連携は4～5年続いたという．

また，プルトニウム輸送問題における行政との交渉では，「言うだけでなく，具体的

な提案をJという姿勢は一貫しており，周辺住民のアンケー トやシミュレーションを周

到に行ったという．

このように，数としては決して多くないが，プルトニウムフリーの活動においても

行政に対して主体性を持ったかかわりをしようと代表者は心がけてきた．しかしソフ

トエネルギーと比べるとその主体性は隈定されたものにとどまっている．
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7. 代表者における運動の位置づけの変化～地域性から専門性へ

代表者は，ソフトエネルギーとプルトニウムフリーの2団体における運動を進める

にしたがって，青葉区とのかかわりが薄くなっていったと述べる．たしかに，運動を

はじめたきっかけは青葉区と大き くかかわっていた．もし青葉区にプルトニウム輸送

路が存在しなければ，代表者は具体的行動をおこすチャンスを逸していたかもしれな

し＼

しかし 10年間同じことをやっていては運動体としては持続しないと代表者は述べ

る．その上，代表者の活動は単なる持続だけにとどまらない．より多くの人を巻き込

む運動を目指して，活動規模の拡大を代表者は目指したので、あった．とくに，ソフト

エネルギーの NPO法人化以降は，規模に見合うだけの専門性を身に付けなければや

っていけなかったという．このように，代表者の運動リーダーとしての 10年間は，地

域性から専門性への変化の過程で、あった．

在

1 JNF （日本ニュークリアヒューエノレ）という企業名．ただし現在は海外企業との提

携のため改称されているという．

2工場所在地である横須賀市は既にこのような協定を締結しており，代表者がこの協

定をモデルにしていた可能性がある．

3法制定により，県の原子力行政の重点が，製造工場に移ったという．そのようにな

った以上は，運動としても，県の行政の枠組みに合わせたほうがやりやすいという．

4とはいっても，代表者は，東海村事故の際に子どもを帰宅させてしまったとの反省

点を挙げ，企業や行政だけでなく，市民も「緊急時マニュアノレ」を作るなど危機管理

に目を向けなければダメだと述べていた．

5東電の支援が受けられることも大きかったという ．

6会員には，会計の専門家の他，原発技術者も含まれているという．これらの人の入

会動機は，企業を通じてだけでなく，他の経路を通じても社会に関わりたいというも

のであるという．

7しかし両運動は立ち上げの時期が同じ年であることから考えると， fプルトニウムフ

リー→ソフトエネノレギー」の推移というよりは，同時に始めた2つの運動のうち，結果

的により発展したのがソフトエネルギーで、あったということかもしれない．
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11-5-3. 日本捨猫防止会，神奈川捨猫防止会

篠原直人

1 .設立経緯

1. 1 .日本捨猫防止会の設立

日本捨猫防止会の設立年度は 1961年とかなり古い．このグループを始めたのは，

東京在住の主婦4人と詩人 1人で、あったという．この5人は既存の猫の愛好団体に入

っていたが，この団体はあくまでも楽しみのための団体であったという．そのため，

この団体では猫を取り巻く現実に対する対策がとれないとして， 5人は独立して別の

ク守ループを立ち上げた．これが日本捨猫防止会である．

日本捨猫防止会の主な活動目的は，避妊手術により不幸な猫が増えるのを防ぐこと

(1）であり、そのための良心的な獣医師の紹介が主な活動で、あった．

創立期には，メンバーの一人の失がたまたま新聞記者で、あったため，新聞で取り上

げてもらうこともあったという．このようなこともあり，活動に賛同する一般会員，

及び獣医師も順調に増加していったという．当時は獣医師の量，質とも現在ほどでは

なく，良心的な獣医師を紹介できることは，大きな意味があったという．

現在の捨猫防止会の代表者は，会が発足して 11年後にあたる 1972年に入会する．

入会の理由は，「憤り jだという．当時ひばりがEの団地に居住していた代表者は，団

地内の捨て猫が目に付き，何とかしたいと思っていたという．しかし，飼えないなら

安楽死しかないという現実を知るにいたり，「猫を好きな人が猫を殺さなくてはいけな

しリとしづ現実に，強い矛盾を感じるようになったという．

このような時，学生時代の同窓会で偶然「日本捨猫防止会Jの存在を知った代表者

は，早速入会する．そして，当時のリーダーがちょうど引退した時期だ、ったことや，

代表者が仕事をやめて家庭に入った時期だったこともあり，代表の地位に就いた．

1. 2.神奈川捨猫防止会の設立

代表者は，翌 73年に「日本捨猫防止会Jと並行して，「神奈川捨猫防止会」という

団体を立ち上げる．この理由としては，「日本」の活動の中心であった東京都と，神奈

川県の中心である横浜市ではあまりに違う点が多いからであるという．横浜市は，港

町という土地柄，開放的な精神が強く，歴史的にも様々な新しい動向を担ってきたが，

動物とのかかわりに関してもそのことはあてはまる．

具体的に述べると，横浜市は，日本における小動物獣医学（2）の発祥の地であり，

動物保護に関しては先進的な地域であった．それゆえ，獣医師会も伝統的に閉鎖性が

少ないといわれる．それをよく表す事例としては次のものがある．当時の動物保護法

において，猫の引き取りは行政が行うという規定があった． しかし例外的にその業務
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を行政側担当者でなく獣医師が行うことは可能であった．そのような例外が設けられ

た理由は，獣医師が業務を行う事によってより猫にとって苦痛の少ない方法で処分を

行うことができるだけでなく 水際で、捨て猫の発生を防止することもできるというメ

リットがあるからである．しかし実際は，獣医師による猫の処分を承諾したのは全国

の獣医師会の中でも横浜市の獣医師会だけで、あったという（3).

また，現在でも，横浜市の獣医師の中には飼し、主や保護者の事情によっては避妊手

術料金を低く抑えて対応してくれる人もあるが，それと比べると東京都の獣医師には，

そうした姿勢の人が少ない傾向があると代表者は述べる．

このような横浜市の特殊性にかんがみ，神奈川捨猫防止会を立ち上げた代表者であ

ったが，その活動内容やメンバーの質的構成は全く変わりないという．

2.活動内容

活動の内容は， 1 ）避妊のための獣医師のネットワークを構築することおよび， 2)

猫に関する トラブル一般の相談に乗ることだという ．捨て猫を増やさない有効な手段

は不妊手術をすることであり，そのための良心的な獣医師を紹介することが必要にな

ってくる．よって獣医師のネットワーク構築は一貫して重視されており ，会員のホー

ムドクターや協力獣医師には，会から情報を定期的に送ることにしているという ．こ

の他にも，年 1回の会誌，会報を作り，会員に配布しているという ．また，猫に関す

る電話相談は一日 3～5件あり，その内容は不妊手術に関するものや， 外猫による近隣

トラプ、ノレなど様々 である．

3. 活動方針

会の姿勢は一貫している．それは，直接に猫の救済をするのは，あくまでも当事者

であるということである．たしかに会が直接に猫の救済を行わないことは時に非難の

対象となる．しかし会が直接救済を行うにはあまりに捨て猫の数が多すぎて，結局は

無責任になってしまうと代表者は述べる．

結局，会の活動は地域の人々ができることを探してそれを最大限に生かすための援

助をするという ことにとどまる．そして，その後は，地域の人が自ら行動してもらう

のが究極の目的だという ．つまり，人を育てることを主とした活動がこの会の活動方

針なのである．

このような姿勢を貫くことは，地域の当事者の意思次第で，「捨て猫の保護Jという

活動をあえて選択しないということにもつながる．例えば，猫が子猫を生んでしまい，

とても面倒を見切れないので安楽死させるしかないと地域の人の「腹が決まって」し1る

のならば，会としては，それを辞めさせようとすることはしないという．

また，近頃は「猫と人との距離が離れているJ(5）ために，地域住民が突然猫に関す

るトラブノレに巻きこまれても，猫と人との関係についての実践的に蓄積された知識が
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ないため，適切な処理ができない事例が増えているという．そのため，運動に関わっ

ている人たちにとっては基礎的に思えることでも，相談に乗ることや、場合によって

は獣医師を紹介することは重要なことなのだと代表者は述べる．

4.組織形態

「日本Jの方の会員は全国にくまなく存在しており，現在は 809名である．東京在

住とそれ以外の地域在住者がほぼ半々だという．会員の圧倒的多くが女性であり，（男

性は 10名ほど）その中でも大多数が主婦である．専従メンバーはおらず，事務員 8名，

責任者 2名の体制で、活動を行っているという．「神奈川j の方は会員 200名程度で，

やはり圧倒的に女性が多いという ．また，事務局は代表者の管轄となっている．

メンバーの出入りは頻繁であり，また会員数の増減も流動的であるという．例えば，

1995年の阪神大震災の直後，被災地の猫についての日本捨猫防止会の会誌が全国紙に

取り上げられたことで会員が急増したのは，メンバーの流動’性をよく示していると言

えよう．この理由としては，運動が高度に組織化されていないことが挙げられる．そ

して高度に組織化されていない理由は，猫に関するトラプ手ルは，地域に即した問題で

あり，具体的な活動は，地域地域で行うととが望ましいと言う姿勢を会が貫いている

からである．このため，会にとっては，相互の独自性を認めあうゆるやかな連携が望

ましい連帯原理となるのである（6）.また，もう一つの理由と しては，会員の多くが

主婦であるため，高度に組織化された活動に慣れていない点も挙げられるという．結

局，組織形態としては「この程度」であるからこそ 40年以上も続いたのであろうと代

表者は述べる．

よって，会が分裂するというようなことは無いが，地域地域で会員が自分違で独自

の団体を立ち上げることは頻繁に起こっているという（7）.このようにして立ち上げ

られた地方の団体をパックアップするため，会の広報物を各都道府県の県庁所在地の

動物行政担当窓口や全国の獣医師会事務局などに送付して，地方会員が活動をする場

合に地元行政に相談に行きやすい環境を作っているという．

5.行政との関係～「地域猫Jと 「地域の猫」

5. 1.磯子区での地域猫の成功

近年，各地で野良猫に対する処遇のあり方について行政が積極的に活動を行なうよ

うになっている．これは動物保護の重視という時代的な要因のほかに，「地域猫Jの普

及という要因がある．地域猫とは，飼い主のいない猫を地域の共有物として地域で面

倒を見ていこうという試みである．つまり，地域に住み着いてしまった野良猫に対し

て，地域住民が集団で新たな飼い主となり ，適切な飼育，管理をおこなうという こと

である．

従来のように地域に発生した野良猫に対して，保健所による行政サービスに一方的
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に依存したり，あるいは一部のえさやり人のみが好き好きに野良猫に関わっている状

態は，現に地域の内部に存在している野良猫を，地域の外部にある存在として無責任

にも見て見ぬふりをすることにつながるだけでなく，一部の猫好きな人と，一部の猫

嫌いな人の問での利害対立を激化させてしまう．

そこで，地域社会が野良猫とうまく共存していくために，「猫好きな人と猫嫌いな人

をつなぐことによって」地域社会をまとめ，猫に関する問題を解決するための責任主体

として確立させてし1く活動が地域猫活動なのである．

日本で、初めて行政が関わって地域猫活動を行なったといわれているのが，横浜市磯

子区である．磯子区は， 1997年に「個性ある区づくり推進事業jの一環として行政の

事業として地域猫への取り組みを始めた．これが全国でも初めての行政による地域猫

活動で、あったという．しかし，飼い主のいない猫に関するトラブノレは，その 10年前か

ら問題化されており，磯子区内のある自治会では 1989年より地域猫活動の実践が始

まっていたという．

行政が地域猫活動に取り組むようになったのは，磯子区に転属する前に，たまたま

各地で飼し、主のいない猫の問題に接していた職員が多く磯子区に集まったことで，そ

の経験が磯子区に結集したという事情があるという．しかもこの時集まった関係職員

の中には，獣医師が 3人含まれていたという．

その後，磯子区の取り組みは高く評価され，各地に地域猫は広がっていく ．代表者

によれば，地域猫が広まったのは行政の後ろ盾のおかげだという．地域猫活動は，捨

猫防止会等の団体がこれまで、行ってきた活動で既に実践されていたが，猫のことを大

まじめに話して，これに対して誠実な対応を得ることは，猫に関心のない住民に対し

てはもちろん，行政に対しても困難であり，どうしても地域猫の活動家は「浮いた存

在」になりがちで、あったという ．しかし，磯子区での成功以降は，地域猫活動の認知

度が一気に上がり，また，施設や予算面での援助も得やすくなったという ．

近年では，上記のような行政とのパートナーシップはむしろ常識となっており，捨

猫防止会の活動においても行政との関係は大いに利用していると代表者は述べる．し

かし行政職員は移動が激しいため，なかなか人間関係を築きにくくその点では限界が

あるとも代表者は述べている．

5. 2.青葉区での活動

現在，代表者は青葉区に在住しているが，その青葉区でも，磯子区での地域猫成功

の影響をうけたと推測されるような団体が行政主導で立ち上げられている．その団体

は「青葉区猫との暮らしを考える協議会」という名称であり，発足当初から代表者も参

加しているという．

この「協議会」は，青葉区が主催しているもので，立ち上げに当たっての予算も，行

政の「区づくり予算j によってまかなわれているという ．この「区づくり予算」は，

市民団体の立ち上げを行政が積極的に援助するための予算であり，団体結成後 3年間

のみ供与される．
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この協議会のメンバー構成は，次のようになっている，まず代表者のほか，野生動

物保護関係の団体のメンバーが関係する運動団体から加入している．そして協議会全

体の会長を務めるのは獣医師会理事長である．また，その他に各町内会自治会の「保健

推進委員会Jからもメンバーに加わっている．そしてとれらの構成メンバーは，全て行

政の声かけによって集まったメンバーで、ある．このことからも分かるように，この協

議会は本質的に行政主導であり，代表者に言わせれば，「行政・町内会のつながりにけ

ものへんがくっ付いたもの」である．

協議会の活動としては，①猫の適正飼育の普及啓発②キャッ トメイトの認定と不妊

去勢手術費用の一部補助などの支援③野良猫の自動、主探し④各種講習会の開催の4つ

である．

6. 今後の展望

代表者は，今後の展望として，情報を提供された地域住民が，自らの活動によって，

自らの団体をより発展させていくことを願っているという．情報を得て「やれやれ」と

安堵するのではなく，「更に広めていきたしリと弾んだ気持ちになって欲しいと代表者

は述べる．猫の問題は，あくまでもその地域の問題であり，その地域に即した団体が

各地により多くできることを代表者は望んでいるという．

また，猫の問題は，個人レベルにおける問題解決に限定するならば， 一週間で成果

が出る問題だという．しかしそれを広く普遍性を持つ共通の合意にしていくのは難し

いという．そのため，広範な情報提供活動が必要だという．結局，猫の問題は地域の

相互理解の問題になるということであり，魔法のように，一挙に問題を解決する方法

はないといえる．

近年では，磯子区のような行政の取り組みもあって，多くの人に猫に関心を持って

もらえるような時代の流れになってきている．しかしその一方で，実際には，街角で

人と猫が自然に接していた時代と比べて，猫と人がますます隔離されるようになって

いるのが現状であると代表者は述べる．この両者のギャップを埋めるのが代表者の現

時点での願いだといえよう．このことによって行政の後ろ盾によって成立する「地域

猫」ではなく，さまざまな形で猫に関心を持つ人同士の活動によって成立する「地域の

猫Jが可能になるのである．

注

1本来，捨て猫の天敵は野良犬で、あった．しかし，昭和 30年ころから，野良犬が街頭

から駆除され，捨て猫は天敵を失った状態になったという背景があった．

2獣医学には，家畜等の大動物を対象とするものと ベット等の小動物を対象とする

ものがあり，現在でも大学のカリキュラムにおいては前者の比重が圧倒的に大きいと

いう．

3事実，この伝統は現在でも生きており，施設への引き取られた猫のうち一般に譲渡
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される数が全国の中でも郡を抜いて多いのは横浜市である．いくつかの動物保護団体

によって行われた調査によると，平成 13年度では，横浜市の一般譲渡数は全国での

2245頭のうち 425頭を占めている．これは調査に回答した全国の自治体の中でも最も

大きな数値であり ，2位以下の新潟県 145頭，富山県 137頭を大きく引き離している．

er地球生物会議J，「動物実験廃止全国ネットワークJ，「生きもの SOSJの3団体によ

る「全国動物行政アンケートJより） この理由としては，横浜市では動物病院に引き

取られることで一般に譲渡される場合が多い事が挙げられる．

4また，この当時の横浜市長が革新系だ、った事もあり，保健所での動物の殺処分が労

働問題として横浜では問題化されていたことも関連しているのではなし1かと代表者は

述べる．

5昔は猫が地域社会により溶け込んでおり，えさやり等で猫と接した経験がある人が

今より多かったと代表者は述べる．

6 「定例会をやっても，人はこないだろうJと聞き取り調査に同席した事務の方は述

べていた．

7 しかし， これらの団体の人は，身近な問題にかかりきりで，全国レベルでの情報提

供等の関心は薄いという．

参考文献

松浦美禰子，2001，『猫ちゃんを救え ！人にも猫にもやさ しい街づくりを提案』人類

文化社
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II -6. 住民運動に関する市民活動

II-6-1. 川崎公害病友の会，川崎公害患者と家族の会

高木竜輔

川崎市は東西に細長い市であり，川崎市南部地域，特に川崎区や幸区は戦前から重

化学工業地帯を形成しており，かっ交通の要所として日本の戦後復興ならびに高度経

済成長の鍵を握る地域であった．しかしそれは大気汚染の被害に苦しむ公害患者たち

の犠牲の上に成り立っていたことを忘れてはならないだろう ．）｜｜崎公害訴訟は 1996

年 12月に，大気汚染公害の被害者とコンビナー ト14社との間で和解が成立し， 1999

年には建設省（現国土交通省），首都高速道路公団との和解が成立した．和解後は，「J11 

崎公害患者と家族の会Jが中心となり，国，神奈川県，川崎市とともに，川崎市の環

境再生に向けた活動を展開している．

川崎大気汚染公害に関しては他の研究において議論されているので，ここではその

簡単な歴史仁判決後の川崎市の環境再生に向けた活動，とくにその地域社会との関

わりについて紹介したいと思う．

1 .川崎大気汚染公害の歴史と裁判の展開

川崎市における大気汚染公害は戦後すぐの時期に社会問題化し，その解決にむけて

各種団体が発足し，活動を展開していたが，なかなか一つにまとまっての活動に収数

してゆくことがなかった（永尾 ・加藤，1987）.こうしたなかで，「公害をなくす会」

が 1969年に発足し，また患者団体である rJ 11崎公害病友の会j が 1970年に発足し，

公害病認定の集団申請をおこなう．このり｜｜崎公害病友の会Jは公害健康被害補償法

に基づく認定患者のあつまりである（メンバーの数は公式に表明していなし、）．

そして，「J11崎公害病友の会Jのなかから「川崎公害裁判原告団」が結成され，第一

次提訴が 1982年におこなわれる．その後，第二次提訴（83年），第三次提訴（85年），

第四次提訴（88年）と訴訟が拡大してゆく．会員は原告団に，必ずしも全員が参加し

たわけではない．たとえば親族がコンビナート企業に勤務しており原告団に加わるこ

とができないというケースである．また，「川崎公害病友の会」に参加することまでは

いいが，自分の息子が努めている企業を相手に裁判を起こすのはけしからんという人

もいたという．そういうわけで，原告団になることについては強制ではない．原告団

は440人で構成され，ほとんどの人が川崎区と幸区の人である（引っ越しなどの転居

により川崎区と幸区以外の人も原告団に加わっている）．

82年に第一次提訴がおこなわれたわけであるが，裁判に対する反応は，裁判が進む
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につれて変わっていったという．

上記でも書いたように，川崎市は戦前から重化学工業地帯を形成している．そのた

め裁判を始めた当初は，「企業に対するたてっき」と見られており，それほど好意的に

受けとられていなかったという ．とくに患者自身がこの件で文句を言われることもあ

ったという．また，患者が 「患者Jとして扱ってもらえないということも，その当時，

裁判に対する評価が低かった）因となっている．どういうことかというと，公害患者

は，昼間は健常者と同じように見え，かっとても病気を持っている人には見えない．

しかし，夜間になると気温の関係から発作を引き起こしやすく，夜中に苦しい思いを

するのである．また，病気に対する正しい知識が認識されていないため，目に見える

症状が咳と疾であることから，そこから f汚いj とか 「伝染病というJ誤ったレッテ

ルを貼られることが多々あったという．また裁判でコンビナート企業に勝つこと自体

が無理であるというように思われていたことも加わって，その当時は，裁判が好意的

に受けとられることがないばかりか むしろ否定的に受けとられていたといっていい

だろう ．

このような裁判に対する見方は， 1980年代後半からの環境問題に対する世論の変化，

また，裁判上における社会的条件の変化などにより徐々に変わっていった．その転換

点の一つが 1989年の千葉での大気汚染公害に対する訴訟である.) 11崎製鉄を相手に

した裁判であったが，運動の規模がそれほど大きくないにもかかわらず原告団が勝っ

たのである．このことは，川崎の原告団にとって「裁判に勝てるのではないかJとい

う感触をいだかせたという．また大阪の西淀川における大気汚染公害裁判においても，

原告側が勝訴した．大阪の西淀川の場合は，被告企業が 11社であり ，大規模な裁判に

なったが，立地条件の関係から企業の共同不法行為が認められるかどうか微妙だった

という ．しかし，西淀川の裁判においても原告側が勝訴し、そのことが川崎の原告団

にかなりの勇気を与えてくれたという．このように他の地域における裁判での原告勝

訴に加えて，環境問題に対する認識の変化も，との地域における裁判に対する評価を

変える一因であったという．そして川崎における大気汚染裁判は，結審の三年前（91

年）に）11崎公害裁判支援共闘会議が結成され，労働組合や市民団体など約 40団体が加

入し，裁判をパックアップしてくれるようになったという ．

このように各地の大気汚染公害裁判の勝訴判決に勇気づけられ，また川崎市におけ

る支援共闘会議のサポートにより， ）11崎公害訴訟は 1996年 12月に，大気汚染公害の

被害者とコンビナート 14社との聞で和解が成立し， 1999年には建設省と首都高速道

路公団との間で和解が成立した．

ちなみに裁判中における川崎市北部の運動との連携はあまりなかったということで

ある.70年代には伊藤革新市政を生み出した北部の運動と南部の反公害運動との結び

つきは，裁判の時点においてはそれほどなかった．

2. 公害裁判から環境再生・まちづくりへ
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川崎公害訴訟は 例 年に第一次訴訟から第四次訴訟までについて一審判決が下され，

原告側の全面勝訴となった．この判決をもとに企業と交渉し， 96年に企業との和解に

至った．しかし，自動車排気ガスと健康被害との因果関係に関する，建設省と首都高

速道路公団との裁判がまだのこっていた.98年に横浜地裁川崎支部にて原告側が勝訴

し，翌年には建設省と首都高速道路公団との閣で和解に至るのである．

建設省ならびに首都高速道路公団との和解後の患者会の活動の中心は，以下の三点

に要約されている (J11崎公害病友の会， 1999:6p). 

(1）公害被害者の救済

(2）公害の根絶

(3）環境再生とまちづくり

ここでは（3）の環境の再生とまちづくりの問題に焦点をあわせて紹介しよう．

環境の再生とまちづくりということでまず焦点が当てられた地域は川崎区と幸区で

ある．裁判の性格からすると当然であるといえよう ．

まちづくりの具体的な実践と しては 主要幹線道路の車線削減や歩道の拡幅，植樹

帯や遮音壁の設置などである．このなかにはすでに実現しているものや，具体的な成

果が出ているものもある．またこの地域の再生には大気汚染公害とは直接関係ない実

践まで計画されている．たとえば，川崎市駅前の再開発に関しても積極的に提言をお

こなっている．このような地域再生の提案 ・実践は「）｜｜崎公害病患者と家族の会J（以

下， f患者会」と省略）が担当している．この団体は， 98年に建設省と首都高速道路

公団との裁判に勝訴したのをうけて，りII崎公害病友の会」が改名されて発足したもの

である．

このほかにも I公害環境健康まちづくりフェスタj を年2回開催している（6月は

環境月間に， 11月は勤労感謝の日にあわせて開かれている）．このフェスタは実行委

員会方式を採用しているが，事実上は患者会が中心となって運営されているものであ

る．このフェスタの開催は 裁判が終わったあと実践されている具体的なまちづくり

活動を，市民の人に知ってもらうために実施しているのである．逆に， このような市

民との関わりを通じて，最近北部の緑地保全の問題についても関心を持つようになっ

てきたという．そしてその結果，「まちづくり・環境運動川崎市民連絡会jにも積極的

に参加するようになったという ．北部の活動との連携は模索中の段階であり，具体的

な活動プランを作成するまでには至っていない．しかし川崎北部においても近年，小

児哨息の患者が急激に増えているということで，このような点から北部の小児哨息の

問題，大気汚染の問題にも関心を持つようになってきており，具体的な問題を通じて

北部の活動と連携する機会は合後増えていきそうである．

まちづくりフェスタとは別に，川崎市南部を中心として 「連続学習会」が開催され

ている．月一回開催され 5回から 6回の講義でひとまとまりの学習会となるよう考

えられている.2001年度から始まり ，環境問題をテーマに学習会を開いている．この
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学習会では北部の活動家・実践家に講師として来てもらっている．北部の環境問題を

知ると共に，このような学習活動を通じて，北部の活動と南部の活動との将来的な連

携を意識しているという．

上記で簡単に述べたが，かつて 30年まえには「緑の憲法運動Jとしづ枠組みのもと

で南部の運動と北部の運動が連携し，それが 1971年の伊藤革新市政誕生の基盤にな

った．またその当時，「緑の憲法運動Jとは別の形で，「市民運動連絡会Jという形の

連携がかつて存在していたという．そこでは南部から北部まで全部の要求を取り上げ

て，運動をしていた団体が存在していた．

3. 川崎市とのパートナーシップ

最後に，地域再生・環境再生を実践していくなかでの，国との関係，パートナーシ

ップについて紹介しておこう．

ここでもう一度， 99年の建設省ならびに首都高速道路公団との和解後の中心的取り

組みについて確認しておこう．それは以下の3点にまとめられていた．

(1）公害被害者の救済

(2）公害の根絶

(3）環境の再生とまちづくり

99年の公害裁判における被告との和解内容に地域の環境再生が盛り込まれること

となったが，それは画期的なことであった．なぜかというと，原告団側が損害賠償金

を放棄するかわりに，川崎市のまちづくりについて国が原告団と協議することを義務

づけたからである．それ以降，川崎のまちづくり・環境再生にむけた，国 ・市との協

議の場が設けられることになるが， ここでは国（建設省と首都高速道路公団）との関

係と，川崎市との関係に分けて確認してみることにしよう．

(1）固との関係

判決の内容に，原告団側が損害賠償金を放棄するかわりに，川崎市のまちづくりに

ついて国は原告団と協議しなければならないことについては上記で述べた．これは「川

崎市南部地区道路沿道環境に関する連絡会J（以下，連絡会と省略）としづかたちで話

し合いの場が設定されており，それは国土交通省関東地方整備局（｜日・建設省関東地

方建設局），首都高速道路公団，そして原管団から構成されている．

固としても具体的なまちづくり ・環境再生のプランをつくっているという．この結

果，逆に賠償金よりも大きな額のまちづくり ・環境再生関係の予算がついたので、ある．
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(2）川崎市との関係

裁判において川崎市は被告になっていないが，原告団側が市に対｝して検討会設置を

要求した．その背景には，裁判所（横浜地裁）が，固と公団だけでなく ，神奈川県と

川崎市の責任にも言及したからである （原告は被告にしてはいなかった）．

原告団は川崎市との関係に焦点をしぼって市との聞に検討会を設置し，すでに 19

回の検討会が聞かれている．ペースとしては三ヶ月に一回くらいである．検討会にお

いては原告団が議題を整理して， ）, ，崎市とともに環境再生の具体的実戦に向けて協議

しているという．

このように，国と協議する連絡会と，市と協議する検討会は別々に設定されている．

三者で会う機会もあるが， 三者で会わないほうがいい場合もあるとのことだ．

川崎市との関係においては，まちづくりに関するテーマを広げていって逃がさない

（検討会を終わらせなし、）ことが重要だという．公害問題が終わらない限り ，判決が

土台となっているため，川崎市としては検討会につきあわざるを得ないのである．

しかし，このような川崎市とのパー トナーシップにおいては弱点も存在する．一つ

目は市民との連携が弱いことである．固との連絡会には人数制限があるが，市との検

討会においては人数制限が決められていない．そのため，市民の関心が高ければ高い

ほど，原告団の要求が通る可能性が高くなる．上記でも紹介したまちづくりフェスタ，

連続学習会，ニュースで、関心を持ってもらえるようにしているが，「裁判はもう終わっ

たJという印象のためだろうか，どうしても関心が弱いということである．

三つ目は川崎区が展開している 「まちづくりクラブj （「川崎区づくり白書j に基づ

く提案の一つ．「区民が主体的にまちづくりに対する提案や要望を出し，あるいは調査

し，具体的アクションを起こす組織Jとして発足している）との連携が弱いことであ

る．地域再生を実践するにあたって，そことの連携がとれれば活動の範囲が広まると

思われるが，いまはまだ連携がそれほどとれていない状況だという．

三番目は川崎市の権限の問題である．たとえば原告としては，自動車の総量規制な

どはどうしても実現したいテーマで、あるが，川崎市はその総量規制の設定に関する権

限を握っておらず，検討会では十分な議論ができていない．

しかし，いくつかの成果が出始めている．たとえば，車線の削減や自転車駐輪場の

設置などである．

また川崎市とのパー トナーシップにおいては，裁判の時とは異なる対応の仕方が必

要となっているという ．たとえば裁判中においては対決型の対応の仕方をとっていた

が，検討会においては，裁判の時とは異なり， 「対話j を重視する意識をもたないとな

かなか前にすすんではくれない．「われわれも『野党的発想』を変えなくてはならない．

向こうも『与党的発想』を変えなくてはならなしリというかたちで固と愚者会との関

係の変化を強調しているが，川崎市との距離感の取り方に関しては試行錯誤の最中の

ようである．

最後に，今後のまちづくり ・環境再生にむけての課題を語っていただいた．一つ目
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は，原告がいなくなってしまうことの課題である．「原告団ではない枠組みでまちづく

りは可能か」がここ数年間において突きつけられる課題になるとのことだ．もう一点、

は，原告がいなくなってしまう前に，どれだけの問題を解決することができるか，と

いう点である．具体的な成果を目に見える形で示し，この事業に対する市民の評価が

高まれば，時代の経過とともに原告団がいなくなったとしても，まちづくりをおこな

う枠組みは川崎市に根づき大気汚染というあやまちをくり返さずにすすむのである．
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II-6-2. 住民自治のまちづくりセンター こむて 21 

高木竜輔

「住民自治のまちづくりセンター こむて 21J（以下，「こむて 21Jと省略）は，

コミュニティに関する各種問題（まちづくり ・開発 ・環境）の情報交流センターとし

て機能すべく川崎市を中心に活動している団体であり， 2001年 12月に発足した．と

の章ではまず，この団体の代表者（A氏）の活動履歴を確認することを通じて，90年

代における， J11崎市北部のまちづくり ・開発 ・環境に関する各種問題の展開を紹介す

る．そして「こむて21Jの活動を紹介し，この団体の活動が上記の各種問題の系譜を

踏まえて設定されていることを見ていきたいと思う ．また最後に，「こむて 21Jが団

体聞の連携の問題ならびに行政とのパートナーシップのありかたについてどのように

考えているのかを紹介したい．

1 .高津区における工場跡地再開発問題

A氏がし、わゆる住民運動というものに関わるようになったのは， 1991年からである．

それは高津区の久地三井金属鉱業の工場跡地の再開発問題に対する住民運動である．

その三井金属鉱業の跡地を購入したのは長谷工コ←ポレーションで， 91年8月に再

開発計画を発表した．長谷工コーポレーションが発表した計画は，その 5.5ヘクター

ルの跡地に最高 100メートルのオフィスピ、ルを六棟建設するという大プロジェクトで

ある．周辺は中小零細工場が混在する低中層の住宅地で，眼の前は多摩丘陵の一角を

なす津田山と二ヶ領用水，円筒分水（国の登録文化財）があり，およそ 100メートル

のオフィスビル群計画など想像できない環境である．国道 246号線がすぐ近くにあり，

交通渋滞が激しく ，また 100メー トノレの高さのピノレが建築されると確実に小学校に日

があたらなくなってしまう．その他，地域の生活環境への大きな影響が心配されてい

る．「考える会Jが掲げた「久地の里に巨大オフィスビノレは似合わないj というスロー

ガンは運動のめざすところを示しているといえよう．

もともとこの跡地の用途地域は準工業地域指定で容積率は 200%，建物の高さは20

メートル以下に制限されている．そのため，どうみても 100メートノレのビルなど建設

できないはずであるし，なぜ準工業地域指定の用途地域で巨大ピル建設計画が成り立

つのか．そんな疑問をもった近隣の住民が集まって『長谷工巨大ピノレ建設を考える会』

が発足した．

その勉強会を通じて明らかになったのは， 80年代中頃における都市計画法，建築基

準法の改正と川崎市の誘導が存在していたことである．中曽根内閣以降に建築基準法

の大幅な規制緩和がおこなわれ（五十嵐 ・小川， 1993），それがこの計画が成立する

背景になっているのである．建築基準法においては用途地域ごとに建ベい率と容積率
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が決められているが，一定のノレールの下で、は，たとえば，一定割合以上の公共用地や

オープンスペースを確保すると容積率が緩和される.88年，主に工場跡地などの土地

利用転換にあたり，必要な公共施設（周辺道路など）の整備と一体的に再開発する場合，

用途地域による建築物の制限を緩和することを可能にする「再開発地区計画制度j が

つくられた．このケースにおいて，100メートノレの高層ビノレの建設計画が可能になっ

たのは，できたばかりの「再開発地区計画制度j を活用したからである．

しかしこの制度の適用を受けるには川崎市による都市計画決定が必要となる．そう

いう意味で川崎市の姿勢も問題とされた．というのも当初，長谷工コーポレーション

はその跡地にマンションを建設する計画をたてていたが，「重厚長大産業からハイテク

産業への転換j をめざしていた川崎市はその計画をハイテク産業拠点開発へと誘導し

ようとしていたからである．そういう点において川崎市がこの計画に関わっているこ

とは明らかであり ，長谷工がこのような計画を打ち出してくる背景には都市計画決定

を通じての認可を見込んでいたと考えられる．

このような理由から，この運動の相手は長谷工コーポレーションと川崎市だ、った．

そのため川崎市に対して土地利用規制の緩和 ・高度利用を可能にする f都市計画決定

をさせないこと」が運動の戦略となった.94年に都市計画決定の手続きが進められた

ため，その年が運動としての山場となった．

都市計画決定に関しては住民への計画案の縦覧が二週間のあいだ義務づけられてい

る．そのためこの計画案の縦覧を利用して，反対の意見書提出運動を展開した．その

結果3方 5千通の反対の意見書が集まり， ）11崎市に提出した．しかし，提出された意

見書に対して長谷工コーポレーションが危機感を覚え，長谷工の従業員や家族，下請

け企業や関係団体などを巻き込み， 1万9千通の賛成の意見書が提出された．たまた

ま関連会社の社員で，仕事中に上司に賛成の意見書集めを求められた人がこの指示に

違和感をおぼえ，その人を通じて長谷工内部での組織的な署名動員の事実を知った．

マスコミがそれを取り上げ，社会問題化し，都市計画決定自体を多少は遅らせること

ができたが，結局，都市計画決定は強行採決されてしまう．しかしその直後，パブ、ル

がはじけた影響もあって計画自体が頓挫してしまい，その土地はその後 7年たったい

まも塩づけのままとなっている．

94年に計画が頓挫したのちにも，『長谷士巨大ビル建設を考える会』は定期的に長

谷工コーポレーションと行政と協議を重ねた結果，ある約束を結んだ．それは，住民，

長谷工コーポレーション，川崎市による「三者円卓会議Jの開催についての約束であ

る．つまり，長谷工がこの跡地で開発計画を再開する際には必ずこの「三者円卓会議」

を聞かなければならず，そこにおいて長谷工は，変更可能な計画段階から住民の要望

を聞き入れながら三者で協議をはかり，建設計画の具体化を図っていくことが約束さ

れた．

そして最近になって，いままで、ずっと凍結されてきた開発計画が，再び動き始めた

とのことである．新しい開発計画では 「ハイテク型産業拠点開発」から「住宅型開発J

（マンション）へと変更されようとしている．そして長谷工の方から円卓会議を始め
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たいという連絡が届いたとのことである．そして昨年7月，長谷工も行政も約束を守

って， 三者円卓会議を開始した．民間企業の建設計画段階に住民が直接参加するとい

う意味においては，「それが実現すれば，全国でも稀なケースになるだろう」と一定の

評価をしながらも，以後の推移を注意深く見守っている状態である．

この最初の運動を通じて，住民運動についていろいろと勉強したと言う .A氏は，

91年にこの運動に参加した時は機械加工の町工場を営んでいた．それ以前には労働組

合で活動していたり，倒産闘争をしていたりと，労働現場における紛争の経験はあっ

た．

労働の現場では労働者保護法制など労働者の権利がある程度認められているが，「ま

ちづくりJや「都市計画」の世界では，住民がまったく無権利であることを実感とし

て持ったとのことである．たとえば都市計画行政の世界では，本来その中心に座るべ

き住民はまったくの脇役でしかなく，わずかに認められている住民参加の機会も多く

は形骸化されている．計画が提示されると，それが公共事業と同じようにP 住民がい

くら意見を言ったところで，変更されないものとなっている．のちほど紹介するが，

「こむて 21」はまさしく「住民のまちづくりの権利j とは何か，つまり住民主体のま

ちづくりを実践するためにはどのような権利があるのかを探求し，それを利用しても

らうべく活動しているのである．

2 津田山宅地造成開発における環境アセスメント逃れに対する抗議運動

長谷工の再開発問題が一段落したらすぐに，計画地の目の前にある高津区の津田山

に宅地造成計画が持ち上がった．そこでの焦点は緑の破壊とアセス逃れ，いわゆる，

「アセス逃れの小分け開発Jが問題となり，それへ対応するようになった．

川崎市は環境アセスメント条例が比較的整備されている自治体であり， 一万ぱ以上

の開発がアセスメントの対象になる．しかし開発業者は一万ni未満の計画を立てるこ

とによって環境アセスメントを逃れようとする．それはまだわかりやすい方であり，

津田山の開発において開発業者は，それぞれが一万ni未満の計画になるように開発を

二期にわけたのである．それが 「アセス逃れの小分け開発j と呼ばれるものである．

この方式のアセス逃れをおこなうために， 9700ni （第一期）と 8800ni （第三期）の

小分け開発が計画され，第一期の開発がおこなわれてしまった．

このようなアセス逃れは川崎市多摩区の生田緑地の岡本太郎美術館建設においても

問題となった．開発敷地は 9500rrfだが，建設するためには周辺の開発をしなければ

ならない．そのため，全体での開発敷地は一方ぱを超えてしまうため，本来ならば必

然的にアセスが必要となってくるはずである．そして驚いたことに，その美術館建設

の建設主体が全国初のアセス条例制定を誇っていた川崎市だということだ．強い抗議

行動が起こったにもかかわらず，結局市によって建設が強行されてしまったため，訴

訟をおこなうこととなった．裁判は形の上では住民敗訴だが，判決の中身をみると，
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川崎市のアセス逃れ違反が指摘されており，その点に関しては住民の主張が認められ

たのであった．

津田山の開発に戻るが，第二期の開発計画は川崎市がその土地を取得して開発をス

トップさせることに成功した．具体的にどのようにしたのかというと， ｝11崎市が持っ

ている遊休地（し、わゆる塩漬け土地）を業者の持っている土地と交換するという，等

価交換方式が採用されたのである．現在では「津田山緑地里山の会」が残された里山

の復元 ・保全活動をおこなっている．月に一回あつまり，その土地の下草刈りをおこ

なったり，のびた竹を切ったり，シイタケや蕎麦の栽培をすることでその里山を保全

しているとのことである．

津田山におけるこの解決法は「津田山方式J（土地の等価交換方式）として評価され

ることとなった．また，この事件を背景としてアセスメント条例が改正され，複合開

発と見なされれば，一万d以下で、あってもアセスの対象にされることとなった．その

ため，その条例自体は画期的なものとして一定の評価はできるだろう．しかし， ｝11崎

市は積極的に適用しようとはしないため，何のための条例なのかと市民の聞からは疑

問が出ている．

3. 地下室マンション反対運動

津田山のマンション開発におけるアセスメント逃れの問題の次に生じたのが地下室

マンションの建設問題である．川崎北部には高度成長期を通じて東京に通勤する人た

ちのための住居が建設されたわけだが，その結果，次々と緑地が減少していき，多摩

丘陵の斜面緑地が残された貴重な自然であり，川崎北部で唯一自然の残っている空間

で、あった．しかし 1994年に建築基準法が改正され，地下室に関しては容積率への不

参入としづ規制緩和がおとなわれた．それが拡大解釈され，たとえば地上3階地下8

階のような，多摩丘陵の崖地を利用した，いわゆる 「地下室マンションJが建築でき

るようになった．そして 98年ごろから続々と，開発業者が多摩丘陵をねらい打ちする

ように地下室マンションを建設するようになり，それ専門の業者も登場するようにな

った．この地下室マンションの建設は，多摩丘陵の自然が破壊されるという問題とと

もに，工事中の安全性や，湿気やカピが発生するといった不安など，未解決の問題が

存在する．

1998年から 「地下室マンション対策高津区住民連絡会Jを結成し，この問題に対応

じている．しかし，地下室マンションの建設に関しては川崎市も「法律上認められて

いる以上，規制はできなしリという態度で，その結果ますます地下室マンションが建

設される状態にあるという．たとえば溝口駅の近くの末長 ・久本山の地下室マンショ

ン建設（6棟）の事例においては，高津区最大の緑地（2.7立のが無残にも破壊されて

しまった．事業者は強硬で計画変更は一切開いてもらえず，逆に抗議したら，「工事を

妨害したJとして住民が訴えられることとなったのである．また，大手不動産会社の

研修所を取り壊して地下室マンションを建設する開発においても，反対運動のかんば

90 



んを立てただけで「営業妨害Jだという理由で訴えられた．そういう点で，なかなか

住民が対抗できる手段がないとのことである．

4.「緑の憲法運動・ 21」

こうして個々の緑地保全 ・開発反対運動はいくつかの例外を除いて，ほぼ初期の目

標を達せずに終わっている．ここから，緑を守れる実効性のある制度を作ろうという

芦が高まってきた．それが「緑の憲法運動・ 21Jである．

「緑の憲法運動j とは，「流通センター建設計画」への反対運動がきっかけとして展

開された運動である．川崎市宮前区に流通センターを建設することが 1970年に発表

されたが，それに対して周辺住民 ・自治会が中心となり反対運動が展開された．この

ような動きが東名高速自動車道路沿線の騒音・排気ガス汚染問題に対する運動や自然

環境の保全要求ならびに社会的インフラの整備要求に向けた動きとあいまって川崎北

部における住民運動の大きなまとまりとなってゆく（永尾・加藤，1987）.それが川

崎南部の反公害運動と結びつき，1971年の伊藤革新市政誕生の基盤となったのである

（永尾 ・加藤，1987）.「流通センターj反対運動のその後の展開は永尾 ・加藤（1987)

の文章をそのまま引用すると，「『流通センター』建設反対運動はその途中で『環境保

全市民会議』を結成して“北部の緑と生活環境を守る”運動へと前進していたのだが，

72年には “産業優先の都市づくり”に変わる都市形成を主張して，南部の公害反対住

民運動とともに “緑の憲法”条例制定直接請求行動に取り組んでゆく J(753p）ので

ある．そして署名活動の結果， 12万人分の署名を集めることに成功したので、あった（運

動の展開に関する詳しい内容に関しては永尾・加藤（1987）を参照していただきたい）．

「緑の憲法運動Jにおいて求められた条例は緑地保全に関する 17の条文からなる条

例で，すばらしい緑地が存在する場合，市民がその緑地を保全するよう申し出ること

ができることを定めた制度などが盛り込まれていた．条例自体は否決されてしまった

が，この動きにおされて川崎市は「公害防止条例J，「アセスメント条例J，「自然環境

保全条例」と，環境に関する三つの条例を整備したのである．

90年代以降の川崎市における自然環境の実態に基づき，70年代の「緑の憲法運動j

の理念を再びよみがえらせようとしたのが，一昨年発足した「緑の憲法運動 ・21Jで

ある．「こむて 21」の代表者が事務局を担っており，北部における緑を守る運動のネ

ットワークを構築しつつある．現在では全市レベルのネッ トワークがつくられつつあ

るということである．

5.「住民自治のまちづくりセンター こむて 21」：住民運動の駆け込み寺

このような形で川崎市北部における開発 ・環境問題に取り組んでいった結果の到達

点が f住民自治のまちづくりセンター こむて 21Jである．これは，住民運動の交流

センターの拠点となるべく， 2001年 12月に立ち上げた組織である．
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上記でも紹介したように，「労働者j保護の権利と比較しても，「住民Jには何もな

い．突然自分の家の隣にマンションが建つことになり， 事業者に被害軽減を要望して

も相手にされない，やむなく行政に救済を頼んでも，そのマンションが合法的に許認

可を取得していれば，泣き寝入りするしかない．このようなときに，「こむて 21Jの

ような組織があればP どういう方法があるのか，過去どのような運動がどのような有

効な活動をおこなっていたのかを情報提供できるではないかと思い，設立した．

この組織の目標は以下の 2点にまとめられる．

( 1 ）「住民運動の駆け込み寺J：まちづくり・開発・環境に関する問題で因っている

住民やグループに対してアドバイスをおこなうこと．

( 2）「川崎全体の運動ネットワークの構築j：まちづくり・ 開発 ・環境に関する問題

に関わっている団体とのネットワークを構築することで，団体問の連携と情報の交換

をおこなうこと.2002年3月から 「まちづくり ・環境運動川崎市民連絡会」を立ち上

げており，月一回の交流と共通の課題解決を模索するために開催している．

このような形で「こむて 21Jを中心として，川崎市におけるまちづくり ・開発 ・環

境に関する問題に各種団体と協力して取り組んでいる．

現時点での重要な課題は 「まちづくり 3条例j の制定である．「まちづくり 3条例j

とは（1）総合調整条例， （2）中高層建築物紛争調整条例，（3）開発基準条例，を合わせたも

のである．それらの条例の中身については言及しないが，それらは，開発行為がおこ

なわれる際の手続きと基準を条例という形で強化することを目的とする．たとえば，

開発にあたっては住民説明会を開くことや，大規模開発の条件として開発業者に緑地

の整備を義務づけたりすることである．

このように「こむて 21J川崎市におけるまちづくり ・開発 ・環境に関する問題に取

り組んでいる．しかし運動の直接的な成果よりももっと重要なことがある．それは

地域コミュニティにおける人間関係であり，「運動を展開した結果，地域コミュニティ

が破壊されることだけはないようにしてほししリという語りである．戦後日本の住民

運動において一番重要な点を指摘しているように筆者は感じている．

6. 住民とパートナーシップについて

近年，住民と行政との聞のパートナーシップが叫ばれるようになってきているが，

行政とどのような「パートナーシップj を取り結ぶのかも 「こむて 21Jにとって重要

な課題となっている．

現在，市内各地で環境やまちづくり関係の各種団体が活動している．行政も市民参

加を一歩すすめて行政と市民との聞のパートナーシップを強調するようになっている．

さまざまな行政プランの策定と実行には必ずそれらの市民 ・団体を参加させるように

なってきている．
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しかし，そこには大きな問題が存在しているという．それは「パートナーシップJ

というたてまえにもかかわらず，計画・実行の根幹は相変わらず行政が握って離さな

いという問題である．これに疑問を感ぜずに無条件に協調しようとするクツレープと異

議を唱えるグループとの聞の矛盾・~離が生ずることが少なくない．また，緊張感の

ないパ←トナ←シップは，行政からしてみれば，市民と協同して，市民が参加した事

業をしているというアリバイ作りに利用されることもある．

今はやりのパー トナーシップ論はそうした危険をはらんでいるが，しかし，外側か

ら批判しているだけでは問題が解決しないという考えから その枠組みの中に積極的

に参加すべきだと考え，実行している．しかし，町会などの伝統的な住民組織（し、わ

ゆる地域有力者）との対話は忍耐が必要で， 一部からは「参加疲れJという言葉も聞

かれる．しかし粘り強し、合意形成の手法に習熟しなければならないと考える．

ノミートナーシップ論は往々にして，そういう緊張関係を起こさせないという意図を

感じてしまう．行政は（企業もそうだが）大きな「権力Jを持っているから，緊張関

係を前提としないと対等な関係を築けないし，いざ計画におかしいところがあっても

対抗できないという．そのためにも，行政との緊張関係と共に，「市民自身が対抗する

一つのシピ、ルなパワー（カウンターパワー）として育ってし、かないといけなしリので

ある．そういう点において，住民団体相互のネットワークの意義が確認されるのであ

る．
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m 市民活動団体調査の知見と考察

玉野和志

以上，ひとつひとつ紹介してきた市民活動は，それぞれの特殊な事情と個性的な努

力によって生み出されたものであるから，いずれも安易な一般化を許すものではない．

にもかかわらず，それらを個々に並べてみた場合に，そのいくつかに共通する要素や

背景が思い当たることも事実である．そのような知見がどの程度の範囲であてはまる

かについての厳密な検証は，より体系的な調査研究を待つほかないが，そのような研

究を準備する意味でも，とりあえずの整理を行ってみることが有益であろう．またそ

のような意味でのとりあえずの整理で、あっても，ひょっとして市民活動に従事する当

事者にとっては，他の活動の中に自らの活動のヒントを見出したり，教訓を導き出す

うえで，何らかの益があるかもしれない．

以下，いくつかの点について今回の調査研究によって見出された知見を列記してい

くことで，とりあえずのまとめとしておきたい．

地域的状況との対応

まず，当然といえば当然のことであるが，ほとんどの団体の活動が地域の問題や地

域住民の性格と関連しているという事実が指摘できる．とりわけ地域の問題への対処

を目的とし，特定の地域での活動にこだ、わっている団体において，その傾向は顕著で

あった．たとえば，高齢者介護に関する市民活動はいずれもこの地域の高齢化と「呼

び寄せ老人Jの増加という地域問題の顕在化を意識したもので、あった．そのような状

況の中で高齢者同土の関係をとりもつ活動や，具体的な介護サービスの提供，さらに

は高齢者の介護を抱えた家族へのサポート，施設や制度利用に関する情報提供などの

さまざまな市民活動が工夫されていた．他方，公害や乱開発などの地域的な被害に対

する住民運動はもとより，危険物質が知らない聞にこの地域を通過しているという事

実や，小児ぜんそくが多いとしづ地域の状況がある種の環境問題へと取り組みを促し

ているという事例も見られた．

また，必ずしも特定地域に限定される問題ではないので，全国的な組織形態をとっ

ている活動であっても，それがこの地域にとりあえずの活動の拠点をおいていること

には，やはりそれなりの地域的状況が関連しているという場合も見られた．たとえば，

神奈川県が交通事故の多い地域であることが，脳外傷とし、う障害の存在を広く知らせ

るための活動を盛んにさせたり，獣医師会に協力的な傾向があったために，捨て猫防

止の全国的な拠点になりえたりという点である．さらに，必ずしもこの地域に外国人

居住者が多いわけではないのに国際交流や外国人支援のボランティア活動が盛んなこ
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とも，国際貿易港に近接してきたことや工業地帯ゆえに古くから多様な人口を受け入

れ，在日韓国 ・朝鮮人の集住地や難民受け入れ施設を抱えてきたという地域的状況が

関連していると考えられるだろう．

地域的状況との対応とは，このように I地域に存在する様々な問題Jとの関連で，

その解決を目的とした市民の活動が展開するという意味がひとつは想定できる．ただ

し問題があるからといって必ずしも市民の活動が展開するわけではない．そこには

何らかの理由からその解決に向けて自ら立ち上がろうという市民が存在し，かっその

市民が利用できる資源や特別に動機づけられる理由がなければならない．むしろこの

地域の特徴はこちらの側面での地域的特徴にある．たとえば，今回お会いしてお話し

をうかがうことのできた団体のリーダーの方々の特徴として，広告関係やマスコミ関

係などでの仕事の経験を持つ人や，家族の仕事の関係で全国を転勤していたとか，海

外での生活経験があるという方が何人か見受けられた．おそらくこれは東京近郊の比

較的条件のよい住宅地に住んでいる人にある程度共通する傾向であろう．このような

生活経験や仕事上の経験が，さまざまな市民活動を生み出すうえで何らかの資源にな

っていることは十分に推測できることである．今回は対象にすることができなかった

が，この地域周辺にはミニコミなどの出版物を発行する市民活動が非常にさかんであ

るし，今回の対象団体の中でも独自の取材にもとづき，活字メディアを生み出すこと

で全国的な注目を集めている団体が見られた．他にインターネットなどの新しいメデ

ィアを活用する活動や，最近の法制度改正にもとづいて活動を展開していこうとする

団体も存在していた．国際交流において日本語を教えようというボランティアが無理

なく確保できる点にもそのような背景が感じられる．つまり 市民活動の担い手とな

るこの地域の住民の社会経済的な基盤というものが，活発な活動を生み出す条件にな

っていたり，活動そのものの形態を左右する要因になっているということである．

このように論じると，ともすれば生活に余裕のある，能力ある人々が多く居住する

地域ゆえに市民活動がさかんなのだと思われるかもしれない．事実，そのように解釈

する議論はこれまでも多く見られた．しかしy それらに従事する多くの人々が女性で

あることや，そのこともあって何らかの制約の中でそれらの活動へと動機づけられて

いるという点がむしろ重要である．たとえば，地域では部外者であるために既存の団

体では活動の場所がないという状況の中で，同じ他所から流入した仲間同士として活

動を継続しているとか，仕事に復帰するという道もありうるが，さまざまな理由から

地域での生活を選択せざるをえなかったという事情や，家族に病気や障害を抱えてい

る人がし、たり，親の介護のために外出もままならなかったという経験を持っとか，少

し前の自分と同じように子育てに余裕のない人の手助けをしたいなどの理由が直接の

動機づけになっていた．そこには単に余裕があるとか 能力があるというだけでは説

明できない事情があることを知るべきである．このような意味でも，地域的な状況が

市民活動を生み出す背景に存在していることを確認しておきたい．
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施設や制度との関連

市民活動を考えるとき，個人の力に負う部分や個性あるリーダーの存在の大きさを

感じることは多い．しかしながら，それ以上に市民活動がさまざまな制度や政策との

関連で生まれたり，維持されていることに改めて気づかされる．かつてのコミュニテ

ィ政策は，そのような施設や活動への援助を充実させることで，市民の活動を活発化

させようとしてきた．社会教育関係の施策も，住民に学習の機会を与えるととで住民

自らが自主的に学んでいく団体の結成を促すと同時に，それらが利用できる施設を整

備してきた．ここでの市民活動団体の結成の経緯と活動状況をみるかぎり，このよう

な外部からの何らかの働きかけが非常に大きな意味を持っていることが確認できる．

まず，指摘すべきは，川崎市の市民館，横浜市の地区センターなどの公共施設がは

たす役割である．今回対象となった市民活動団体の多くが，何らかのかたちでこれら

の公共施設との関わりをもっていた．活動場所の提供を受けたり，何らかの補助を得

ていたり ，あるいは当該施設の活動と何らかのかたちで連携をしていたり，さらには

施設の整備自体に影響力をもった場合もある．保健所や医療機関などその施設が担当

する職務との関連で，直接間接に職員からの働きかけを受けたことがきっかけで展開

した活動も多い．

同様に，行政による何らかの政策の展開が関連をもっ場合もある．今回の事例では

川崎市がコミュニティ政策として取り組んでいる f区づくりプランJないし「区づく

り白書」の施策にもとづく動きと何らかの関わりをもっ市民活動が見られた．また，

川崎市の外国人市民代表者会議や横浜市の国際交流ラウンジなどに見られる政策展開

も，さまざまな市民活動との関連をもたらしている．もちろんそれらは必ずしも肯定

的な関わりだけとは限らないが，何らかの影響が見られることは確かである．

ただし，このような外部からの影響は必ずしも行政だけによるものではない．社会

福祉協議会や生活協同組合，労働組合，新生活運動協会など，様々な団体や活動の経

験から直接間接の影響を受けて，住民運動や市民活動が立ち上がってくるのである．

この意味で横浜市と川崎市におけるこれまでの行政のあり方だけではなく，この地域

にこれまで労働組合運動や生活クラブ生協などの運動の蓄積があったことが大きな意

味をもっていたと考えることもできょう．

行政との距離の取り方

さて，上のような事情を考えたとき，市民活動がとりわけ行政との問でどのような

距離の取り方をするかということが，きわめて重要な論点として浮かび上がってくる．

この点で興味深いのは，比較的長い活動の歴史をもっ団体やいわゆる運動団体に関わ

ってきた人々 と最近になって活動を始めた団体とで，若干の温度差があることである．

このことは特に比較的長い間活動をしてきた団体の側から，最近の活動団体にたいす

る感想として述べられることが多かった．つまり，自分たちは行政にたいして常にあ
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る種の要求をしてきたととろがあるが，最近の人たちはあまりそういうところがなく ，

行政からすれば扱いやすいところがあるのではなし、かという意見である．しかしこれ

はあくまでそちらの側から見た場合の感想であり，だからといって他方の側の団体が

行政に無批判的だというわけではない．われわれの調査での印象では，そのような団

体は行政との関係を最初からあまり重視しておらず，特に依存しているとも，頼って

いるとも考えることなく むしろ自分たちのできることをできるように，行政とは特

に関わりなく，やっているにすぎないという意識が強いように恩われた．

このような活動形態や意識の違いには，これまでの行政と市民活動との関わりの歴

史的な変遷という問題が伏在しているように思う． 一部の団体が明確に意識している

ように，戦後の社会教育行政の展開や革新自治体の住民対応の中には，新しい市民の

活動を育て支援していこうとする流れが確かに存在した．しかしながら，そのように

して台頭してきた市民活動の要求を受けて施設建設などを行っていくうちに，財政的

な制約を意識せざるをえないようになった結果，すべての住民要求にこたえるわけに

はいかなくなり，何らかの行政的な誘導や住民自らが負担を引き受けるような方向へ

と行政と市民活動の関わりを転換せざるをえなくなっていったのである．その結果，

ある時期から行政は市民活動への対応の仕方を変えていった経緯がある．住民運動の

時代以降，行政への権利要求を主とした活動の経験をもっ市民にとっては，コミュニ

ティとか，パー トナーシップという形で市民との連携を模索する行政のあり方が，な

にやらうさんくさく映るのは無理のないことであろう．また，行政の側でも何かと要

求を突きつけてくる市民を知らず知らずのうちに疎んじる傾向がないとはいえまい．

しかしここで重要なのは，長く活動してきた市民の中にも，最近になって活動を始め

た市民の中にも，行政との関係のあり方を新しく転換していこうとする動きが，確か

に存在するということである．

市民の側からのパートナーシップへの要求

今回の調査研究の課題として，昨今行政サイドからさかんに提起されている住民と

行政の協働ないしパートナーシップという考え方に対応するような市民サイドの動き

がはたして見られるのかという論点が存在した．この点についても，今回の事例の中

にたいへん興味深い指摘がいくつか見られたように思う．

ひとつは，この地域であるからこのような活動をしているので、あって，同じ活動を

他所にも広めていきたいという気持ちはないという考え方が出てきている点である．

他の地域の人がその地域に適したやり方で、同様の活動をやっていこうというならば，

こちらとしてお手伝いできることがあるかもしれないが，他所の地域に自分たちの支

店を出すという発想、はないというのである．このような活動のスタイルは，徹底的に

自分たちの手のとどく範囲内に自分たちの活動を留めておくという点で，実は新しい

ものである．この団体が活動の発想をえた生活クラブ生協も，従来までの労働組合な

どの運動も，地域に根ざすということは常に言われてきたが，その地域でしかできな
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いことに固執しようとはしなかった．それは，場合によっては運動としての広がりを

もたない，自閉的な傾向として非難されかねない考え方で、あった．しかし，このよう

な言明の裏側には，自分たちの手の届く範囲のことは自分たちで解決するのであって，

誰の助けも必要としないし，誰の指図も受けないという堅い決意が感じられる．考え

ようによってはこれとそが分権であり，自治であるのかもしれない．他に同様の発想

で地域的な守備範囲を意識的に限定している団体がいくつか見られたように思う．そ

してそのような守備範囲の限定があるからこそ，ここまでは自分たちが責任をもち，

ここからは行政など他の主体が責任をもつべきであるという協働の考え方が成り立つ

のである．この意味で，確かに市民の側にもパートナーシップが求められる根拠が生

まれつつあるといえよう．

さらに，今回の事例の中には自らの活動を事業化していこうとする団体や発想が少

なからず見られた．自らの活動の公的性格を強調して行政からの委託を引き出すだけ

ではなく，直接企業に働きかけたり，会員や対象者から何らかの費用負担を引き出す

ことで活動の財政的基盤を固めようとする試みが見られた．また，自分たちの活動の

成果物を十分に有償で配布できるだけの実績を上げている団体もあった．これもまた

市民活動においては非常に新しい傾向である．そこでもまた自分たちの事業が，企業

や行政とは違った特長を持つものであり，それゆえ自分たちがやるべきこと，やれる

ことはしっかりとやって，できないことは他に要求していくという本当の意味での分

権と役割分担への用意が育ちつつある．そのような対等の意味での協働は，ハンデ、イ

キャッフ。を持った人々や文化や国籍の違う人々をも含めて，構想されつつある．

もちろん，これらの点はわれわれがそのような観点から評価しているだけのことで

あって，当事者によってそのように位置づけられ，計画的に取り組まれているもので

はなし、かもしれない． しかしながら，少なくとも市民との協働やパートナーシップを

政策として提起する側は，このような市民の動向を知るべきであろう．そこには確か

にそのような提案がなされるだけの根拠は存在しているが，はたして行政が想定して

いるような性質のものであるかは議論の余地がある．少なくとも市民の側には，この

部分については自分たちがやるので任せてほしい，この点は行政の役割だと明快に判

断するだけの経験や見識が蓄積されつつある．公共的なサービスに関する役割分担の

適正なあり方は最終的には行政が判断するなどという考え方では，もはやこのような

市民団体との協働はむずかしいだろう．今回，市民の側でのこの意味での成熟が確認

できたわけである．

市民の活動や運動の地域的な蓄積ということ

最後に，全体を通して改めて感じるのは，市民の様々な活動や運動が特定の地域と

いう空間に歴史的に蓄積してきているという事実である．この地域が市民活動のさか

んな地域として知られてきた背景には，確かに最初に述べたように，現在この地域に

様々な問題が散在し，その解決に乗り出そうという担い手がいるという地域的状況も
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あるが，この辺り一帯が古くからの工業地帯として全国から若者を労働者として受入

れてきたという歴史を持っていること 工業地帯であるがゆえに発生した公害病の被

害という問題を抱えていたこと，必ずしも最初からその患者たちの運動に共感を示し

たわけではないが，そこには労働者の町として労働組合の運動と組織が存在していた

こと，さらには急激な人口の流入に商業施設の立地が追いつかなかったことを背景に

早くから地域生協の活動が定着していたこと，戦前からの事情もあって在日韓国・朝

鮮人の集住地域を抱えていたこと，それらが横浜市や）｜｜崎市における様々な地域施設

の整備や社会福祉協議会の活動を生み出してきたこと，等々の歴史的事情が存在して

いる．このような意味での地域における住民活動の歴史的な蓄積が，たとえ明確な脈

絡が存在しないとしても，陰に陽に次の時代の様々な市民活動を促したり，成立に有

利な条件として作用していることは，十分に考えられることである．

もちろん，それらの蓄積が常に問題なく継承されていたり，十分に生かされている

というわけではない．今回の事例の中にも互いに連携を取るなり，経験を交流するこ

とで，それぞれの活動に新しい展開が生まれると恩われるものがいくつか見られた．

また，とりわけ女性の市民活動の進め方に世代的な性格の違いがあって，思うように

活動が連携してし、かないという傾向があるようである．さらに，川崎市の場合は北部

と南部の活動がし1かにして連携していけるのかが，やはり大きな課題となっている．

しかし，それでもこの地域周辺に歴史的に様々な住民の活動や運動が蓄積してきた

ことは確かであり，そのことが何らかの財産になって現在の活動に引き継がれている

ことは否定できない．今回はいくつかの市民活動団体の事例から，そのことの大まか

な動向が確認できたにすぎないが，今後はこの地域の住民構成やその社会的な形成過

程，それと関連する自治体政策の展開などを含めて，大都市の社会経済システムの再

編に関する考察を深めていきたいと考えている．

99 


	10780-001-002(1)
	10780-001-002(2)
	10780-001-002(3)
	10780-001
	10780-001-001_ページ_01
	10780-001-001_ページ_02
	10780-001-001_ページ_03
	10780-001-001_ページ_04
	10780-001-001_ページ_05
	10780-001-001_ページ_06
	10780-001-001_ページ_07
	10780-001-001_ページ_08
	10780-001-001_ページ_09
	10780-001-001_ページ_10
	10780-001-001_ページ_11
	10780-001-001_ページ_12
	10780-001-001_ページ_13
	10780-001-001_ページ_14
	10780-001-001_ページ_15
	10780-001-001_ページ_16
	10780-001-001_ページ_17
	10780-001-001_ページ_18
	10780-001-001_ページ_19
	10780-001-001_ページ_20
	10780-001-001_ページ_21
	10780-001-001_ページ_22
	10780-001-001_ページ_23
	10780-001-001_ページ_24
	10780-001-001_ページ_25
	10780-001-001_ページ_26
	10780-001-001_ページ_27
	10780-001-001_ページ_28
	10780-001-001_ページ_29
	10780-001-001_ページ_30
	10780-001-001_ページ_31
	10780-001-001_ページ_32
	10780-001-001_ページ_33
	10780-001-001_ページ_34
	10780-001-001_ページ_35
	10780-001-001_ページ_36
	10780-001-001_ページ_37
	10780-001-001_ページ_38
	10780-001-001_ページ_39
	10780-001-001_ページ_40
	10780-001-001_ページ_41
	10780-001-001_ページ_42
	10780-001-001_ページ_43
	10780-001-001_ページ_44
	10780-001-001_ページ_45
	10780-001-001_ページ_46
	10780-001-001_ページ_47
	10780-001-001_ページ_48
	10780-001-001_ページ_49
	10780-001-001_ページ_50
	10780-001-001_ページ_51
	10780-001-001_ページ_52
	10780-001-001_ページ_53
	10780-001-001_ページ_54
	10780-001-001_ページ_55
	10780-001-001_ページ_56
	10780-001-001_ページ_57
	10780-001-001_ページ_58
	10780-001-001_ページ_59
	10780-001-001_ページ_60
	10780-001-001_ページ_61
	10780-001-001_ページ_62
	10780-001-001_ページ_63
	10780-001-001_ページ_64
	10780-001-001_ページ_65
	10780-001-001_ページ_66
	10780-001-001_ページ_67
	10780-001-001_ページ_68
	10780-001-001_ページ_69
	10780-001-001_ページ_70
	10780-001-001_ページ_71
	10780-001-001_ページ_72
	10780-001-001_ページ_73
	10780-001-001_ページ_74
	10780-001-001_ページ_75
	10780-001-001_ページ_76
	10780-001-001_ページ_77
	10780-001-001_ページ_78
	10780-001-001_ページ_79
	10780-001-001_ページ_80
	10780-001-001_ページ_81
	10780-001-001_ページ_82
	10780-001-001_ページ_83
	10780-001-001_ページ_84
	10780-001-001_ページ_85
	10780-001-001_ページ_86
	10780-001-001_ページ_87
	10780-001-001_ページ_88
	10780-001-001_ページ_89
	10780-001-001_ページ_90
	10780-001-001_ページ_91
	10780-001-001_ページ_92
	10780-001-001_ページ_93
	10780-001-001_ページ_94
	10780-001-001_ページ_95
	10780-001-001_ページ_96
	10780-001-001_ページ_97
	10780-001-001_ページ_98
	10780-001-001_ページ_99




